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はじめに

平成 18年 10月より障害者自立支援法が本格施行され、各利用者の個別支援計画の

作成やサービス提供プロセスの管理、他のサービス提供職員への技術指導と助言等を行

う職員として、障害福祉サービスごとに「サービス管理責任者」を配置することとなり、

都道府県におかれましても平成 18年度よりサービス管理責任者研修を実施されてい

ることと存じます。

サービス管理責任者は、障害福祉サービスの核となる存在であることから、質の高い、

優れた人材の養成が急務となっております。

平成 18年度に当法人が厚生労働省の委託により「サービス管理責任者研修(指導者

研修)Jを実施いたしました。そこで、全国で初めての「サービス管理責任者研修」を

実施した観点から、指導者研修が都道府県の研修にどのように生かされているか、また、

質の高い研修とはどのような研修か等について調査・検討を行い、優れた人材養成の推

進を目的に本事業を実施してまいりました。

指導者研修の講師からなる調査検討委員会を開催し、調査内容の検討や調査結果から

みえた課題等について検討を行し、ました。また、平成 18年度サービス管理責任者研修

(指導者研修)修了者及び各都道府県を対象に指導者研修の効果、都道府県研修の実施

状況等を調査いたしました。

本報告書が、質の高いサービス管理責任者の養成の一助になれば幸いです。

最後になりましたが、本事業の実施のためにご助成いただきました独立行政法人福祉

医療機構にお礼を申し上げるとともに、委員各位、また調査にご協力いただきました関

係各位に深く感謝申し上げます。

平成 20年 3月

財団法人 日本障害者リハビリテーション協会

常務理事 青田秀博

[一一一一)館長 音田秀博 | 
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1 事業の概要 | 

( 1 )事業の目的

サービス管理責任者は、各利用者の個別支援計画の作成、サービス提供プロセスの管

理、サービス提供職員への技術指導・助言等の重要な役割を担っている。このサービス

管理責任者の養成のため、平成 18年度より国レベル、都道府県レベルで、養成研修が行

われているが、位置づけられてから間もないため、研修の効果や各地の養成状況などは

把握されていないのが現状である。

本事業では、平成 18年度サービス管理責任者研修(指導者研修)修了者及び各都道

府県を対象に指導者研修の効果や都道府県研修の実施状況等を調査・分析することによ

り、サービス管理責任者研修が全国で格差なく、質の高い内容で行われ、優れたサービ

ス管理責任者の養成に寄与することを目的とする。

(2)事業の内容

1 )調査検討委員会の開催

サービス管理責任者研修(指導者研修)の各分野別講師からなる調査検討委員会を

開催し、各地の研修状況、調査内容、調査結果からみた今後の課題等について検討を

行った。委員構成は下記のとおりである。

0委員長 坂本洋一(和洋女子大学教授)

0委員 飯田 勝(埼玉県社会保険診療報酬支払基金審査委員)

加藤正仁(うめだ・あけぼの学闘 園長)

開 宏之(広島国際大学教授)

山田 優(西駒郷地域生活支援センタ一所長)

酒井京子(大阪市職業リハビリテーションセンター 副所長)

Oオブザーパー

清水 剛一(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

相談支援専門官)

大塚 晃(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

障害福祉専門官)

佐々木隆行(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

相談支援係)

2)調査の実施

平成 18年度サービス管理責任者研修(指導者研修)修了者及び各都道府県を対象

に調査を実施した。

指導者研修修了者に対しては、研修内容が都道府県で実施した研修にどのように役



立っているか、実際のサービス管理責任者の業務にどのように役立つているか、今後

のサービス管理責任者研修に盛り込むべき内容、サービス管理責任者の資質向上のた

めの方策等についての調査を実施した。

各都道府県に対しては、企画・運営状況、受講者の状況、各講義の状況、研修実施

後の評価等についての調査を実施した。
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|2 調査について I 

( 1 )平成 18年度サービス管理責任者研修(指導者研修)に関するアンケート調査

1 )調査概要

① 目的

平成 18年 9月 6日"-'8日に実施された、サービス管理責任者研修(指導者研

修)の受講者から当該研修の成果等を調査し、分析することにより全国において

質の高い、また格差のないサービス管理責任者の養成に寄与する。

② 調査対象者

平成 18年度サービス管理責任者研修(指導者研修)修了者 235名

・分野別内訳 介護 47名

地域生活(身体) 47名

地域生活(知的・精神) 48名

就労 47名

児童 46名

③ 調査方法

調査票を 235名に直接郵送により配布し、 FAXにより回収した。

④ 調査期間 平成 19年 11月 8日"-'1 2月 10日

⑤ 有効回答数 85件

-分野別内訳 介護 23件

地域生活(身体) 10件

地域生活(知的・精神) 14件

就労 19件

児童 19件

⑥ 回答率 36.2% 

-分野別内訳 介護 48.9% 

地域生活(身体) 21. 3% 

地域生活(知的・精神) 29.2% 

就労 40.4% 

v日いtE呈z 41. 3% 
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2)調査結果概要

問2・国研修で受講した講義・演習について、都道府県で、実施した研修に役立っているかお聞きします。

①障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割

5 10 15 20 25 (人)

介護

1也敏生活(身体)

地織生活(知・精)

就労

l日 昔号
Jし主義主

【役立っている】の具体的理由

・介護

10 

22 

12 1 2 1 

16 

12 4 

-伝達研修であり、 県内で、の実施にあたっては必須。

w 
ロ役立っている

ロ役立っていない

ロ未回答

111 2 1 

ロどちらとも言えない

111 

・サービス管理責任者としての心構えや仕事の進め方などがよく分かった。県の研修で2時間講師をさせても
らった0

・国研修の講義・演習がなければ、県の研修は無理と思いますので、役立っている0

.サービ、ス管理責任者についての基本的な部分なので重要

・自立支援法の内容やサービス管理責任者の役割が理解で、きた。
・厚生労働省が何を考えて、サービス管理責任者をおいたかがわかりました0

.法制度にさまざまな変更が加えられるので、常に新しい情報が必要となる。
・内容が重複する部分がかなりありましたので、受講者はだれた感があります。
・利用者主体の考え方とスタッフの意識改革を再認識させられた。また、サービ、ス管理責任者の役割につい
て理解できた0

・障害者自立支援法において義務づけられたサービス管理責任者の役割や業務内容について伝えられた0

.各事業所で、サービス管理責任者研修の資料として活用した。

・パラダイム・チェンジは重要、利用者中心のサービス提供を徹底することが全ての基本であることを学べた0

.制度の理解また全体の理解に必要なカリキュラムと思います。
-具体的な役割が理解できた。

・管理者との業務内容の違いについて、明示されていたことで、 役割が伝えやすかったの

・サービス管理責任者と管理者との職務上の違いや役割・位置づ、けについて説明するのに役立っています0

.以下、全ての項目にわたり、国研修に準拠して、実施しました。

・新しい福祉の流れの中で、 質の高いサービスの提供を行う“要"がサービス管理責任者であり、 業務内容の
確認ができた。講師の説明が具体的で、あったので、理解しやすかった。

・地域生活(身体)

.サービス管理責任者とは何をする人なのか、 とし、うことは講義の中で、分かつた。が、初めは相談支援専門員
と何が違うのかが整理で、きなかった。

・知識としては役立っているが、具体的には活用していない
・国の意図するところとサービス管理責任者の位置づけがよく理解できた0

.共通講義でそのまま使用された。講師の力量には依存するところありn

・企画について時間をかけて説明してほしかった。

・障害者自立支援法におけるサービス管理責任者の役割が今後どのように認知されてしてかは未知数である
が、何故必要なのか、役割はどうするのかを知る上で大切な講義といえる。

-地域生活(知・精)
・ポジ、ンョンがよく把握で、きる。

・法律施行にあたり、サビ、管の役割を明確にする必要があるので、その部分で、役立っています0

.法の趣旨やねらいを明らかに伝えるため
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-自立支援法に関するものではなく、将来的な障害者福祉について、パラダイムチェンジ、あるいは、エビデ
ンスの確立等、根源的な部分についての認識を新たにで、きるもので、あった。

・国の行う方針を伝えることがで、きた。
・部分的

・自立支援法については一定理解して参りましたが、サービス管理責任者の役割や事業所内での位置づけ
については、理解しているとはいえなかったので、国研修の中で整理と理解が進みました。サービス管理責
任者としち視点から自立支援法をとらえなおすことができて、府の研修に臨むことができました。

・改めて法の理念、概要について学ぶことはできたが、第H部の講義については舶に落ちなし七とがあった0

.制度面での講義が仕事の基本として生かされている。
・サービス管理責任者が、どうし、った仕事をするか理解しやすい。基本的理念を含め、研修者が、具体的にイ
メージを持ちやすい内容であった。

・障害者自立支援法におけるサービス管理責任者の役割は分かりやすく、説明が届いていますが、管理者が
受講することが多く、役割を同じととらえておられ(比較、違いが伝わりにくし、)ます。

・障害者自立支援法の理念と仕組みを再認識することが出来、地方での研修でも伝えることが出来た。また
サービス管理責任者の役割についても確認することが出来、地方研修で伝えることが出来た。

・就労
・県の研修で利用
・研修の講師、インストラクターとして、どのようなスタンスでのぞめば良し、かがわかった。サービス管理責任者
の立ち位置、やること、やれることが良くわかり、かっ、自分なりの創造性もあってよい、品、うことがわかっ
た0

・サービス管理責任者の施設内での役割、立場がわかる0

.伝達研修としづ形で、行ったため。
-そのまま活用している。
-障害者自立支援法が求めている効果が理解できたとともに、これまでの障害者福祉サービスとまた、サビ管
の重要についても伝えることができた。

-誰でも就労(働くこと)を目指すという視点を持つこと。大切さ。
・理解しやすい内容のほかに講義する側としても伝えやすい内容で、あった。(“責任"とし、う概念や施設の仕
事としち特化していたので)

・立ち位置が理解できたと思う。
・指針となるものがなかったので、講義組み立ての参考になった0

・児童
-サービス管理責任者の役割については大変分かりやすかった。
-自立支援法におけるサービス提供の定義や視点がまずは基礎としてあることではじめてサービス管理責任
者としての具体的な動きが理解できると思う。

-研修のたびに見直しをさせていただき確認している。
-法の内容を十分理解していなし立いといろいろなことに対処できないので、大切なことと思います0

• DVD研修のため具体的に研修には生かせなかったが演習につなげる基本としては必要不可欠
.制度の中でのサービス管理責任者の位置づけと、その責任性を理解することができた。
-今まで、やっていたことを確認する上で、
・レジメ(テキスト内容)を元に講義を実施している。
・提供されるサービス内容が明確化する。提供されるサービス状況の把握・課題の分析に有効。管理責任者
を中心とした事業運営(チームアプローチの視点)が定着してし 1くことが期待される。

【役立っていない】の具体的理由

・就労
・現在、当時の研修時から比較しても余り実践に役立っていない。

【未回答】の具体的理由

・介護
-県レベルの研修は行っていない。

.地域生活(知・精)
・厚労省の大塚専門官に講義をして頂いた。
・厚労省の大塚専門官に講義をお願いしました。自分自身の役には立ちましたが、県の研修に自分が受講し
たことが役だ、ったとはいえません。

-就労
・概論としての資料と考え役立っている。都道府県の研修では、国研修で受講した内容とは若干異なり、厚労
省から専門官の派遣依頼により講義を進めた。
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. 1 ①、②については、県研修で大塚専門官に講義していただきました0

・児童
-都道府県研修に参加していないのでわからない0

.この講義については別の方が担当いたしました0

.役割もたなかったし、参加していない。

[どちらとも言えない】の具体的理由

・児童
-この研修の重要性について具体的にはっきりと伝ていくことが必要。

②サービス提供のプロセスと管理

5 10 15 20 25 (人)

介護

役立っている

地域生活(身体)

地域生活(知・精)
ロ役立っていない

就労 日未回答

童日ん
ロどちらとも言えない

【役立っている]の具体的理由

・介護
・アセスメント→個別支援計画→支援会議等の具体的な流れイメージをふくらませるために重要
.役立っていますが、フ。ロセスと管理は演習もあって初めて役に立っと思いました。
・何のためにサービス管理責任者が必要なのか、プログラミングが必要なのか非常に分かりやすかった0

.内容が重複する部分がかなりありましたので、受講者はだれた感があります。
・エンパワメント、ストレングスの視点の大切さ。個別支援計画、モニタリング等のサービス管理責任者の視

占

・サービス提供の基本的な考え方を学び伝えられた。
・個別支援計画の作成から評価の流れがp.pでわかりやすく、そのまま活用した0

.個別支援計画の重要性が明確となり、サービス管理責任者の役割が確認できた0

.制度の理解また全体の理解に必要なカリキュラムと思います。
・演習に直結する内容で、あったため、 一連のフ。ロセスを把握するものとして、位置づけられた0

.講義で、習ったフ。ロセスは、分かりゃすくまとめであり、受講者にも理解しやすいと思います。
-個別支援計画の目標が具体的で、ないとプロセスの管理も暖昧となり達成度の評価が難しいものとなることの
確認ができた。

-個別支援計画の進め方のフ。ロク、、ラムとして活用している。

・国研修の講義・演習がなければ、県の研修は無理と思いますので、役立っている0

・地域生活(身体)
・これも、 相談支援専門員との区別がつきlこくし、内容だ、った。が、県の研修で、は役だった。国の研修を受け、
1年以上経っており、県の研修(昨年度)からも1年が経っているため、よく覚えていない

・知識としては役立っているが、具体的には活用していなし、。
. DVDを見せていただいたので、それを基本に実施できた。
・プロセスの中で、ポイント毎に意図することが解説されていたが、プロセス自体はもう少し簡素化した方がょ
いと感じた。

・共通講義でそのまま使用された。講師の力量には依存するところあり0

.支援会議の運営方法についてくわしく教えてもらいたかった。
-サービス提供のPDCA管理者は、目的を達成してQOLの向上を図る上でも大切なことである。
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-地域生活(知・精)

・サービ、ス提供のための流れに関しては理解で、きると思いますが、実際の事業所で、の支援計画に反映されて
いるかどうかの確認が必要と思われます。

. 1コマ目と内容が若干だ、ぶっているのが少し気になりました。

・個別支援計画の策定時から実行そしてモニタリングフィードパック品、う一連のプロセスを再確認で、きた0

.国の行う方針を伝えることができた。
-部分的

・そのまま利用できる資料が沢山ありました。資料もイラストが入り、分かりゃすく(おもしろし、)作られており、好
評でした。フ。ロセスと管理の部分はきちんと伝達するべき内容なので、具体的な講義と分かりゃすい資料は
大切だと思いました。

・国研修の資料を使って行った。

・個別支援計画作成において、そのプロセスと管理の考え方が分かりやすく説明があったn

・一連のプロセスやイメージについては理解できたが、相談支援事業者の役割とサピ管の役割の分担や協力
の仕方が理解しにくく、地方の研修で、の説明にあたってもハッキリと説明で、きなし、ことがあった。

・就労
・県の研修で利用
・自立支援法の意味、相談支援事業で使うシートとの関連などがわかった0

.伝達研修としち形で行ったため。
-そのまま活用している。
・ケアマネと基本的に同類であるが、考え方を一度整理することができ、講義に役立った0

.系統立てて説明できた。

-具体的にアセスメント~モニタリングといった基本的マネジメントの経験がない対象者にとっては比較的、内
容が簡潔で(資料が)接しやすいように思われる。

-評価のあり方が理解で、きよかった。
・就労分野で組立てる時、分野別からは十分に理解で、きなかった。共通講義②を参考にすることで理解でき
た。

・児童
・具体的で、分かりやすかった。
・基本的姿勢と7つの視点とポイントがしぼっであったので良かった。
・県研修で、はこの部分の講義を担った。国研修の坂本先生の講義は非常に具体的、現実的であったので、
県研修への展開がしやすかった。

-県研修以外にも、各事業所の研修会などで話したり、資料提供したりしている0

.ケアマネジメントを用いたサービス提供について整理し、確認した。

. 1つ1つ検証してすすめてして上で、これからにつながっていると思う。
・チームアプローチの視点の重要性が認識され、サービスの質が確保されてし、くことが期待される。中間評価
や見直しが定期的[年数回]に実施されている状況にないのではないか。全国的にこの点のレベルアップ対
策の検討が必要と考える。

【役立っていなし、】の具体的理由

・介護
-サービス提供のプロセスを具体化できない。

.地域生活(知・精)
・ケアマネジメントの手法については、他の研修(相談支援研修等)にて行われている。サピ管には必要な手
法であるが、サビ、管研修資格に相談支援従事者研修修了となっており同様の内容となってしまう。

・就労
・大筋はわかるが、仕組みと組み立てが現状にあっていない。

【未回答】の具体的理由

・介護
・県レベルの研修は行っていない。

-地域生活(知・精)
-厚労省の茅根専門官に講義をお願いしました。そのため、自分の受講は県の研修に役立ちませんでした0

・就労
-概論としての資料と考え役立っている。都道府県の研修では、国研修で受講した内容とは若干異なり、厚労
省から専門官の派遣依頼により講義を進めた。
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. 1一①、②については、県研修で大塚専門官に講義していただきました0

・児童
・都道府県研修に参加していないのでわからない0

.この講義については別の方が担当いたしました0

.役割もなかったし、 参加していない。

[どちらとも言えなし1】の具体的理由

・就労
・テキストについて、相談支援従事者研修との重複が強く感じられ、明確な区別をテキスト内でもできればよ

-児童
・内容自体は特に新ししものではないので参考として提示している。
-県では相談支援従事者研修との違いをこの講義で特に示すようにした。

③サービス提供者と関係機関の連携

5 10 15 20 25 (人)

介護

地域生活(身体)

地妓生活(知・精)

就労

1日吾号
_n.主主己 3 1 

[役立っている]の具体的理由

・介護

9 

9 

8 

12 

10 

11 2 1 

11 1 

5 111 

5 1111 1 

4 

-国研修の講義・演習がなければ、県の研修は無理と思いますので、役立っている0

.制度の理解また全体の理解に必要なカリキュラムと思います。

ロ役立っている

ロ役立っていない

ロ未回答

ロどちらとも言えない

・講師の話が抽象的で理解しずらい内容で、あったが、ポイント、ポイントを掴み自分なりの取り組みができた0

・地域生活(身体)
-相談支援専門員との区別がつきにくい内容だ、った。が、県の研修で、は役だった0

.知識としては役立っているが、具体的には活用していない。
・共通講義でそのまま使用された。講師の力量には依存するところあり0

.先進県の事例についてもう少し時間をかけて説明してほしかった。
・利用者を地域の中で支えてしてためには、 地域を含め関係機関の連携は不可欠といえる0

.地域生活(知・精)
・今までも連携を自分自身も行ってきたので、今後もますます重要となると再確認できましたが、参加者の方
がどれだけ理解できたかは疑問なところもあります。

・但し求められるものが大きすぎてすぐには難しいです。重要性あるのに経過措置でおかなくても良い。置か
なくても良いのに個別支援計画は作らなし吃減算ととても制度的にチグハグで、説明が難しいです。

-部分的
・国研修の資料を使って行った。
・関係機関と積極的に関わったケースについて具体的な内容を講義の中に盛り込むことが出来た0

.理論的に少し難しかった。
-理念的なことについては理解できました。ただ、具体的な内容が難しく、 地方の研修で、は伝えにくかったよう
ですn
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-就労
・県の研修で利用

・サービス管理責任者も、地域の自立支援協議会の中で、 1つの役割を担って連携していけると思えたこと0

.伝達研修という形で行ったため。
-そのまま活用している。
・県の実'情に合わせてアレンジするための参考となった0

.施設完結ではない連携がとられた。
・連携の仕方については十分に研修で、伝えられなかった。

・個別支援のための連携、地域福祉整備のための連携等について事例をもとに分かりゃすく解説していただ
けた。

-児童
・国の研修のグ、ループ討議の中で、県外の様子を知ることがで、き県内で、も取り入れられるところは参考にさせて
いただいている。

・多くの地方都市では、児童分野の福祉サービスは公立あるいはそれに類似する形での社会資源が多く、在
宅の児童が柔軟にサービス利用とはし、かない現実がある。地方財政の逼迫から新たな資源開発が積極的
とはいえない。また、そうした機関中心の研修が多い反面、民間との連携意識は薄い。連携の事例報告など
を聞いていてもあまり参考になっていない。今後の課題ではないか。

【役立っていなし寸の具体的理由

・介護
・内容が困難であり、他の人にわかりやすく説明する力が自分になかったため。
・講師の方からも説明が困難であると言われており、実際に理解困難で、あった。県の研修の際、理解が不十
分なまま講義を実施。連携品、うのであれば具体的実践報告がょいと感じる。

・申し訳ありませんが、的が外れていたと思いました。
・身近な話題として受けることができず、県内実習の時には全国研修とは違った講義を行った。
・内容が重複する部分がかなりありましたので、受講者はだれた感があります。国研修を受けて、都道府県で
実施するには学術的すぎてもてあます感がある。

・ケアマネジメントとの区別ができない人が多い。
・講義の内容が難しく、自分自身理解で、きなかったので、うまく伝えられていない。
・具体的に都道府県レベルで、講義するには、国での説明内容は参考にはなるが使えない状態であり、基本
テキストとして活用できるものが必要

・重要性は理解できたが、県レベルでイ云達するには吟味しlこくし、内容で、あった。
-サービス提供と関係機関の連携はとっても重要なことだ、と，思うが、講義内容はあまりにも現実とかけ離れたも

のでした0

・地域生活(身体)
-思い入れが強すぎて、一般的な内容ではなかった0

・地域生活(知・精)
・連携するツールなり契機はサービス提供者を位置づけることで特別に変わることで、はない。
-学術的な解説は必要でなく、ライフステージに沿った社会と具体的関わりの中から見えてくる資源の活用に
ついて、地域性という観点を踏まえ論じるべきだと感じます。

・国研修での講義は、やや片寄りがあったので、アレンジして地域版で実践している。
・岡村理論の復習は個人的な勉強にはなりましたが。機関連携については各府県それぞれの地域性がある
ので、全体講義は基本的部分だけでよいのではないかと思います。各府県でどのような連携の仕方をして
いるのか、自立支援協議会の動きなどについてs情報交換・交流をすることも研修になるのではないでしょう

.講師の方の個の思いが全面的にでており、講師によって内容が左右される。

・就労
・社会資源、が少ない地域で、どのような連携システムを作ってしてか全然見えていない0

.短時間で伝えるには無理がある。又、分野によって、とらえ方がまったく違う。
・専門的な用語が多く、ある程度実践してしも者でなければ分からない内容で、機関の構成図もわかりにく
かった。広義的過ぎて内容がぼやけていた様に思われろ。

-連携の必要性を学者が説明しても、私たちのような講師はそのような学者と同様に消化して物が言えないの
で、余り、使えない感じがした。

-児童
・講義内容が複雑で、あった0

.イメージが分からなかった。
・理論面が強し、ため、個人の学びとはなったが、県研修への展開には困難を感じた。
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. iサービス提供者と関係機関の連携」とし 1うことはよくわかりますが、講義は分かりにくかったで、す。何を言わ
んとしてるのか分かりませんでした。|隔が広すぎたので、は?もう少し時間が必要だ、ったのかもしれないと思い

.現実には、保育所との連携などほとんど取れない。
-講義の趣旨が良く理解できなかった。
・今までの過程の中でもいろいろな役割があり、今さら・・・といった思しもします。
・関先生のような形では講義できないので、新たにレジメを作り、事例を入れて講義している0

.ほとんどの内容は変えて県独自の内容とした。

[未回答】の具体的理由

・介護
・県レベルの研修は行っていない。
-重度の知的施設故、 あまりリアリティをともなって、頭の中に入ってこなかった0

・地域生活(知・精)
・他の講師に依頼しました0

・就労
・概論としての資料と考え役立っている。都道府県の研修では、国研修で受講した内容とは若干異なり、厚労

省から専門官の派遣依頼により講義を進めた。

・児童
・都道府県研修に参加していないのでわからない0

.この講義については別の方が担当いたしました0

.役割もたなかったし、参加していない。

【どちらとも言えなし、]の具体的理由

・就労
・地域格差を前提に、地域診断を行った上での講義も必要で、はなかろうか。

④分野別のアセスメント及びモニタリングの実際

5 10 15 20 25 (人)

介護
園役立っている

地域生活(身体)

ロ役立っていない

地域生活(知・精)

ロ未回答

就労

ロどちらとも言えない
童日ん

【役立っている】の具体的理由

・介護
-介護分野で、のアセスメント及びモニタリングの方法が良くわかった。
-国研修の講義・演習がなければ、県の研修は無理と思いますので、役立っている0

.基礎知識として重要

.アセスメントの視点、5段階の流れが再認識できた。
-今までの個別支援計画の考え方が変わりました。非常に分かりゃすい講義でした。
-資料をそのまま活用して講義を行うことができた。(1と重複する部分は省略しながら)
.三浦先生の話が分かりやすく良かった。県の研修でもおおいに活用している。
・サービス管理責任者としての視点、考え方、モニタリングの大切さ
-サービス管理責任者のチェックポイント等、伝えた。
• PDCAのフ。ロセスが明確でイ云えやすく、流動的である利用者に対し、いつも見通しが必要であることが再確
認できた。

日
U

可

E
ム



-ストレングスの視点など、新しい援助観が強調されていて良かった。
・個別支援計画についてはおおむね理解され、各事業所で、も学習されている様に思われます0

.自分の施設で説明する際、役だ、った。

・演習の根幹となる部分であり、プランを遂行する中で、のプロセス毎にチェックポイントが確認で、きたことが良
かった。

・分野別講義と言うことで、具体的なイメージが出来、思い人達への個別支援計画を立てる上で参考となって
.支援内容は適切か、利用者の状態がどのように変化しているのかを評価することが重要で、あるとの視点の
再確認ができた。

・地域生活(身体)
.私自身が事業所で、サピ管に関わる仕事をしていないので、実際の現場で、役に立つアセスやモニタリングの
講義になってしもか、不安。国の講義は相談支援専門員との区別がなかなかっかず戸惑いました。

・講義が現在の仕事と合致することが多く、自分の経験を含めて、講義することができとても役だ、った白
・サービス管理責任者の役割やスタンスがよく分かり、今まで、の支援計画作りを更に深めるものになると感じ
た。

-方法が良く理解できました。
・アセスメント、モニタリング技法については基本となるところなので必須0

・地域生活(知・精)
・初期的把握が促進された。
・サービス管理の必要性を理解する上で、非常に大切であると思います。また、受講参加者にも説明する際
は重要であることは受講者も理解できたと思います。

・共通していえること。従来のケアマネジメント従事者研修修了者も多く、相談支援従事者のケアマネの手法
とどう違うのか不分明品、うのが率直な意見です。

・歴史性、理想、現実、将来品、う時間軸に沿ったところで、の講師の持論には、共感するものがあった(流れに
迎合していなし、)点は、心強いとも感じた0

.相談支援事業との関係で研修の流れがスムーズlこいつている。地域移行から地域生活への継続性も研修
に取り入れられた。

-価値観の変容(パラダイム・チェンジ)、地域移行、地域でのネットワークの構築品、う視点でアセスメント及び
モニタリング、をしてし、くことは、これまでの実践の再確認でした。今後は計画性を持ち、事業所全体の姿勢と
してスタッフ全員で意思疎通を図りながらサービス提供をしていってもらいたいという立場で研修を行いまし
た。

・国研修の資料を使って行った。
・共通講義と重なる部分が多く、かつ、ボ、リュームがあるo 内容を整理することにより以降の演習へのつながり
がもてる。

・とても分かりやすい講義だ、ったので、私が県で、講師をさせてもらった時、伝えやすかった。 DVDもありがた
かった。

・役に立っており、活用させていただ、きました。
. 1と重なる部分は多くありましたが、何度も押さえて良い部分でしたので問題ありませんでしたが、知的、精神
と特色ある支援のサピ管の役割に、時間が不足気味でした。

-講師の方たちの実際の取り組みを中心の講義をしていただいたので、比較的リアリティを感じながら、内容
を理解できたが、地方研修での講義では、講師の方の取り組みでは講義しづ、らかったので、内容を改めて
考え直しましたの

・就労
・伝達研修という形で、行ったため。
-今後は、スリム化の中で、ももっと簡略したいと考えてます。
・テキストは国研修で配布されたものを使用。各分野、多岐に渡る事例で、あったので、手法を伝えることが主と
なり深く全体が理解できたかどうかという反省あり。

-要点が明確になっていたので活用しやすかった。
-ミニワークは使いやすかった。専門的知識が余りない対象者であるため、分かりやすい用語や事例をヒ。ック
アッフ。して利用した。

-就労に特化したものが分かりやすかった0

.伝え方については工夫が必要。
-授産施設、社会復帰施設について、就労と科学的に分析するという新しい視点は役立ったが、現利用者へ
の支援展開に活用するのは難しいのではなし、かと感じた。

. DVDがわかりにくかった。
・支援のプロセスを伝えなければいけないこと、その際に使う各シートの使い方やポイントがわかった。

-児童
・過程の中で、視点やツールが示されておりわかりやすかったので、良かった。
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-児童分野では、自己がかかわる事例を県の中でも取り上げるよう方針が示されていたので、国研修の内容

や資料は大きなよりどころとなった。
・4ヤ野別になってやっと自分の事業所とのからみで考えることができるようになり、成人施設との違いを実感し
.手ービ、スの基本的姿勢を最初に学習し、提供の視点と続いて、とても理解しやすい内容で、あったが、県の研
修では事業に長年取り組んでいる方と、はじめて取り組んでしも方と様々おり、どのように理解していただい

たのか不安はあります。
-児童の療育に関わる状況が整理できた。
・全てとは思わないが、整理する上では役立っている。
. CD-ROMも活用し、加藤先生の講義は視聴してもらっている0

.そのままイ吏いました。
・重要な部分であり、現任研修などにも生かされる必要があると考える。多くの事例の中から学ぶ必要あり。

[役立っていない】の具体的理由

・介護
・初日と重なる部分があったように感じる0

・就労
・短時間で、ワークシートの記入は困難さがあると感じた。大切なことは、就労支援のためのアセスメントの観
点とは何か、どこに特性があるのかを確認することが、主な目的ではないのかと感じている。

・児童
・事例の示し方とサビ管としての役割の結び付け方が、強引な印象、講義前半は参考になった。

【未回答】の具体的理由

・介護
・県レベノレの研修は行っていない。

-地域生活(身体)
. 18年度は分野の受講者はなく実施しなかったが、講義で使用する予定にしていた0

・地域生活(知・精)
-当初講義するつもりでしたが、入院したためやりませんでした0

・就労
・コマが多すぎ、て絞り込みにくい。
-国の研修では、伝えるべきことが、たくさんあるのは理解できるが、研修内容が、中途半端で、あったため、県
で、研修を行うのに苦労した。

・児童
・役割もたなかったし、参加していない。

⑤「サービス提供プロセスの管理の実際事例研究①J(アセスメント編)

5 10 15 20 25 (人)

介護 17 4 11 1 

-. ‘.-唱祖 国‘d 9 11 

13 111 

.勾 13山‘ L_____L_IJI 

ふ砂 12 1 3 2 111 

ロ役立っている

地域生活(身体)

ロ役立っていない
地域生活(知・精)

就労
ロ未回答

児童 ロどちらとも言えない

円

L



【役立っている】の具体的理由

・介護

・時間の余裕があれば、使用する事例を十分につめて、より国の研修と同様にできたと黒丸
.支援が困難なケースで、あったため、様々な参加者からの意見をきくことがで、き有意義だっと
・国研修の講義・演習がなければ、県の研修は無理と思いますので、役立っているo u 

.具体的な流れはイメージできる。

・利用者主体のアセスメントでICFを意識した技術習得がで、きたn

・アセスメントのポイントを掴むことができました。

・全てを先に見てしまうと実際の意見が見えてこないと言う難点はあるものの参考としてよい。
.職場で実践していることの再確認であり、その必要性も理解できた。

・事例が今ひとつ整理されておらず、討議がしにくく活発な論議にならなかった点は残念。
.自分の施設で説明する際、役だ、った。

・事例はそのまま県で、も使わせてもらったため、情報量やプロセスに関しては充分で、あった
・生活介護の対象の方たちは、ニーズを自ら訴えることが困難な方が多いので、演習によって、潜在的なニー
ズの引き出し方を学べたらと思います。

・演習については「就労分野」で実施した、ロールプレイを中心に、サービス管理責任者の業務を実感してい
ただけるような設定で行っています(全ての分野の研修で、同様に実施)。勿論国研修を基本としてですが。
但し、個人としては、参加者のレベルがまちまちで、あるため、基本となるアセスメントの実際の演習が充実で
きるといいと考えています。

・アセスメントは本人の意向や家族の希望に基づき、生活全般を分析、検証することから必要なサービスを見
いださなければならないことの確認ができた。

・地域生活(身体)
.とても役に立った。少しずつ、サピ管の役割がわかってきたので、事例を通して学び、とてもよかった0

.事例を自分のものに替え、中身を少し重視した上でテキストを活用しているため、直接役立っている0

.机上での学習を元に実際に「やる」ことの意義が理解できた。
-演習の進め方が参考になった。
・本人を知るためにどのような情報が必要なのか、既存のアセスメントツールを考えるワークショップ。は非常に
有効かと思われる。

・地域生活(知・精)
-初期的把握が促進された。
・実施に、地域移行するためのアクセスなのか、 GH、CHでの生活のアセスなのか説明不足のところがあり受
講者も困惑していたようです。

・共通していえること。従来のケアマネジメント従事者研修修了者も多く、相談支援従事者のケアマネの手法
とどう違うのか不分明とし、うのが率直な意見です。

-多少、演習の捉え方にバラツキ(理解の相違)があった。
・様式は一部利用したが事例は自分の事例で、行った。また、様式変更した。(相談支援との継続性の中で)
.個人ワークを行った上でグループ。討議に入るやり方は、話し合って考える作業の中で、適切な状況把握がで
きてし、くことを体験でき、ケア会議の大切さを認識できる場にもなるので、府の研修もこのやり方で行いまし
た。ただ、府のグ、/レーフ。討議の場面で、は意見交換に熱心なあまり、まとめの作業になかなか入れない状態
で、日常、事業所内で事例検討する機会があまりないので、はと思ってしまいました。

-国研修の事例を使って演習を行った。プロセスの勉強になったと思う。
・非常に大切な部分であり、最も力を注がなければいけない。受講生によっては差がで、てしまうため、事例の
選定が難しい。アセスメントに重点をおき時間をかける方がよい。再設定までする必要はないと思う。

・自分の経験したケースをうまくまとめることが出来た。模造紙を使って計画他作成。パソコンより全員が参加

できて良かったように思う。
-事例を、研修者に提出してもらい、活用しました。
・そのまま事例を使いましたが、修正までの作業は困難でした0

.演習の進め方が具体的に理解で、きて良かったで、す。

・就労
・県の研修で利用
・事例研究は良い刺激になり、関係機関等に連絡しやすくなった0

.伝達研修としづ形で、行ったため。
・ミニワークや活用できる社会資源をもっと深めて、受講者の共通認識を深められるよう考えてます。
・テキストは国研修で配布されたものを使用。各分野、多岐に渡る事例で、あったので、手法を伝えることが主と
なり深く全体が理解できたかどうかという反省あり。内容を使用したが、表面的な理解にとどまった感あり。

・“伝える"はゲーム感覚で好評だった。
-役立ってはいるが、国研修があまりlこも量が多くスピードが速く消化不良気味だ、ったため県の研修で、は苦労
した。

- 13 -



-事前説明がうまく伝わらずグ、ループによっては混乱。
・アセスメントでは個人の可能性に着目すべきという点がよく理解できた。まさに、ハコ→ニーズ。

-児童
・グループ討議の場では、様々な立場があり、十分に深められたとは思えなかったが、色々な意見が聞けたこ
と冊子が参考になったことで、県の研修に役立てることはできた。

・他の施設の取り組みを聞くことができ、参考になりました。また、話し合い、指摘をしたりしてもらったりというこ

との大切さも良くわかりました。
・国研修では事例もちよりで行ったこともあり、的がしぼれずにグ、ループ討議が進み“アセスメント"を学べな

かった。
・国の研修で、取り組んだケースを説明し、私ども事業所で取り組んだケースを用いて具体的な対応を説明し
ました。前項にも述べたように取り組み経験の差により理解度も違っていたようです。

・事例を持ち寄っての研究だ、ったので、県研修では同じようにはできなかった。今年度の研修は事例があっ

たので進めやすかった。
・現に行われている児童ディサービスは、それぞれが様々な内容であり、事例の取り上げ方は難しい。様々な
やりかたをしているためにそれらの所々のデ、イスカッションは意義があった。

・自分たちのやっていることと照らし合わせられるので
・事例もサンプノレとして使いました。

【役立っていなb、】の具体的理由

・介護
・マネジメント手法を要する事例であったため、受講者に混乱が見られる。
. 3日間の研修で自分が講師の役割を担うのは負担だ。県(行政)の担当者も研修を受けるべきだ、と，思った0

.受講者の関わり方の問題とは思うが、段取りはいまいちのように感じた。
・事例をもう少しわかりやすいものにすればよかったのではないか。

・就労
・講師が入れ替わり立ち替わりで、カリキュラムを組んでいたように記憶しているが、これを各自治体でやる時
に、研修を組み立てる際、まるで参考にならない。ひとりで限定してということではないが、余りにも国の研修
スタイルとのギャップが大きいのでは?

・余りにも筋書きにこだわりすぎ
・工程分析により比較したことのねらいが研修生にうまく伝えられない0

・児童
-事例が分かりにくかった。
-以前より同等の取り組みはしている。
・相談支援従事者研修との違いが不明確。

【未回答】の具体的理由

・介護
・県レベルの研修は行っていない。

-地域生活(身体)
• 18年度は分野の受講者はなく実施しなかったが、講義で使用する予定にしていた0

・地域生活(知・精)
・講師をやりませんでした0

・就労
・全体的なカリキュラムの流れが分断されているようで分かりずらかった。
・国の研修では、何を学んでいるのか焦点が定まらなかった。また、ビデオの内容や講師が何を伝えたいか
思いが伝わらなかった。

【どちらとも言えなし、】の具体的理由

・就労
・さおり?空調のビデオ?現在の作業内容と、ビデオの内容にギャップが0

・児童
・事例を持ち寄り検討したため他の分野と進め方が違っていました。県で実施した際は、事例を2つ作成し実
施しています。

A
吐



⑥「サービス提供プロセスの管理の実際 事例研究②J(個別支援計画編)

5 10 15 20 25 (人)

l日吾壬
J~ 三牽L

介護

役立っている
地域生活(身体)

地織生活(知・精)
ロ役立っていない

就労 ロ未回答

ロどちらとも言えない

【役立っている】の具体的理由

・介護
-考えながら勉強できました0

.参考資料として活用した。
・モニタリングを学ぶのに適した事例で、あった。
• J職場で実践していることの再確認であり、その必要性も理解できた。
・事例が精選されたよい事例を準備されており、討議も深まりおおいに役だ、った0

.スタッフへの説明が具体的に行えた。
・事例はそのまま県で、も使わせてもらったため、情報量やプロセスに関しては充分であった0

・チームワークにより、自分の専門外の障害種別についても学ぶことが出来ます。
・課題(ニーズ)の見直しがし、かに必要であるか、利用者のニーズの変化に対応できる体制があるのかが利

用者の暮らし方を左右していくことの重要性を確認できた。
・地域移行を考えてしてケースで、あったため、移行をすすめてして上で、参考になった0

.国研修の講義・演習がなければ、県の研修は無理と思いますので、役立っている0

.具体的な流れのイメージを作る上で重要

・地域生活(身体)
.とても役に立った。サピ管のすべきことと、サービス提供者、相談支援専門員の区別がつき、演習はよかっ

たn

・事例を自分のものに替え、中身を少し重視した上でテキストを活用しているため、直接役立っている0

.机上での学習を元に実際に「やる」ことの意義が理解できた。

-個別支援計画の内容の充実が図れた。
・ワークショップ。で、の演習は有効。

・地域生活(知・精)
-初期的把握が促進された。
・支援計画についても、 3の①と同様に理解が難しかったようです。_..• .-
・共通していえること。従来のケアマネジメント従事者研修修了者も多く、相談支援従事者のケアマネの手法

とどう違うのか不分明とし、うのが率直な意見です。
・多少、演習の捉え方にバラツキ(理解の相違)があった。
.相談支援事業との兼ねあいがうまくいくよう、研修できた。但し、事例については、自分の事一例で、行った0

.府に研修では、事例を選定する時間がなく国研修での事例を使用しました。相談場面で実際に良くある事
例だったので、支障はありませんでした。地域で、扱った事例だ、と個人情報への様々な配慮をしなければなら

ず、準備に時間がかかると思われるので、事例集があることはありがたいと思いました。
・国研修の事例を使って演習を行った。フ。ロセスの勉強になったと思う。
・事例を、研修者に提出してもらい、活用しました0

・ど、うしても支援者側のものになってしまう支援計画に、フア、ンリがアドバイスする場面も多々あり、ニーズを拾

い上げ、本人の思いをくみ取ってして作業に働きかけていくことが大変で、した。

・演習の進め方が具体的に理解できて良かったです。

・就労
・県の研修で利用
-伝達研修とし、う形で‘行ったため。

行。



-国での事例は、不必要かなとも考えています。
・障害種別や生活環境、就労環境等の違いによって、個別支援の着眼について伝えられた。
・就労関係者にも助言者として参加してもらい、県内における資源を事例に照らし合わせ、説明した0

・事例を通してイメージを共有化する作業は効果がある。
・役立ってはいるが、国研修があまりlこも量が多くスピードが速く消化不良気味だったため県の研修で、は苦労
.事前説明がうまく伝わらずグループ。によっては混乱。
・スーパーパイズの視点がよく理解できた。

-児童
・グループ討議の場では、様々な立場があり、十分に深められたとは思えなかったが、色々な意見が聞けたこ
と、冊子が参考になったことで県の研修に役立てることはで、きた。

・ポイントが示されたので、良かった。
・県研修の参加者の中では、個別支援計画自体がしっかり確立されていないところも見受けられたので、伝え
ている場面では有効で、あった。

-記述することの大切さを感じました。チェックする方式も楽で、すが、文章化をしていくことも、もっと大切と思い
ます。今後どうしていくのか、考えました。(①と②を通してですが)

・国研修で、はグループで、個別支援計画作成を行わなかったので、自分の考え方に偏ってしまったかと不安。
-事前に事例を提出していただき、児童ディサービス提供の視点から見てどうだったのか検証する作業を行っ
た。演習で、は検証する題材となったケースを中心に活発に議論されたが児童デ、イに関わってまだ、時聞が少

ないという方からは、支援が広範囲で非常に困難であるという意見も出された。
-事例もサンフ。ルとして使いました。

【役立っていなb、】の具体的理由

・介護
・事例が特殊であり、研修では、もっと身近な事例がよいので、は?
. 3日間の研修で自分が講師の役割を担うのは負担だ。県(行政)の担当者も研修を受けるべきだ、と思った0

.焦点が広すぎて、問題とする部分がぼやけていた。
・事例が適さないのではないか。

-就労
・日々変化が伴う障害者の支援計画は現場で、居る者にしか分からないが、能開校が実施している支援の内
容が違う部分がある。

-地方で応用しにくい。

-児童
・以前より同等の取り組みはしている。
・ひとりひとりの支援計画が研修の時とちがっていないので
.相談支援従事者研修との違いが不明確。

【未回答】の具体的理由

・介護
・県レベルの研修は行っていない。

-地域生活(知・精)
-講師をやりませんでした0

・地域生活(身体)
. 18年度は分野の受講者はなく実施しなかったが、講義で使用する予定にしていた0

・児童
・都道府県研修に参加していないのでわからない。

【どちらとも言えなし、】の具体的理由
・就労
・時間をかけて、個別支援計画を作成する必要が。

co 
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⑥サービス内容のチェックとマネジメントの実際(事例検討会)

5 10 15 20 25 (人)

介護 、‘・F 咽弘司‘ 園、 『 1'8 1 3 111 

9 w 

、・ 11 1 2 111 

'-:./1込~. ~ ¥ 1'4 1 3 111 

11 J 2 1 2 111 

役立っている

地域生活(身体)

ロ役立っていない

地域生活(知・精)

日未回答

就労

ロどちらとも言えない
児童

【役立っている】の具体的理由

・介護
-サービス管理責任者の役割の指針として、大変役立っている0

.国研修の講義・演習がなければ、県の研修は無理と思いますので、役立っている0

.具体的な流れのイメージ作りとして重要
-サービス管理責任者の各種ポイントや視点を討議できてよかった。
・全国研修の時には意見が狭義にかたまりそうになったので、広義で、考えられるようつけたしながら活用した0

.サーピ、ス提供フ。ロセスにおけるサーヒ、、ス管理責任者の視点、役割について役だ、った。

・グ、ノレーフ。で、のまとめに力点を置くこととなり、もう少し自由に発言し議論を深めることに重点を置く必要があ

る。
・サビ管としての役割を理解するには必要です0

.スタッフへの説明が具体的に行えた。
・役割とプロセスの重要性を再確認するための整理方法が参考となった。
・サービス管理責任者が気をつけなくてはいけない視点等を確認できたと思います。
・どのような視点が必要なのか、自分ならどのようにするのかの適切な手順を着実に踏んでやり遂げるための

視点が持てた。

・地域生活(身体)
.失敗事例を通して、学ぶことができ、よかった。具体的にもう少し、こんな方法があった、よかったのに、等の

話し合いがで、きるともっとよかった。あまりH寺聞がなかった。
・机上での学習を元に実際に「やる」ことの意義が理解で、きた0

.専門職によっての考え方の違いがあることがよく分かった。
・ワークショップ。で、の演習は有効。
・全体的には、教えてもらったことを基本としたが、それをもとに県講義用に自分なりに{乍った0

・地域生活(知・精)
-初期的把握が促進された。
・共通していえること。従来のケアマネジメント従事者研修修了者も多く、相談支援従事者のケアマネの手法

とどう違うのか不分明とし、うのが率直な意見です。

-振り返りができた。
・圏域内で事例検討会を実践できるようになった。
・机上の事例では具体的に考えにくいせいかもしれませんが、サービス提供者の視点で考えてしまいがちな
ことに、府で研修を実施して気づきました。サービス管理責任者としては、何を配慮しなければいけないのか

を改めて示す必要があるのだと感じました。
・手法が分かりゃすく役立ちました。
・中央研修では非常に勉強になりましたが、県における研修で、は導入が難しく、実施できませんでした。

-就労
・県の研修で利用
・サービス管理責任者が様々、ケースにどう介入(助言、指導)すればよいか、ローノレフ。レイを取り入れて、体

験で、きたのは良かった。
-伝達研修とし、う形で、行ったため。

弓，
，



-具体的事例により実際にマネジメントを行ったが、県研修では予想外の意見などで、多少しんどかった。
・就労施設担当者の参加とあり、一番発表率が高かった。国研修の事例を参照し、考え方を学ぶことはできた

と思う。
-視野を拡げ、マネジメントする機会を提供できた。
・モニタリングの重要性が再認、識できた。工程分析はわかりにくいと判断し、“こうし、うことも必要"とし、った程度

で伝えた。
-事前説明がうまく伝わらずグループによっては混乱。

-児童
・但し、県ではスタッフ(アドバイザー)の確保が難しく、不十分な事例検討に終わってしまったように感じる0

.自分の事業所に戻つての振り返りを示してもらいわかりやすかった。
-地元の社会資源にはない新鮮な他見の動向を知ることで、広い視野に立つての演習が可能となった。
・立場上、サービス管理責任者とし 1うより療育者として考えてしまうとし、うことがあって、自分自身むずかしかっ
た。まだ十分とはいえないが理解は深められたと思うし、伝達もできつつあると思う。

-全国から集まった人たちと検討できたのは良かったです。ただ、みなさんベテランの方々であり、やっていて
おもしろかったのはその皆さんのおかげで、す。ただ、最後に話し合いをした分については意味が良くわかり
ませんでした。説明の方の言っていることも良くわかりませんでした。

・国研修ではグループ内でチェックやマネジメントについて行わなかったが、言葉として残っている0

.検討会をもっという会議のもち方は参考にしている。
-事例をそのまま使った。

【役立っていない】の具体的理由

・介護
・焦点が広すぎて、問題とする部分がぼやけていた0

.あまり記』憶に残っていませんでした。

.地域生活(知・精)

・事例検討会では事前に出しておいた事例なので、細部の質問に(受講者より)上手く答えられなかったよう
に思います。

・福祉レベルの地域格差もあり、地元の事例を使って行った0

・就労
・同じような内容となっているので、内容整理を検討中。

・「自主商品の見直し」については、別の研修(工賃倍増プラン等)で時間をかけ専門家によるものの方が役
立つと思う。

・児童
・以前より同等の取り組みはしている。
・県は事業所評価に重点を置いた研修とした。

【未回答】の具体的理由
・介護
・県レベルの研修は行っていない。

-地域生活(身体)

. 18年度は分野の受講者はなく実施しなかったが、講義で、使用する予定にしていた0

・地域生活(知・精)
・講師をやりませんでした0

・児童
・都道府県研修に参加していないので、わからない。
・事前に事例を提出していただき、児童デ、イサービス提供の視点から見てどうだ、ったのか検証する作業を行っ
た。演習で、は検証する題材となったケースを中心に活発に議論されたが児童ディに関わってまだ、時聞が少
ないという方からは、支援が広範囲で非常に困難であるとしち意見も出された。
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問3:国研修で受講した講義・演習について、実際のサーピ、ス管理責任者としての業務に役立っているか
お聞きします。

①障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割

5 10 15 20 25 (人)

介護

地域生活(身体)
役立っている

地域生活(知・精) ロ役立っていない

就労 日未回答

児童
ロどちらとも言えない

【役立っている】の具体的理由

・介護
・理事長に話をし、個別支援計画作成担当の相談員を配置してもらいました0

.何事を考えるにも基本は大切。自分自身の役割の再確認に欠かせない。
-仕事の流儀は、イメージ化するのに良い教材だと思いました。
-成年後見人として施設等に依頼しやすくなった。
-実際にサービス管理責任者として業務に当たるとき、具体的に何をすればよいか、役立っている0

.サービス管理責任者として、自覚し行動するようになった。
-役割項目をつねに頭に入れて、相談業務に当たっている0

.サービス管理責任者とは何かが明確に確認できた。
・自分自身の役割を常に意識して仕事を行うことができた。
-新事業体系に移行し、サービス管理責任者への意識づけを行えた0

.施設の中での立ち位置を確認するという目的で、は役立っている。
・サービス管理責任者としての使命感を抱き、質の高いサービスの提供を行うために先ず、現在行っている
サーヒマスの在り方をご、利用者の視点から検証を行っている。

・地域生活(身体)
.施設側の都合によらないとしづ観点が常に意識で、きるようになった0

.役割を理解することができた。
・サービス管理責任者の視点は福祉従事者に必要な事柄も多く含まれているため0

・地域生活(知・精)
・把握できたが、役割が重い。
・実際の業務の上で、サビ管の重要性やその役割を説明する上で、非常に役立っています0

.当初よりサービス管理責任者を雇い上げて、その役割をことあるごとに自覚させます。
・問2と同様な見解である。職員、指導者育成の根幹であると考えます。ただ、制度は、今も直、流動性をもっ
て変化しようとしている点から、地域性も勘案し多面的に捉えなおしてし、くべきだと，思ってる。

-サービス管理責任者の基本姿勢を参考にしている。
-サービス管理責任者としての自覚が出来た。
-全体を把握する、調整する自覚再確認する意味で
-サビ管の役割を外部にも分かるように明確にしたことで、動きやすくなった。
・障害者自立支援法の理念と仕組み、サピ管の役割が理解でき、まだ十分ではないと思いますが役立ってい
ると思います。

・就労
・わかりやすかった。
・自分自身の役割や責任、やるべきことの理論的な後ろ盾になっていると感じている0

.基本的な知識としては必要なことなので、視点含め役立っています。
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-障害者自立支援法には、問題は多くあるが、この法律が受け入れる土台ができたので、前向きに考えること
ができる。仕事の流儀は役に立たない。仕事に対する思い。考え方はそれぞれ違う。

・概論の理解により、意識付けができました。
-責任の所在が明確になった。
・時々教科書を参考にして再学習している。
・新事業移行して間もないので、充分に活用できてはいませんが、指針として大変役立っています。

-児童
・保護者との共通理解、家族支援の大切さを再認識。ライフステージでの支援など。
・実際の個別支援計画の管理に携わる業務についていけるため自分の立場や業務のあり方を振り返るため

に、とても参考になった。
・私自身は施設長という立場で、サービス管理責任者にアドバイスしたり、県内の他施設の研修会で話したり
.職員と支援法の目指すものを共通理解shじ役割を明確にで、きた
・障害者自立支援法の理念は大変すばらしく、理念どおりの運営ができればよいと思いますが、現実はしてつ
かの要件が満たされなければ、基本的な給付額は給付されないとしち、この現実に、どのように児童ディを

存続させるか悩みです。
-イメージがつく

【役立っていなし寸の具体的理由

・介護
-自立支援法の改正が続き、昨年の研修時と、今日の状況が変化しているため

【未回答】の具体的理由

・介護
・業務実績なし
-まだ新事業体系へ移行していないので、具体的にかけません0

.現在サービス管理責任者として従事していません。
-現在、管理責任者の業務に就いていません。
-サービス管理責任者として現時点で、は業務にあたっておりません0

.地域生活(身体)
-相談支援専門員(市直営の相談支援センター)をしており、サピ管をしていないので、わからない。が、実際
には、あれだけの講義では、サピ管は理想、で、終わってしまっているのでは?と思います。

-現在、施設は旧体系のままなので、実際の業務は行っていません。
・旧法施設のため、まだ、サービス管理責任者として業務に就いていない。
-現在は、サービス管理責任者の業務に就いていませんので答えることができません0

.サービ、ス管理責任者の業務は行っていません。

・地域生活(知・精)
-施設長であり、サービ、ス管理責任者を行っていない。サービス管理責任者の指導には役立っている0

.実際にサービス管理責任者ではない
・実際の業務にあったていません。
-サービス管理責任者としての業務はしていません0

・就労
-もっと具体的な実務上の話が必要で、ある。例えば、職員配置基準や180日の施設外支援等の内容等0

.サービス管理責任者の業務をしていない。

-児童
・サービス管理責任者の業務をしていない。
・サービス管理責任者の業務はしていません。

【どちらとも言えなし、】の具体的理由
・児童
-障害者自立支援法について基本的なことや現状については理解しておく必要があると思う。
・基本的に、「サービス管理責任者」ということがどういうことをするのか、ということの理解はしました。ただ、ひ
まわり教室で、はもろやっていることで、職員一人ひとり自覚的にやっているので、あまり「管理責任者Jとして
動いていません。代表もいてどちらか品、うと代表が同じことをしているので、私はしなくとも良い立場になっ
ています。すみません。だ、から実際に役立っているか、と聞かれると、こたえられません。講義は受けてよ
かったと思います。
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②サービス提供のプロセスと管理

5 10 15 20 25 (人)

介護 17 5 

5 5 

10 4 

16 11 1 

9 I 2 I 5 I 3 I 

ロ役立っている

地域生活(身体)
ロ役立っていない

地域生活(知・精)

ロ未回答

就労

ロどちらとも言えない

児童

[役立っている]の具体的理由

・介護
・スタッフへ研修を行い、考え方を理解してもらえるよう支援会議で実践しています0

.個別支援計画作成を順序立てて行うことが大切となるがその基礎となる。
-成年後見人として施設等に依頼しやすくなった。
-個別支援計画等のフォローの際、エンパワメント、 ストレングスの視点を重視しているかに着 目し、 支援する
ことに役立っている。

-サービス提供の基本的な考え方について、他職員にも伝えている。
-市町村に対し、専門的支援が必要なことから必要に応じて相談のあったときには、情報提供している0

.全体の流れとどう管理するかが具体的に理解されている。
-利用者及び職員総合的な管理を意識できた。
-新事業体系に移行し、サービス管理責任者への意識づけを行えた。
・時系列を意識したフ。ランの作成や、モニタリンク、、の考え方を提示してしてのに役立っている。
-結果を生むためにはどのような視点での取り組みが必要か、またその評価システムをどのように構築しなけ
ればならなし 1かを具体的に実践しながら組み立てることができている。

・地域生活(身体)
・施設側の都合によらないとしち観点が常に意識で、きるようになった0

.フ。ロセスに対する理解がで、きた。
-短期目標と長期目標等の 目標設定し、ゴールまで、の道筋を明確にし、サービス提供状況を確認していくこと
は今後重要な要素である0

・地域生活(知・精)
・初期的把握がてきた。
-実際の業務の上で、サピ管の重要性やその役割を説明する上で、非常に役立っています0

.サービス提供における手順等参考にしている。
・スタッフに業務を遂行してもらう中で、プ。ロセスを説明する上で。
・理念的な考え方は理解できましたが、実際には試行錯誤で、やっています。セオリー通りにやるととても日々
の変化に追いついていけません。で、ればもっと簡略化して、 一律的なやり方を示していただければι思いま
す。セオリー通りやるならばサピ管は30:1では追いつきません。また、サビ管と相談支援事業者が作るべき
個別支援計画の違いが理解できません。

・就労
・わかりにくい講義もあった。具体性に欠けた。
-自分自身の役割や責任、やるべきことの理論的な後ろ盾になっていると感じている0

.基本的な知識としては必要なことなので、視点含め役立っています。
・職員(スタッフ)にサービス提供の考え方を伝えるのに役立っている0

.役割の理解が具体的に理解できた。
-支援の効果を明確に把握。
-新事業移行して問もないので、充分に活用できてはいませんが、指針として大変役立っています。

-児童
・障害者ケアマネジメントの手法を現場に少しずつ取り込むことがで、きるようになってきた。
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-上記の立場から年度当初、新任者、転入者に研修を進めてして上で、参考となった。
・登園のサービス管理責任者のから、サービス管理責任者とし、うものを理解できた。しかし、十分にプロセス管

理ができているかとし1うと、まだ不十分と恩われる。
・今まで‘行ってきたことを再確認する機会になり、ん改善点も多くアセスメント方法や支援会議の持ち方等検

討を要した。
-事業所としては、提供のプロセスを再確認でき、とても勉強になりました0

.地域生活支援コーディネーターに類似している。

【未回答】の具体的理由

・介護
-業務実績なし
・まだ新事業体系へ移行していないので、具体的にかけません0

.現在サービス管理責任者として従事していません。
-現在、管理責任者の業務に就いていません。

・地域生活(身体)
.現在、施設は旧体系のままなので、実際の業務は行っていません。
・旧法施設のため、まだ、サービス管理責任者として業務に就いていない。

-地域生活(知・精)
・施設長であり、サービス管理責任者を行っていない。サーピ、ス管理責任者の指導には役立っている0

.実際にサービス管理責任者ではない

・就労
・研修が詰め込みのためほとんど理解で、きない。

【どちらとも言えなし，]の具体的理由

・児童
利用者を管理するのではなく、 一連のプロセスを管理してし、くことやシステム化について改めて必要性を感

③サービス提供者と関係機関の連携

5 10 15 20 25 (人)

介護

ロ役立っている
地域生活(身体)

地域生活(知・精)
ロ役立っていない

就労 ロ未回答

児童
ロどちらとも言えない

【役立っている}の具体的理由

・介護
-他職種や機関、インフォーマノレ分野への視野が広がった。
-サービ、ス管理責任者として地域のさまざまな事業所等とネットワークを築いて行けるように行動しています0

.成年後見人として施設等に依頼しやすくなった。
-地域移行に向けての支援では、連携が不可欠である。意識して連携を持つようになり、連携の必要性を進
めている。

-利用者の状況に応じた機関との連携を心がけることができた。
-決して、今の暮らしが当たり前ではないと言う視点に立ち利用者主体の望む暮らしの実現には様々な機関
が連携してこそ成り立つと言うことを実践し、地域移行に結びつけた。
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-地域生活(身体)
.関係機関との連携の必要性の理解がで、きた。

・連携の中で当事者を支えてして視点は基本であり、再認識することができた0

・地域生活(知・精)
・初期的把握がてきた。

・実際の業務の上で、サピ管の重要性やその役割を説明する上で、非常に役立っています0

.資料として

・サービスの少ない地域ではあるが、今後の参考にしたい。
・関係機関との連絡会の回数が増えた。また、関係機関の選択(インフォーマルも含め)の幅が広がった0

.地域により状況が違う者、一般知識としては理解できた。
・理念的なことについては良く理解できました。実際には自分たちで、出来るやり方で、試行錯誤しながらネットワ
ークを広げています。

・就労
・理論的にわかるが現実そこまで動けない。
・自分自身の役割や責任、やるべきことの理論的な後ろ盾になっていると感じている0

.基本的な知識としては必要なことなので、視点含め役立っています。
-サービス提供を行うのに、新たなネットワークに結びついた。
・県研修を通して、関係機関の連携が図られ、以後、情報提供と、就労支援ネットワークへとつながった0

.関係機関との連携の大切さを再認識。
-個人情報保護との関連で苦慮することもある。
-新事業移行して間もないので、充分に活用できてはいませんが、指針として大変役立っています。

-児童
・今まででもそれなりに連携してきでいる。しかし自立支援法の下でその活動を進めてしてには、収入を度外
視してしてわけであり、理想と現実のハザ、マで、悩むところで、ある。じっさいにはやっているが・・・。講義として

・ネットワークやチームアプローチ等、更に充実した展開を意識するようになった。
-国での研修内容は、少し難しく理解までは時間を要した。
・利用者の立場に立つこと、利用者に寄り添うこと。そして、その上で、関係機関と関わることが大切であると分
.地域生活支援コーディネーターに類似している。

【役立っていない】の具体的理由

・介護
・組織内及び他の機関との連携についてサービス管理責任者にのみ求めるのでなく、全体のしくみとして、経
営者、行政当局が充分に認識される必要があると感じています。

-資料が難しいので活用できない。
・事業所のコーディネーターがしているので自分には役立っていない。
・具体的に地域でどう展開するかという現状から出発した内容でないと都道府県レベルではテキストとしても

活用できない。
・就労支援は、今後の課題で現在のところイメージが具体的にかたまっていないため0

.参考となるものを必要時に取り出している現状である。

.地域生活(身体)
.思い入れが強すぎて、一般的な内容ではなかった。

-児童
.理論面が多かったことから、日常の業務の場では有効性について意識する機会は少ない0

.今の時点、で他機関との連携は取れない。

【未回答】の具体的理由

・介護
・業務実績なし
・まだ新事業体系へ移行していないので、具体的にかけません0

.現在サービス管理責任者として従事していません。
・現在、管理責任者の業務に就いていません。

・地域生活(身体)
.現在、施設は旧体系のままなので、実際の業務は行っていません。
・旧法施設のため、まだ、サービス管理責任者として業務に就いていない。
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-地域生活(知・精)
・施設長であり、サーヒマス管理責任者を行っていない。サービス管理責任者の指導には役立っている0

.実際にサービス管理責任者ではない

・就労
・私どもはすでに実施しているがどうも研修と現場でかみあいにくい。

[どちらとも言えなし、】の具体的理由

・児童
-研修を機会につながりが出てくると思われる。

④分野別のアセスメント及びモニタリングの実際

5 10 15 20 25 (人)

介護 16 111 5 

5 5 

10 4 

12 _L___3 1l1J 

10- 3 1 5 l1J 

ロ役立っている

地域生活(身体)

ロ役立っていない

地域生活(知・精)

日未回答

就労

立皇
国
ん

ロどちらとも言えない

[役立っている]の具体的理由

・介護
・アセスメント表の活用や尺度表を用い、統一したアセスメントがで、きている0

.研修で職員に指導している。

・個別支援計画作成の基礎として活用している。OjTにも活用できる。
・サービス管理責任者としてスタッフへのスーパーパイズ等に役立っている。
・利用者中心の考え方、エンパワメント等、自分の考え方に確信が持てた。
・個別支援計画を実際に作ることがないが、関係者会議等で、提示される計画について、ニーズ、支援内容等
をチェックする材料，として使用している。

・生活介護に関連した事例ケースを踏まえての講義で、役に立った。
.職場での講義においても、考え方等について話している。

・利用者が表現できていなし¥(気づいていなしすニーズの吸い上げ等に心がけてアセスメントやモニタリング、が
できた。

・サービ、ス提供を深く考える良い機会だ、った。

・プロセスと評価の整理を行う上でおおいに役立っている。

・アセスメントの過程やモニタリングの様式と記入要領の見直しを行い適切に実践することで、目標達成に向
けての視点で取り組んでいる。

-地域生活(身体)
.施設側の都合によらないとしヴ観点が常に意識で、きるようになった0

.実際の方法が理解できた。
・アセスメント、モニタリング、技法については基本となるところなので必須。

-地域生活(知・精)
-初期的把握がてきた。
・施設の部分と在宅の部分のアクセスやモニタリンク、、で、少し混乱があったかなと思います0

.問2と同様な見解である。
・施設内外の自活訓練の参考にしている。
・支援計画表の改善をした。施設内研修で講義することが出来た。6ヶ月ごとの評価・再設定の実施。
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-アセスメントの方法やモニタリング手法がテキストにもきちんと示されているので、後に実際に行う場面で参
考になるの

・理念的なところは、実際にサービスを提供するときにも、個別支援計画を作るときにも役立っています0

.就労
-就労(特にこれまでの労働分野のことや、一般就労に向けた支援)についての知識や情報、経験が全くな
かったので、困ったときにどこに聞くか、誰に聞くかがわかったことが一番役立っていると思う。

-基本的な知識としては必要なことなので、視点含め役立っています。
-サービス提供を行う上で、利用者の働くことへの支援の基本的スタンスが見えた0

.様式や、手続きについて施設独自のものを作成できた。
-複眼的視点が持てた。
・自分のやり方とモデルを比較しながら業務に取り組んでいる。
・新事業移行して間もないので、充分に活用できてはいませんが、指針として大変役立っています。

-児童
・集団指導から個別指導に切り替える判断などの重要性を学んだ。
・サービスを進めていく上で、児のジャンルには欠かせない視点がしてつも示されたので、日々の業務を進め

る上で常に意識している。
・充分に理解している。提供職員へのアドバイスもできている0

.状態把握をしっかりすること評価できる構図が分かった。
・アセスメント及びモニタリングについては、実際の支援にとても役立てることができた。
・児童分野の現場に関わっていないので分からないが、他の分野にも生かしてしてことができた。基本的なと

ころは共通する部分が多い。(ねらい、方法、考え方等)
-ぼんやりながら見えてきた。
・分野別講義の部分は役立っている。

【役立っていなし、】の具体的理由

・介護
・どちらかといえば、わかりlこくかった。

-就労
・個別支援計画の立て方なども入れてほしかった0

・児童
・各施設それぞ、れでやっていることが、一律のものはないわけで、それぞ、れで、必要なことはやっていましたし、
私たちもやっています。そうし1うことがわかりました。それが役立っているか?ときかれれば、・・・「それぞれで

必要なことをやる」というのが私の得たこたえです。が、まちがっているかな。
-以前より同等の取り組みはしているので。

【未回答】の具体的理由

・介護
-業務実績なし
・まだ新事業体系へ移行していないので、具体的にかけません0

.現在サービス管理責任者として従事していません。
・現在、管理責任者の業務に就いていません。

・地域生活(身体)
.現在、施設は旧体系のままなので、実際の業務は行っていませんoJ

・旧法施設のため、まだ、サービス管理責任者として業務に就いていない。

.地域生活(知・精)
・施設長であり、サービス管理責任者を行っていない。サービス管理責任者の指導には役立っている0

.サービス管理責任者ではないが、相談支援との関係において役立っている。

.就労
・当法人は独自のアセスメントを用いている。

【どちらとも言えなし、】の具体的理由

・児童
・アセスメントの必要性を改めて感じた。
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⑤「サービス提供プロセスの管理の実際事例研究①J(アセスメント編)

5 10 15 20 25 (人)

児童

介護 役立っている

地敏生活(身体)
ロ役立っていない

地域生活(知・精)

ロ未回答

就労

ロどちらとも言えない

【役立っている】の具体的理由

・介護
・状況にあったアセスメント様式を現在検討中。研修でのアセスメント視点を参考にしている0

.研修で職員に指導している。
-実事例としてOjTに活用できる。参考にもよい。
・サービス管理責任者としてスタッフへのスーパーパイズ等に役立っている。
・基本的に参考になったが、事例内容の選定では不十分さが残った。グノレーフ。で、の討議がしlこくし1ケースで
あった。

・アセスメントの際のポイントをおさえてできた0

.サーヒマス提供を深く考える良い機会だ、った。

・利用者の家族の関係にも着目したプランを展開させる場合にはおおいに参考になっているn

・これまで、ともすればク、、ループでの活動が中心で、あった事への反省に立ち、利用者一人一入の「これからの

暮らしJに視点をおいたアセスメントを行えるようになってきた。“できる、できない"から→“これからの暮らし"
r-、

-地域生活(身体)
.施設側の都合によらないとしづ観点が常に意識で、きるようになった0

.事例研究の進め方が参考になった。
;ークシW プ、ク、、ルーフ。ワーク方式でデ、イスカツシ叶るこ民フ。レゼン力(提案力)の向上を図る機会とな

-地域生活(知・精)
-初期的把握がてきた。

・今まで、のケアマネジメント研修の演習で、行ってきた中で、 事業所内のケアマネジメントと在宅ケアのためのケ
アマネジメントの整理をしないとと思います。

・施設内外の自活訓練の参考にしている。
・自分の経験した事例をまとめるポイントが出来た。
・新事業が取り入れられて様々な事例に接するが、基本で'}I:llさえておかなければいけないことが、良く理解で
きたの

・個別支援計画の立て方のセオリーを学ぶことが出来た点では役に立っているが、実際にはもっと実情に即
したやり方が出来なし、か模索しています。

・就労
・地域性にもよるが主に役立っている。
・就労(特にこれまで、の労働分野のことや、一般就労に向けた支援)についての知識や情報、経験が全くな
かったので、困ったときにどこに聞くか、誰に聞くかがわかったことが一番役立っていると思う。

・演習は役立っている。
・基本的な知識としては必要なことなので、視点含め役立っています。
・本人の思いを就労フ。ロセスに置き換えてサービス提供することが就労へつなげることがで、きる0

.理論の理解により他情報の収集につながった。
・作業の工程分析をあらためて行う。
・事例を読みかえすことがある。

・新事業移行して問もないので、充分に活用できてはいませんが、指針として大変役立っています。

ρ0
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-児童
・アセスメントの重要性を再認識し、面談を強化した。
・相談受け入れ窓口の業務を取り扱っていることから的確にニーズをひろいあげるための、よいトレーニング、
になったと感ずる。

-充分に理解している。
・ポイントを押さえたアセスメントが個別支援計画につながるので様式や面接を検討した。
・サービス提供の基本姿勢、提供の視点、現在事業所で行っている支援内容が利用者のニーズにあったも
のであったのかどうか再確認できた。

・市町村の温度差があり難しいが方向付けとして認識できる。

【役立っていなし、】の具体的理由

・介護
・研修受講者の事業所が違い、難しかった0

.まとまりがなかった。

-児童
・以前より同等の取り組みはしているので。

【未回答】の具体的理由

・介護
・業務実績なし
・まだ新事業体系へ移行していないので、具体的に書けません0

.現在サービス管理責任者として従事していません。
・現在、管理責任者の業務に就いていません。

・地域生活(身体)
.現在、施設は旧体系のままなので、実際の業務は行っていません。
・旧法施設のため、まだ、サービス管理責任者として業務に就いていない0

・地域生活(知・精)
・施設長であり、サービス管理責任者を行っていない。サービス管理責任者の指導には役立っている0

.サービス管理責任者ではないが、相談支援との関係において役立っている。

-就労
・就労移行と継続支援B型を分ける必要がある。福祉的就労と移行組みとでは話しがかみ合わない。

【どちらとも言えなし、】の具体的理由

・児童
・他機関のものを参考にでき、実際の現場にも生かしていけると思う。
・私たちがずうっとやってきたことなので、大事にしていることです。 1人の子供のことを親の人も含め、職員み
んなで話し合っています。
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⑥「サービス提供プロセスの管理の実際 事例研究②J(個別支援計画編)

5 10 15 20 25 (人)

介護 ロ役立っている

地域生活(身体)
ロ役立っていない

地域生活(知・精)

口未回答

就労

口どちらとも言えない

児童

[役立っている]の具体的理由

・介護
-実事例としてQ]Tに活用できる。参考にもよい0

.スタッフのスーパーパイズ、に役立っている。
・非常に良い事例が準備され大変役に立ったと思われる。
-事例を通しての演習であったため、現場で、困ったとき、考え方を参考にすることができた0

.個別支援計画表へ、本人のニーズを深く落とすことがで、きるようなきっかけとなった。
-評価方法や目標設定を検討してして際に役立っている。
-個別支援計画作成の手順、実践のための計画表、モニタリングの視点を明確にし、質の高いサービスの確
保のために継続的に確認するシステムを確立した。

.地域生活(身体)
.施設側の都合によらないという観点が常に意識で、きるようになった0

.必ず押さえておくポイントについて、くわしく教えてもらいたかった。
・ワークショップ、グ、ループワーク方式でデ「イスカッションすることで、フ。レゼ、ン力(提案力)の向上を図る機会とな
る。

-地域生活(知・精)
-初期的把握ができた。
・今までのケアマネジメント研-修の演習で、行ってきた中で、事業所内のケアマネジメントと在宅ケアのためのケ
アマネ、ジメントの整理をしないとと思います。

・施設内外の自活訓練の参考にしている。
・モニタリング、再計画を各グループでストーリーを作ることによって“おもしろい"内容となった。
-個別支援計画の立て方のセオリーを学ぶことが出来た点で、は役に立っているが、実際にはもっと実情に即
したやり方が出来なし1か模索しています。

・就労
・就労(特にこれまでの労働分野のことや、 一般就労に向けた支援)についての知識や情報、経験が全くな
かったので、困ったときにどこに聞くか、誰に聞くかがわかったことが一番役立っていると思う。

-具体的な問題を検討することで、いろいろな方法や考え方があることが理解できた。
・基本的な知識としては必要なことなので、視点、含め役立っています。
・利用者、個々の状況に合わせたサービス提供に具体的に個別支援計画に落とし込むことで、先の目標が
はっきりした0

・記入様式の使用
-事例を読みかえすことがある。
・新事業移行して間もないので、充分に活用できてはいませんが、指針として大変役立っています0

・児童
・考え方として学ぶことは多かったが、様式が示されないので試行錯誤の状態である0

.モニタリングなど個別支援計画を管理してして上で、参考になった。
-充分に理解し、適切なアドバイスも行っている。
・到達目標と時間軸を意識することで、具体的な目標設定がで、きるようになった。
・事業所内の事例を実際に検証し、実施されている点、不足している点など気付きがで、き大変役立った。
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-個に対する実際がぼんやりながら見える。

【役立っていない】の具体的理由

・介護
・身近な事例で、再度研修を受講したい。
-事業所の違う受講者のグ‘ルーフ。で、難しかった0

.まとまりがなかった。

-就労
・もっとていねいに、個別支援計画の立て方について演習がある方がよいと思う。
・計画を立てるにしても資源が何で、もありの状態で、演習をやっても現場で、考えてして際の参考にはならない0

.自施設の支援内容が充分整理されていないため、適用は不十分。

・児童
・以前より同等の取り組みはしているので。

[未回答]の具体的理由

・介護
・業務実績なし
・まだ新事業体系へ移行していないので、具体的にかけません0

.現在サービス管理責任者として従事していません。
-現在、管理責任者の業務に就いていません。

・地域生活(身体)
.現在、 施設は旧体系のままなので、実際の業務は行っていません。
・旧法施設のため、まだ、 サービス管理責任者として業務に就いていない。

-地域生活(知・精)
・施設長であり、サービス管理責任者を行っていない。サービス管理責任者の指導には役立っている0

.サービス管理責任者ではないが、相談支援との関係において役立っている。

.就労
・現場に所属していない人たち、就労支援を行っていない人たち、余りに温度差がある。

[どちらとも言えない】の具体的理由

・児童
・到達目標の設定と中間評価の必要性とサービス管理責任者の視点について学べた。
-こちらもやっていることなので、他のしせつが、そんな風にやっているのだとし、うことがわかったことがよかっ
たことです。とにかくやれることを十二分に検討して最善のことを行うことが大事だとし、うことですね。

⑦サーピ、ス内容のチェックとマネジメントの実際(事例検討会)

5 10 15 20 25 (人)

介護
ロ役立っている

地域生活(身体)

ロ役立っていない

地域生活(知・精)

ロ未回答

就労

児童
ロどちらとも言えない
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【役立っている】の具体的理由

・介護
・専門的知識の拡充となり、様々な学習が現在進行中である。
-サービス管理責任者の役割を自分たちのグループで作成した身近な言葉で受けとめることができる0

.サービス提供プロセスにおける視点、役割について、サービス管理責任者として役立っている。
・サービス提供フ。ロセスにおけるサービス管理責任者の役割について確認することがで、きた。
・あらためてサーピ、ス管理責任者の役割とは何かを考えるよい機会で、あったが、グループで、の取りまとめに終

始した感がして残念。
-チェックポイントを心がけることができた。
-個別支援計画表へ、本人のニーズを深く落とすことがで、きるようなきっかけとなった。
・グループ。で、検討した内容が、実際のプラン作成の際にもテーマとなることが多く、確認作業には欠かせな
し、0

・サービス内容のチェックの視点はマネジメント力・コメント力等に繋がり、いかに質の高い人材を育成してい
かなければ競争力を持った運営がで、きないとの認、識を持てることとなった。

・地域生活(身体)
.施設側の都合によらないという観点が常に意識できるようになった0

.もう何ケースかモデ、ルケースがあれば今後の参考になる。
・ワークショップ、グ、ルーフ。ワーク方式で、ディスカッションすることで、プレゼン力(提案力)の向上を図る機会とな

る。

-地域生活(知・精)
-初期的把握がてきた。
・全てに共通することなのですが、日常サービス管理責任者は自分の法人の中だけで仕事をすることが多い
ので、どうしても外に目が向きません。事務兼管理者兼サビ管職員という人が多いため、外部の同職種の人
達との情報交換や外部研修で客観的に自分と向き合う機会を作ること。県統一様式を作ったので、様式を
どう使いこなすか繰り返しの研修が必要です。

-今後の指針として参考
-事例が多くあり、参考にしている。
-事業所としての役割とサピ管としての役割が自分自身十分理解で、きてなかった0

.サピ管としての考え方や判断の仕方を学ぶことができ、役に立っています。

-就労
・就労(特にこれまでの労働分野のことや、一般就労に向けた支援)についての知識や情報、経験が全くな
かったので、困ったときにどこに聞くか、誰に聞くかがわかったことが一番役立っていると思う。

・具体的な問題を検討することで、いろいろな方法や考え方があることが理解できた。
-新規事業開発の視点、発想、がもてたため。
-基本的な知識としては必要なことなので、視点含め役立っています。
・具体的にサーピ、ス内容のチェックをすることで、国の研修後、 2名が就職でき現在も2名が来春就職を目指
して準備中である。

・課題のほりさげ(考え方)
・事例を読みかえすことがある。
・新事業移行して問もないので、充分に活用できてはいませんが、指針として大変役立っています。

-児童
・イメージを具現化していく役割が実際の場で求められる立場ではないが、細かし、ことばかりにとらわれること
なく、事業全体を見ていく視点を養う機会となった。

・契約者数が多いため、支援担当者と十分時聞が取れない。事例検討はしているが、すべての利用者という
のは時間的に困難である。

・対応困難な事例でも、サービスの振り返りゃ再評価等で適切な支援、サービス提供につながっている0

.事例検討会における自分の立場が見えてはきている。

【役立っていない】の具体的理由

・介護
・個人的見解だが、「書類作成Jに追われて、意識的な部分が欠けているように思えた0

・地域生活(知・精)
・実際自分の住んでいるところの事例が活用できればと思います0

・就労
-施設内サービ、スについてのマネジメントの枠を出ていないため、適用は不十分。
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-児童
・以前より同等の取り組みはしているので。

【未回答】の具体的理由

・介護
・業務実績なし
・まだ新事業体系へ移行していないので、具体的にかけません0

.現在サービス管理責任者として従事していません。
-現在、管理責任者の業務に就いていません。

・地域生活(身体)
.現在、施設は旧体系のままなので、実際の業務は行っていません。
・旧法施設のため、まだ、サービス管理責任者として業務に就いていない。

・地域生活(知・精)
・施設長であり、サービス管理責任者を行っていない。サーピ、ス管理責任者の指導には役立っている0

.サービス管理責任者ではないが、相談支援との関係において役立っている。

・就労
・現場に所属していない人たち、就労支援を行っていない人たち、余りに温度差がある0

・児童
-サーヒ守ス内容のチェックとマネジメントの実際は、いくつかの事例を検証することにより、事業所で行っている
サーヒマスの検証にもなった。

【どちらとも言えなし、】の具体的理由

・児童
・いろいろな人の意見が聞け、ワークショップ形式で、の検討会が良かった。

問4:今後のサービス管理責任者研修に盛り込むべき講義・演習

・介護
・ロールプレイを活用した業務の実際がみえる内容。スーパービジョンは必要なテーマ。
-新事業体系へ移行しているところの事例に沿った講義・演習を盛り込んだ、ほうがよいと思う0

. .地域(外部)との関係・自立支援協議会との関係
• ICFの視点が自立支援には必要であると感ずる。 ICF研修を取り組んでほしかった。(個人的に)
・介護保険制度のように障がい福祉でもケアプラン(個別支援計画)を専門に作成する職員を配置させるよう
な仕組みを作らないと、サービス管理責任者は名前だけで終わると思います。

・サービス提供者と関係機関の連携は、もっと身近な講義がわかりやすい。演習中心の講義(特に初回計画
作成、モニタリング)の時間を増やす。

-管理者にサピ管の役割を熟知してもらうための研修が必須
-個別支援計画の作成等は相談支援従事者研修でも実施されていることであり、基本を押さえる事は必要と
考えるが、もっとサピ管としての役割、視点を重視した研修を望む。

-アセスメント、個別支援計画について強化研修
・ニーズとデマンドの見分け方
-今年のロールフ。レーによる実習は良かった。受講生からの事例の提出があってもいい0

.手段の練習でなく、「目的」を考えるもので、あって欲しい。
・見直し修正が行われた場合(障害者自立支援法)の情報提供等
・国の研修は毎年行って指導者を増やして欲しい。(県レベルでの伝達研修がスムーズに行えるような工夫を
お願いしたい)

・本人が参加するなど、より実践的な演習がよいと思います。本人とし、ってもわかりやすい個別支援計画が望
ましいと思います。

-①福祉サービスに携わる者として、職場に不足しているものは何なのかを分析することが「質の高いサービ
スが提供できる組織」へと生まれ変われるという講義、演習②高い成果を生み出すことのできる職員の行動
特性はどのようなものなのかの講義、演習
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-地域生活(身体)
・まず、事業所の管理者研修を行ってほしい。管理者の理解なしにはサビ管としての働きができない。 ・演習
の時間をもっと取ってほしい。 ・地域生活の知的・精神分野は2つに分けてするべき。どうしても、講師に
よって片寄った内容になる。(演習が)知的と精神は基本的に支援方法が違う。

・国の研修では、参加者が受講生の立場で参加する現在の形式に加えて、ぜひ持ち帰って行う研修の参考
になるような運営についてのレクチャーを加えてもらいたい。サービス管理責任者の重要性を考えるともっと
日数をかけてじっくりしたものになっても良し、かと思います。

・グ、ループでの研修内容が多いが、受講者が、 1""'-'2名の場合の手法にも触れていただけないでしょうか。
・企画、プレゼ、ンテーション技術の演習、講義、 実際に施設内で、つかってし、くためには、会議など時聞が取

りにくい。時間をかけずにできる方法はあるのかないのか検討してもらいたい。
-初任者とフォローアップ研修の二本立ての組み立てが必要。

-地域生活(知・精)
・①リスクマネジメント②自立支援協議会の役割と連携
・相談支援専門員の研修と一体的に実施すべきだと思います0

.地域創造
・相談支援事業者と施設(通所、ホーム等)の役割分担の在り方と実践例
・長期目標、短期目標の立て方について具体的に、個別支援計画のご本人さんへの示し方や説明の仕方を
ロールフ。レイで。本人さんの思いも体験できると思います。

・演習において時間配分がとてもタイトです。内容を吟味していただき、整理ください。ロールプレイを導入。
.ロールプレイ等、実際の関係者会におけるサピ管の役割、会の進行を研修に取り入れてほしい。
-個別支援計画を作成するためのシートの実例紹介。統一モデ、ルの提示。サピ管と相談支援事業者の役割
や連携方法。複数の事業所を使う場合の個別支援計画の立て方。統一した方法の提示。

・就労
・経営診断士からみたサービス事業所(工賃倍増)
・就労継続A・Bや就労移行の事業と、就労に向けての、つなぎ一引継ぎ・・・の部分の役割分担、又は、で
きること、やるべきこと。

.就労分野は、移行支援、 A型、 B型が一緒にやることで、何か無理があるように思いますが、いかがでしょう

か。
-事例研究(検討)が支援に一番役立つと感じた。
・スタッフの講義は、障害分野別の講義が必要ではないが、障害特性をひとくくりでは実際の就労支援現場
・就労に向けての具体的な個別支援計画の作成方法について・就労継続B型についての内容(個別支援
計画)をもっと盛り込んでほしい。

-サービス管理責任者としての役割等の講義は大切である。就労分野は他の分野と根本的に違う面を持って
いる。特に工程管理、品質管理、新商品の開発技術、又、一般就労のための具体的マナー等をもう少し時
間をかけて行う必要がる。

・就労に関しては、各障害によっても支援方法が異なったりするため、各障害にあわせての事例検討となる
が、深まらないため、もう少し絞った事例検討となるよう演習の時間配分等を考えるべきで、ある。

-自分の県に戻り、就労支援経験が浅い対象者に伝える必要性があることから、専門的用語は最小限にとど
め分かりゃすい用語、図を使用した方がょいと感じた。

-外国の例などもとりあげて新しい手法を組み込む
-就労分野は、特別に、情報量、内容が多いため、全体に構成、内容、ねらいを、整理しより明確にしてほし

-児童
・内容的には十分であるが、それらをどれだけ理解し実践できるかであると思う。
・関係機関との連携、ネットワークつくりなど、ライフステージ上の出発地点、にしも児童ディ事業所の役割など
の話を聞いてみたい。

-利用者や保護者の要求とニーズの調整について
・基本的な療育の考え方、子供の見方など、療育者としての質の向上(療育の何たるかも知らず責任者には
なれないのではないか・・・と思うが・・・?)

-児童はケース提出でスーパーパイズ的な演習が良い。
・子供たち一人ひとりが「自分に肯定感をもてるjように、きにかけていく必要が、大人の側にあると思います。
そこのところをもっと強く意識したいと思います。また、児童ディサービスにおいても(他の分野においても同
じですが)親の人の話を十二分に聞けることが大事です。カウンセリングのことも勉強できないとダメかとも
思っています0

.サービス管理責任者と管理者との役割の違いなど、更に明確な役割を示す内容で、あってほしい。
-地域によって特色があり、まったく同じとは行かないと思いますので、地域での実践や進んでいる地域、そう
でない地域の成功要因や問題の解決事例。
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. 3日間の研修期間のみでは不十分と感じた。そして県に帰って、県での研修に臨む必要がある。私としては
未消化のまま県ではそのまま伝達しただけで、どれだけ正確に伝えるかに終始した。国レベルの研修を充
実させていただきたい

-事業所本位の体制になりますが、チェック体制としづかサービス管理責任者への倫理、匡|の姿勢は常にしっ
かりしたなげかけとして、定期的な研修の義務付けをなすべきι思います。利用する児童、保護者はもちろ
んですが、職員への対応についても卜分行き届けられるように講義、演習が持てたらと希望します。(研修
費として皆が研鎖しやすいように・・.) 

・事業所評価、プロセスと管理に特化した演習
-児童分野の相談支援システムと連携システムの構築

問5都道府県研修で、担った役割は何で、すか?

10 20 30 40 50 (人)

就労

7 1 6 1 20 

31 4 1 10 

7 151 14 

13 12 16 111 

7 1 7 17 

介護

地域生活(身体)
ロ企画 ロ運営

地域生活(知・精)

ロS昔師 ロその{也

童自
ん

-介護
・準備に時間がかかり、業務に支障が出ました。
・身体障害者施設の職員なので知的、精神分野の情報を受講者に提供することが非常に困難で、あった0

.生活介護分野を担当しましたが、現状では、 事業所の規模、入所、通所、 三障害の別等、大きく異なるた
め、的が絞りにくし 1面もあった。

-相談支援事業従事者研修となにが違うのか、 言い換えれば相談支援従事者との業務の違いの明確化が、
求められ苦労した。国の研修においても違いははっきりとしていただ、きたい。

・県に届けられた研修のDVDは、講師を担当する者にも欲しかった。勤務しながらまとめるのは大変だった0

.初回の研修、介護分野1名で演習を実施したわけであるが相談者がし、ないで、進めたことに不安があった0

.演習の事例をどうするかで困惑しました。県として準備や打ち合わせが不十分な状態で進んだため、結果
的に国の研修を受けた者が責'任を持つことになったが、地域に根ざしたケース事例を準備し集団で検討し
て県の研修が進められるべきで、あった。

・現実的には相談や自立支援協議会等の質問が多かった。制度的な仕事をしっかり把握しておく必要があっ

た。
. 5分野の中で、内容に格差が生じていた。「参考になったjとしづ分野と「なにをやっているのかわからなしリ

としづアンケート結果が出た。
-県レベルの研修は行っていない。
・各分野における担当者が一人であることで、私のような人脈のない者にとっては、とかく負担を感じることが
多く、単独で、せざるを得なかった部分が多かったと思う。また、その事によって国研修のレベノレを維持するこ

とがとても困難に感じた。
・受講される方の認識に個人差があり、内容を決定するのが困難で、あった。(まだ実感がわいてない様子)
.プレゼンの際、国研修はPCを使って行っていましたが、予算等もあり県では準備が出来ず、スキャナーで、
読み込んで行いましたが、見にくくてデータの共有に困りました。

・介護支援専門員は実務研修受講試験に合格したものが実務研修を受講できるのでレベルが高いが、サー
ビス管理責任者は受講姿勢に問題のある受講者も見られたので、現場で実務の役が担えるのか心配に

なった。

.地域生活(身体)
.機能訓練への移行施設は少なく、演習講師を依頼できる人が少ない。
・他の分野の演習も手伝わなければならなし 1こと。県で実施する場合たくさんの方が受講するので、国研修で
演習をしていない分野も手伝わなければならず、よく理解できないので、困った。
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-他の分野の研修方法(国の)との違いが多く統一していただきたい0

.伝達講習的なないようとなり、より実践的な内容にはなりlこくかった。
・地域生活(身体Hこついてはプログラムもしっかりしており、進行もスムーズに行えたと思いますが、他分野に
ついては内容もいろいろで困惑することが多かった。障害特性に応じた内容は必要ですが、基本的プログ
ラム、進行などは統一した方がよいかと思う。役所と同じで縦割り感が強く感じられました。

-独自の事例の選定、提出
・プpレゼ、ンテーション技術が無かったので上手に伝えられなかった。
-鳥取県内の地域生活(身体)のニ}ズが低く、受講生が少ない状況で、あったので、グループワークでの深ま

りに限界があった。
・できれば、障害分野で働いているPT，OTの人に講師を担当していただきたい。
-国の研修を県の研修用に作り直した経過が大変だ、った。 18年度は、初めにファイルが1冊渡されてそれに
基づいて実施した。時間を追って受講者に用紙を配ってし、くことは、自分が考えて作った。国のケアマネジ
メント研修を受けていたので、やり方がわかった。

.地域生活(知・精)
・講義する内容そのものが正当なのか不安で、あった0

.共通講義の講師の手配
・千葉県の場合、研修を一切委託せず県職員が全て仕切っていますが、自立支援法スタートと同時に爆発
的に研修事務が増えしかし人手は従来通りでひとつひとつの研修を短期間の準備で充実させることに大変

.ファシリテーターに対する研修の必要性、事前に打ち合わせをを実施したが、時間的な制約もあり、不十分
だと感じた。

-受講生の知識に差がありすぎた。(エンパワメントやストレング、スという言葉さえ伝わらない受講生) ・サービ
ス管理責任者の役割が明確で、はなかったこと。 ・就労分野のみ、全く、違う内容だ、ったので、とまどった。
(サービス管理責任者の役割としては、同じではないかと思う。今回の就労分野の研修内容は、サービス管
理責任者が担うことが疑問)

・相談事業者とケアホーム、グ、ループホームのサーヒ守スにおける管理内容は違うと，思われる。同様のレベルで、

行うのは難しい。
-地域生活では知的と精神が一緒になっており、大阪府では、 120人規模の研修を1人の講師と6名の演習
スッタフで実施したが、これまで別々に相談やサービス提供がされてきた経過があるので、それぞれの分野
で講師を出して、複数で進行していくことがよいのではと思った。国の研修でも、事業所の多い都道府県か
らは精神分野の参加があっても良いと思う。

-伝えることが多く、時間が足りなかった。
-地域生活(知的・精神)分野は受講生の聞きが大きく、各項目での出来、不出来があり、進行管理が難し
かった。

・ファシリテーターの選出
・知的、精神の協力してくれるファシリをそれぞ、れの事例で、別々に(得意分野で)協力してもらうことになり、 2
日め3日めの流れがうまくで、きなかったこと。(施設長クラスの方の出席が多かったので、そこそこにベテランを
集めてしまったため) ・管理者の方たちのグループ。の話がズ、レていってしまたこと。 ・予算に心配なこと。

・数ある個別支援計画シートを、参加する人が理解しやすく、使いやすくするために修正、編集を行った。
知的と精神についての専門的な知識を共有するための工夫。 ・サピ管の役割と相談支援事業所の役割の
違いがうまく整理で、きなかった。

-就労
・一人でまわすのは大変でした。
-就労分野全般に時間に追われ、あわただしい感があり、全国に散らばる講師ゆえに、打ち合わせ等にも制
限があろうが。何か内容が、一つ一つ独立気味であり研修の連携が少ないように思われる。

・その他(インストラクター) ・国研修のレベルで、は、県研修ではこなしきれないとし1うことになり、かみくだいた
り、再構成したりする部分が多かったこと。特に演習部分。

・国の研修の半分(特に、分野別研修)が、余り、役に立たなかったので、作り直すのに苦労した。他人の事
例は使えない、かといって、自分たちでどういう事例を出すのかというのは、むずかしい、先進事例ばかりが
すべてではないと思うし。

・研修当日、受付、セッティング、運営も講師も行わねばならず大変でした。複数の配置があればよかったと
• B型事業者にとって、一般就労への移行と工賃アップばかりが強調され、他の視点がほとんど入っていない
研修となり、不満足だ、ったように感じる。

・国研修の内容をそのまま使うには無理があった。(予算的にも)
.事例のねらいが定まっていなし、こと。アセスメント方法等もっと具体的に実践で、学べるよう内容の工夫が必要
と思いました。

-サピ管の研修会が一年目であったために、何をどのように研修会で、伝えればよいか不安で、あったが、箕輪
氏の協力を求めた。又、障害者自立支援法における就労について、まだ、まだ、事業所によって、温度差が大

・特にないが、演習で、アセスメント→プラン作成の段階で、内容が深まりにくかった。又。その理由として、内容
(事例)の解釈が多岐に渡ったためと思われる。
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-ファシリテーターに研修の意図を十分に伝えること。
・使わない資料だったが、内容が中々難しくて様式はそのままで内容を分かりゃすしものに修正しなければ
ならなかったこと。

・①機材、部屋等のハード、面で、予算不足のため国のモデ、ルのようにし、かなかった。 ②講師陣の役割伝達
が十分に伝えられなかった。

・国研修の講義内容及びテキストが、理解しにくい部分、高度すぎる部分が多くあり、講義内容によって、一
部大幅な見直しを行ったため、その資料、テキストの作成が大変だ、った。

・第1回目の研修であり、受講者も移行予定者がほとんどでしたから正しく新事業へ反映できるか、不安でし
た0 ・地元の事情とかを考慮した講義内容にすることが難しかった。

-その他・・・受講生

・児童
・昨年度がはじめてで、あったため、相談したり手伝ってもらえる方が県内におられず、心細かった。
-サービス管理責任者としての演習が、どうしても支援者の一人としての演習、事例検討会のようになってしま
い、修正するのに苦労した。現場の人は思い入れが強いと、改めて感じた0

・相談支援従事者研修がクリアできないのでサービス管理責任者としての要件はいまだ満たしておらず、それ
なのに今年度もスタッフとして参加を求められることに戸惑いを感ずる。

・その他・・・研修会に参加していなし、0 ・都道府県研修の日程が不透明だ、ったこと
・療育について指導計画を立てたこともないという人が、制度が変わったから資格だけを取るということに疑問
を持った。ある一定のレベルにいまだ
た。

・京都の事情があり本年は児童の研修を行っていない来年度予定をしているので、このアンケートにどのよう
に答えてよいか。?(目標の立て方が大雑把過ぎるように感じる。) ・事業維持のために受講した人(当時で
すが)、学びをして技術向上に役立てたいという人・・・それぞれかと思うのですが・・・実際は?です。現実は
たぶん検討している時聞がない、こどものケアで精一杯です。 とし、うのが現状のように感じます。

・スーパーパイズ、がで、きるほどの人がサーヒ守ス管理責任者になるべきかと、文章等資料を読むと思いますが、
私ではまだ役不足です。そこのところが、研修会をするにあたって困ったところです。他施設から事例を出し
てもらい発表しましたが、その時間は大切なことです。

-サービス管理責任者としての実績が十分でないまま講師をすることは、とても負担になり現場を持ちながらと
なると準備不足と不安が大きかった。

・各分野でのサピ管のとらえかたの違い
-経験の差により、理解度も違っているため、全員が理解しやすいのにはどのように説明すればよし、か難し
かった。

・日常の業務を行いながらなので、準備や打ち合わせが十分にで、きなかった。
・各事業所におけるスタッフ(指導員)のレベル、資格、規模などの「差」が非常に大きく、指導員としての資格
を与えるに何らかの担保が必要なのではなし1か?そうでなし立利用者は同じお金を払っても、受けるサービ
スの質に大きな差が出る(出ている)と思われる。

-関係機関の連携を受け持ったが、講義のテーマと研修で、の内容が良く理解できず、どうイ云えたらよいか困つ
.国での研修を県に戻ってやろうと，思っても、私たちはその力がありません。研修を受けた者がどこまでを担う
のかをはっきりさせてほしかったと思し 1ました。

-受講生のモチベーションの低さ・個別支援計画を立てたことのない受講者がいて、内容についていけな
い。→実務経験があってもで、きない方がし 1る。

・県担当者の理解が必要。(特に1日目は) ・国研修が参考にならなかったので、はじめから組み立てていくの

に苦労した。
-助手がなく、一人で、全て行ったたこと。国で、はファシリテーターが数人おられました!
.研修参加者が少ない・・・単県8名
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問6サービス管理責任者の資質向上のための方策についてお聞きします。

①国レベルでのフォローアップ研修(現任者研修)は必要か?

5 10 20 25 (人)15 

介護

地域生活(身体)

地域生活(知・精)

就労

児童

ロ必要

ロ不要

ロどちらとも言えな
い

②都道府県レベルでのフォローアップ研修(現任者研修)は必要か?

5 20 25 (人)10 15 

介護

地域生活(身体)

地域生活(知・精)

就労

児童

ロ必要

ロ不要

ロどちらとも言えな
い

-介護
・問4でも書きましたが、 何かの業務と兼務しながらサービス管理責任者としての役割を行うことは困難です。
ゆとりをもって取り組める体制作りが必要と思います。

・受講者向けに提供した方が良い新しい情報(自立支援法、サービス管理責任者に関すること)があれば資
本ヰを配!イ寸してほしい。

-管理者に理解させる内容
・全体的なサービス管理責任者のアド、パイザーがいれば、相談、助言をしてもらえ、質の向上につながる0

.手段の練習でなく、「目的」を考えるもので、あって欲しい。
-見直し、修正が必要な事項についての伝達、研修、等
・管理者の役割では、良く理解できていたのですが、演習で、方向が違っていた様に思われました。持ち帰っ
て県単位で実施するわけですので、演習は大切かと。内容を検討して欲しいと思います。

・新しい情報を得るためにも、定期的なフォローアッフ。研修等が必要だと思います。
・現時点では研修担当者としての業務のみで、サービス管理責任者としての業務はありませんが、実際に責
任者として稼働した場合にはフォローアッフ。研修が必要になると感じています。

-サービス管理責任者研修受講者全てに修了証書を渡すのは問題がある。レベルを判断するシステムがな
ければ資質の向上は図れないと考える。

-地域生活(身体)
・いずれの研修も絶対に必要。 ・まず、管理者研修を行ってほしい。管理者がサービス管理責任者研修を
受け、利益相反するのに一人の人がどちらも(管理者、サビ管)担当するのはおかしい。そのためには、管
理者(事業の)の研修が必要です。サビ管が事業所で仕事ができないのが現状です。
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-現状のままでは多くの施設で兼務の仕事が増し、更に現場の激務が増すと考えられます。「専任」の立場が
確保されて、「利用者主体」のサービス提供に専念できるような環境が提供される必要があると考えます。

・施設長や経営者が、サービス管理責任者の役割、個別支援の考え方の理解が浸透していないため、現場
の職員が動きにくい状況がある。研修会等で、講座の一つに入れてもらいたい。

・様々な研修とのだ、きあわせ(セット)での研修で多面的な知識を深めるプログラムがで、きたらおもしろい。
・現在のケアマネジャーのような基礎研修は、今後サービス管理責任者においても実施してほしい。現場で
は、アセスメントレベルでとまってしまっている。ケアプランを作成することができない。

-地域生活(知・精)
・①管理者の研修をすべきである。管理者の位置づけが弱い。 ②サピ管任用(県レベル)ではなく、国家資
格にあげるべきものである。 ③業務独占資格にする。

・それそeれの分野ごとに研修終了した人達のフォローアップ研修に、意見交換の場や具体的な課題を持ち寄
りデ、イスカッションなども必要かと思います。また、指導を受けた者が実際、事業所を回り、助言していくことも
あって良いのではと思います。

・相談支援専門員と援助の視点は基本的に同じであるため、統合して実施するべきであると思います。
・県としても独自のフォローアップ研修を実施していますが、サピ管配置を義務必置とすると同時にそれに見
合う報酬単価に戻すことが不可欠です。今のような状況では小さな法人は満足な個別支援計画は作れない
と思われます。

・サービス管理責任者の質として、ベースに相談支援従事者として、一定以上の研修を受けたものが望まし
.積み重ねていかなければ実効性がないと思われる。
・各都道府県より5名の枠でしたが、事業所数に応じた受講枠にしてほしいと思います。大阪府のように事業
者が多い地域では、研修も大規模になるので、複数講師で対応しないと十分な研修ができません。

・園、都道府県の研修以外にも、多くの人に障害者自立支援法やサービス管理について広めてほしい。
-サービス管理責任者として実践する中での事例を提供し、より現実的な事例研究を行い、スーパーパイズし
ていただくことが必要

・サピ管としての自己チェックをしていただ、いて、都道府県レベルでまとめる。(作業としては膨大でしょうが、
何か可能なところで、)(それを国に提出してというのは?)

-もっと分かりやすく、モデル的なやり方を学ぶことができる研修0

・就労
-地域ごとの学集会が良いと思うが、日常業務の中で共同して行うことが連携に結びつくと思われた0

.講義だけでなく企業内での支援ノウハウを身につける取り組みが重要。サピ管の名前だけでは・・・
・事業所内でサピ管の役割が理解されれば、きちんと役割が発揮できると思うので、管理者がサピ管について
理解することが必要と思う0

・サービス管理者が何をやらなければならないのか、巾が広すぎ、て消化不良になっているような気がします。
必要なことをポイントしぼってテキストの作り直しが必要かと，思います。

-新しい資格だ、から取っておこうとする傾向が強いので、本当に必要とする人とそうでない人をセレクトするた

めにも、現任研修や資格の更新等研修を行う必要がある。
・各都道府県への講師派遣(研修)により、情報の共有化(園、県レベル)
・研修がいつでも受けられるよう頻度を多くする。
-サピ管の待遇改善(最低基準)
・サービス管理責任者現任研修等で、各々の事業状況を明らかにすること。

-児童
・サービス管理責任者、個々のレベル差が激しいと感じるので、グループで演習を重ねてはどうかと思う0

.法律の改正や療育の向上のために指定年に研修を行う。
・①資格を一度取れば終生品、うことでなく、適性や資質の見直し、評価をしていく施策が必要、将来的には
試験制度の導入。 ②施設規模によってはサービス管理責任者の定員数を増やす。(契約者数に応じて考
えるべきだと思う。児童ディの場合、契約者数と定員は一致しない)

・人は慣れてくると、それで、よしになってしまう。人は常に研績を強し、られてし、かなしせプロにならない。 3'"'-'5
年に1度は必須研修があっても良いのではないか。

• 1について、格差のない人材養成を考えるのであれば、国レベルのものも必要かと思います。 2について、
わかりません。石川県は児童ディが少ないので県レベルで、OKかと思います。でも皆さん忙しいのがわかっ
ているので、どこまでやれるかはギモンですが。 ・自分自身で学んでいくしかありません。人権意識の向上
と、子、親に対する、姿勢、話の聞き方、つきあい方をもっとみがかないといけないなと思います。また世界
情勢、法律のこと、保育所や学校についての情報等、さまざまなことを知らないといけません。自分をきたえ
るしかないと思いますの

-管理職や法人に対する、サピ管とは何か?意義や役割の認識への研修
.演習の取り組みをもっと時間をかけて行ったほうが良い。
-ケアマネジャーのような資格試験にした方がいいのではないか。
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-フォローアップ研修はもちろん必要であるが、それに加えてサーピ、ス管理責任者同士のネットワークが必
要。自発的なネットワークつくりにまかせるので、なく、都道府県レベルによる仕掛けがあると良い。

-サービス管理責任者が位置づけられているから・・・といって、研修を受ければ、それでよしとは思いません。
今、その傾向がないですか。各事業所の職員体制などの問題もあるとは思いますが、やりっぱなしにしない
方法を考えるべきだと思います。(定期的に研修するとか)

-単価を締め付けるということは、職員はもちろん、利用者が締め付けられず、療育が安心して受けられるよう
市町村任せにしないでほしい。将来を担う、子供たち、若者たちにやる気、元気が出る保障をしてほしい0

.この研修を重視しているのであれば、少人数で、行うことになる現任研には財政的バックアップ。が必要。国に
県に対し、強い指導助言が必要。.まずは、国研修において明確にケアマネ研修との違いを示すことが大

.制度の動いている時期なので良くわからない。
-都道府県レベルでの現任研修は毎年必要。その後サービス管理責任者連絡協議会等が地域にできれば
なおよい。国・都道府県の受講者が研修終了後、サービス管理責任者としての業務をしていることが大切で
はないか。サービス管理責任者あるいはそれに相当する人が、研修に参加していくべきではないか。研修
参加者が翌年はまったく関係のない業務をしているようでは研修の意味がない。
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3)分野別考察

国の指導者養成研修に対して、 i )都道府県の研修に役立つているか、証)実際のサー

ピ、ス管理責任者の業務に役立つているか、出)今後のサービス管理責任者研修に盛り込む

べき講義・演習は何か、 iv)都道府県の研修で、担った役割は何か、 v)サービス管理責任

者の資質向上のための方策は何か等について調査結果を整理した。

①介護分野

a)都道府県の研修に役立っているか

全体的には、多くの受講者が「役立つている」と回答している。しかしながら、研修科

目によって少しばらつきがある。

「障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割」では、ほとんどの受講者が役に立っ

ていると回答しており、サービス管理責任者としての心構えや仕事の進め方、パラダイム・

チェンジによる利用者主体の取組みの重要性、サービス管理責任者と管理者との職務上の

違い、質の高いサービスを担保するための要であると認識している。

「サービス提供のプロセスと管理j では、ほとんどの受講者が役に立っていると回答し

ているが、 1名だけ役に立っていないという回答があった。サービス提供の基本的な考え

方、個別支援計画作成の重要性、個別支援計画の進め方等は認識されている。また、 2日目

以降の演習との関係で、講義においてサービス提供プロセスを理解して演習で深められた

と回答している受講者もいる。この講義は、演習に直結している内容であり、サービス提

供プロセスを具体化していないという回答を得ており、具体的な事例でサービス提供プロ

セスを講義することも今後の課題として残る。受講者のなかには、エンパワメント、スト

レングス・モデ、ルの説明に対して相談支援専門員との区別がつきにくいという意見があっ

たが、サービス提供の基本的な考え方には、ケアマネジメントであろうが、サービス管理

であろうが違いはなく、誤解しているところがある。この点も今後の研修で解決する必要

がある。サービス管理責任者と相談支援専門員との役割分担について混乱しているのでは

ないかと危慎するところもあり、サービス管理責任者と相談支援専門員の役割を明確にす

る必要がある。

「サービス提供者と関係機関の連携Jでは、「役に立っていなしリと回答した者が多い。

その多くは、講義が難しかったと回答し、県レベルで、は講義しにくいという回答が多い。

この講義は、サービス管理責任者の属する事業所は、地域の社会資源の一つであり、事業

所内にとどまっていないで、地域の社会資源と連携をとることが重要であることを理解す

る必要があった。今後の課題として、具体的な連携に関して地域自立支援協議会を軸にど

のように構築していくかを示すべきなのであろう。地域の連携の課題は、障害者自立支援

法の核でもあり、地域づくりにどのように参加するかを認識できるように講義内容を展開
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するよう考える必要がある。

「分野別のアセスメント及びモニタリングの実際Jの講義に関しては、ほとんどの受講

者が「役立つているJと回答している。多くの受講者が、介護の現場に近い内容としてわ

かりやすかったと評価している。アセスメントの視点、モニタリングの方法が理解されて

し、る。

「サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)Jでは、多くの受講者が「役立

っているJと回答しているが、 4名の受講者が「役立っていなしリと回答している。利用者

主体のアセスメント、つまり本人の意向や家族の希望に基づき、生活全般を分析し必要な

サービスを見出す一連のプロセスの理解はできたと思われる。しかしながら、「事例をわか

りやすいものにすればよい」、「マネジメント手法を要する事例で、あったため、混乱があるJ

との回答もあり、事例の選択をどうわかりやすくするか今後の課題として残る。

「サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)Jでは、多くの受講者が「役立

っているJと回答しているが、 4名の受講者が「役立つていなしリと回答している。ニーズ、

の見直しの重要性や利用者のニーズの変化に対応できる体制について理解している。一方

では、事例の選択において、焦点が広すぎて何を問題にするか不明確であるという意見も

ある。個別支援計画の作成、モニタリングの手法を伝えられるに事例の選択が今後の課題

として残る。

「サービス内容のチェックとマネジメントの実際」では、多くの受講者が「役立つてい

るJと回答しているが、 3名の受講者が「役立つていないj と回答している。多くの受講者

が、サービス管理責任者のサービス提供プロセスにおける視点、役割を理解している。し

かしながら、グループで、のまとめに力点が置かれ、もう少し自由に討議して深めることに

重点を置く必要があるという意見もある。活発な討論ができるようにグループ討議の方法、

手順を工夫する課題が残っている。

b)サービス管理責任者として業務に役立つているか

サービス管理責任者の役割に関する講義では、ほとんどの受講者が「役立っている」と

回答しているが、「サービス提供者と関係機関の連携j において「役立っていない」と回答

した者が 7名いる。スタッフに研修を行って、サービス提供の基本的な考え方を理解して

もらえるよう支援会議で実践している、時系列を意識したプランの作成やモニタリングの

考え方を提示していくのに役立つている等、現場の業務にサービス管理責任者の役割認識

ができている。また、関係機関との連携については、他職種や機関、インフォーマルサー

ビスに対する視野が広がった、利用者の状況に応じた機関との連携を心がけることができ

る等の意見がある一方、現実には新事業体系に移行しておらず、サービス管理責任者とし

ての業務に携わっていない受講者が多い。

アセスメントやモニタリングの手法に関する講義では、ほとんどの受講者が「役立つて

いる」と回答している。サービス管理責任者としてスタッフへのスーパーパイズ等に役立

っている、個別支援計画におけるニーズ、支援内容等のチェックの材料として役立つてい
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る、利用者中心の考え方、エンパワメント等自分の考え方に確信がもてた等、アセスメン

トやモニタリング技法の理解が進んでいる。

サービス提供フoロセスの管理に関する演習では、ほとんどの受講者が「役立つているj

と回答している。アセスメントの際のポイントをおさえられるようになった、利用者の家

族の関係にも着目したプランを展開するのに役立つた、個別支援計画表へ本人のニーズ、を

深く落とすことができるようなきっかけとなった、など演習の効果がみられる。一方では、

受講者の事業所が違い難しかった、事例の選定では不十分さが残りグループでの討議がし

にくいケースで、あった、まとまりがなかった等の意見もあった。受講者が討議しやすい事

例を選択することが課題として残る。

c)今後のサービス管理責任者研修に盛り込むべき講義・演習

受講者の意見では、新事業体系へ移行している事業所の事例に沿った講義・演習にする、

地域との関係、自立支援協議会との関係を入れる、演習特に個別支援計画、モニタリング

の時間を増やす、受講者から事例の提出があってもよい、本人が参加するなどより実践的

な演習がよい、質が高いサービスが提供できる組織への再生、高い成果を生み出す職員の

行動特性は何か等の講義・演習が取り上げられている。

このような観点から、サービス管理責任者の役割の講義を 2時間程度にして、後は分野

別に講義・演習を実施するなど研修自体の時間配分を再考することも重要であろう。

また、受講者から事例を提出してもらう点については、受講者の決定時期にかかっている

が、国レベルの研修では、時間的に相当無理があるが、方法として研修に事例を持ってき

て、その事例を討議する方法もあるので、考慮すべき事柄であろう。

d)都道府県研修で担った役割

介護分野で、都道府県研修での役割は、 33名中 20名が講師で、 7名が企画、 6名は運営

にそれぞ、れ携わっている。その中で多くの意見が出されているが、相談支援事業従事者と

の違いを明確にすることが求められている。また、演習の事例をどうするか困惑した、相

談や自立支援協議会の都道府県研修で質問があり制度理解を必要とした、各分野の担当が

一人で多くの負担を強いられ国研修のレベルを維持で、きなかった、受講者の姿勢や認識に

差があり研修が難しかった等の意見もあった。

e)サービス管理責任者の資質向上のための方策

国レベル・都道府県レベルでのフォローアップ研修の必要性について問うたところ、ほ

とんどの受講者が必要と回答している。意見としては、サービス管理責任者として、兼務

が多く業務の遂行に支障をきたすのでゆとりのある体制で取り組めるようにする必要があ

る、受講者全員に修了証書を渡すのは問題があるのでレベルを判断するシステムがなけれ

ば資質向上は図れない等があった。今後、都道府県レベルでのフォローアップ研修を研修

受講者自身が開催する環境づくりの支援をする必要性を感じる。そのためにも、都道府県

は、受講者に対するアンケート調査を実施し、研修の有効性についてデータを取る必要が

ある。アンケートを実施している府県は 21府県中 5府県であり、あまりにも少ない、こ

- 41 -



のような点を改善しながら、研修を充実させるよう努力することが肝要であると思われる。

②地域生活(身体)分野

a)都道府県の研修に役立っているか

回答の得られた、地域生活(身体)の国研修会修了者 (10名)のアンケートの結果か

ら、受講した講義・演習が、都道府県研修で、役立つているかで、サービス管理責任者(以

下、サピ管)の位置づけ、役割、アセスメント・モニタリング手法、支援会議の運営方法、

地域連携機関との連携、施設の都合によらない地域で当事者を支えていく重要性などが、

理解できた上、ワークショップ、グループワークで提案力が向上し等、役立つているとの

回答が、全員から得られた(中に、 1名、未回答、役立っていないとの回答もあるが)。

b)サービス管理責任者として業務に役立っているか

実際のサピ管としての業務に役立つているかは、 5人が役立つている、あとの 5人は、

研修は受けたが、サピ管の業務をしていないとの理由で、未回答であった。しかし、相談

支援専門員との区別をもう少し分かりやすくしてほしい、企画を時聞かけて説明してほし

い、プロセスを簡素化してほしい、支援会議の運営方法を詳しく教えてほしい、先進県の

事例を、時間をかけて説明してほしい、具体的な対応法の話し合いを入れてほしい、必ず

押さえなければいけないポイントを教えてほしい、身近な自分の地域のモデルケースを入

れてほしい等、多くの要望が寄せられている。役立っていない、どちらとも言えないとの

回答として、ケアマネジメント手法は、相談支援従事者研修で、すでに行われている、講

義だ、けで、は理想、に終わってしまい業務に役立つているか評価できない、思い入れが強すぎ

て一般的な内容でない、まだ旧法施設でサピ管の業務を行っていないので、答えられない等

が、挙げられ、今後の研修を考える場合、良いヒントになる。

c)今後のサービス管理責任者研修に盛り込むべき講義・演習

演習の時間を多くとりじっくり研修する、都道府県研修の参考となるよう、運営に関す

るレクチャーを加える、受講者が少ない (1"-'2名)場合の手法も加える、企画、プレゼ

ンテーション技術の演習、講義を、現場で時間をかけずに、実施できる方法を入れる、初

任者とフォローアップ研修の二本の組み立てが必要等の意見があった。

d)都道府県研修で担った役割

都道府県研修で、担った役割は何かについては、企画に 3人、運営に4人が関わり、全て

講師 (10人)として関わっていたが、その研修に関わっての感想、要望として、機能訓

練への移行施設が少なく、演習講師を依頼できる人が少ない、都道府県研修では受講者が

多く、国研修で演習していない分野の演習も手伝わなければならず、よく理解できないで

困った、国の他分野の研修方法との違いが多く統一してもらいたい、伝達講習的と内容と

なって、実践的な内容にはなりにくい、地域生活(身体)プログラムは、しっかりしてお

り、進行もスムーズに行えたが、他分野は内容もいろいろで困惑することも多い、障害特
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性に応じた内容も必要だが、基本的プログラム、進行などは統ーした方がよい、役所と同

じ縦割り感が強く感じられる、独自の事例を選定・提出のうえ演習した方が良い、プレゼ

ンテーション技法の演習を受けていなかったので上手に伝えられない、地域生活(身体)

の受講生が少なく、グループワークの深まりに限界がある、実際の現場で、働いている専門

職(理学療法士、作業療法士)に講師を担当してもらいたい、国研修を県研修用に作り直

した経過が大変だ、った、国のケアマネジメント研修を受けていたのでやり方がわかった等

の意見があった。

e)サービス管理責任者の資質向上のための方策

サピ管の資質向上のための方策として、国及び都道府県のフォローアップ研修(現任者

研修)について、いずれの研修も絶対に必要であるが、施設長や経営者にサピ管の役割、

個別支援の考え方の理解を深め、 「専任」として立場を確保し、 「利用者主体Jのサービ

ス提供に専念できる環境を確立するためにも、管理者研修を行う、様々な研修との抱き合

わせ(セット)で、多面的な知識を深めるプログラムを入れる、現在のケアマネジャーの

ような基礎研修を実施し、現場でアセスメントレベルを、ケアプラン作成可能なレベルま

で、より高度な研修フ。ログラムに内容を深めることを全ての回答が望んでいる。

これらのアンケート調査の結果から、結論として、今後の研修では、相談支援専門員と

の業務の仕分けを明確にすること、重複障害や困難事例の対応を組み込むこと、都道府県・

地域に密着した研修とすること、他分野にまたがる研修内容を入れること、事例演習は、

入所中のサービス中心から、入所申し込み前、入所時アセスメント、地域移行の連携機関、

相談支援専門員との連携、退所後ゴールに介護保険法も含めた、種々のサーピス利用につ

いての講義も加えた、実務研修に改善し、更に、新しく管理者研修やフォローアップ研修

を、継続して行うことも考慮すべきである。

③地域生活(知的・精神)分野

a)都道府県の研修に役立つているか

1-①障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割

サービス管理責任者の位置づけが自立支援法で示されていても、その業務内容・位置づ

け・本質的な意味について、この講義の中で確認できたと解答している。ただ、第E部は

サービス責任者としての仕事の仕方を「流儀」として具体的に説明されていたが腕に落ち

ないとの回答もあった。全体的には具体的で業務がイメージしやすく、地方研修でも伝え

ることが出来たと回答している。また、他の回答でもしばしば見られるが、地方研修では

管理者が受講していることが多く、サービス管理責任者との役割を閉じと捉えているとこ

ろも見られ、その役割の違いを国研修でもう少し明確に伝える必要があると指摘している。

1-②サービス提供のプロセスと管理

個別支援計画策定からそのサービス提供の管理とモニタリングから修正・終了時評価に
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至るプロセス管理について、概ね理解したと回答している。また、地方研修でもそのまま

資料として利用できたと回答している。ケアマネジメント手法が根底(本人のニーズ、優先)

であり、相談支援研修と重複しているのではないかとの回答も見られたが、大変重要な支

援のポイントでもあり、再確認していく意味で理解を深める・レベルアップを期待する意

味でもこの内容を深めるよう伝えなければならない。

1-③サービス提供者と関係機関の連携

4割が役立つていないと回答。その理由を、学術的・理論的な内容・基本的な内容とな

り理解が難しかったようで、地方研修ではそのまま伝えることが困難と感じている。地方

研修に役立てた 6割の回答にも、伝達研修としてそのまま引用したが、県の実情に応じて

アレンジ・具体的事例を引用するなど独自に工夫をして伝えたと答えている。理念の重要

性と並行して、現場のリアリティのある連携事例を講義に加えていく必要がある。

2 ①分野別のアセスメント及びモニタリングの実際

ほとんどの受講者が地方研修で引用した・役立ったと回答している。講義内容が現実的

であり、地域移行とそれに関連するネットワークをどのように形成していくか、分りやす

い資料として受け入れられたようだ。

3-①サービス提供プロセスの管理の実際 事例研究①アセスメント編

ほとんどが役に立ったと回答している。この演習プロセス課程の重要性を指摘しており、

とりわけ事例の取り扱いについて講師が提供・あるいは参加者が提供するなど、出来るだ

けリアリティのある事例を導入するなどして、研修内容を工夫している。演習は、サービ

ス提供責任者の業務を理解するために不可欠な過程であり、参加者が事例を事前に提供す

る参加型研修とすることで、受身ではなく能動的な参加姿勢を求めていくことが必要と示

唆してくれている。

3 ②サービス提供プロセスの管理の実際 事例研究②個別支援計画編

ほとんどが役に立ったと回答している。内容は3一①と同様である。

3-③サービス内容のチェックとマネジメントの実際 事例検討会

3-①~③に共通して相談支援従事者研修との違いに悩む回答が見られた。また、サー

ビス管理責任者ではなく提供者の視点で見てしまいがちになるとの回答も見られた。積極

的に研修が出来たとの回答の反面、地方研修では導入が難しく実施できなかったとの回答

も見られる。やはり事例の取り扱いがクローズアップされているようだ。研修の理解を深

めるためにもリアリティを持つことが必要であり、地方での事例提供を研修参加の前提と

してし、く必要がある。

b)サービス管理責任者として業務に役立っているか

1-①障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割

1 4名中 4名(3割)がサービス管理責任者の業務に就いていない。業務に就いている

1 0名の回答からは、自覚を促され実際業務でサーピス管理の調整役割がよく理解でき、

外部にも明確になったことで業務がしやすくなったと回答している。位置づけを明確にす
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る国研修の狙い・普及効果があったわけで、国研修を行った意義が確認できる。

1一②サービス提供のプロセスと管理

役立つているという回答の反面、サビ管は 30 : 1での配置が求められているが、研修

のセオリーどおりではとても業務が出来ないと回答があった。また、国研修で提供した個

別支援計画のフォーマットの違いが指摘されているが、国で、はモデ、ルとして提示している

ことを伝える必要がある。

1-③サービス提供者と関係機関の連携

理念・一般知識として理解できたと回答があり、研修内容を地方研修で伝える際に感じ

た困難さではなく、業務には役立つたとむしろ肯定的な意見が見られた。

2-①分野別のアセスメント及びモニタリングの実際

実際業務で役立てていると回答があった。評価・再設定はこれまで軽視しがちであった

ようだが、いい意味で重要性を気付かせる研修となっている。

3-①サービス提供フ。ロセスの管理の実際 事例研究①アセスメント編

グループホーム・ケアホーム場面で、のケアマネジメントでは、事業所内での支援完結型

が無意識的に行われてきた傾向がある。この研修では改めて地域社会との接点が重要であ

ることを伝えてきており、気付くきっかけとなっているようで研修の意図が達せられてい

ると感じられる。

3-②サービス提供プロセスの管理の実際 事例研究②個別支援計画編

この演習場面での狙いは、地域生活支援現場でしばしば発生する支援計画の修正への対

応を研修しているが、現場ではあまり熱心に行われてこなかったのではないか。その意味

で、再確認する機会となっているようだ。

3一③サービス内容のチェックとマネジメントの実際 事例検討会

サービス管理責任者がなりがちな内向きの業務を超えるための手段として、同職種の人

たちとの情報交換の機会が必要と回答があり、今後スキルアップを含めた地方研修の機会

が必要と積極的な意見があった。今後研修の蓄積と共に、追加研修の是非について議論す

る必要が生じてこよう。

c)今後のサービス管理責任者研修に盛り込むべき講義・演習

リスクマネジメント・自立支援協議会との連携・地域づくり等を入れてはどうかとの意

見があった。演習場面では、本人への個別支援計画の示し方・相談支援事業者との役割分

担・関係者を招集した場面でのサピ管の役割・進行の仕方等で、ロールプレイによるかか

わり場面の提示に対する期待が半数ほどの回答に含まれて寄せられている。分りやすくは、

昨今の研修機会には重要であり、パワーポイント資料でもイラストを入れたり、具体的事

例を取り入れたりと工夫しているが、ロールプレイもこんなかかわりの仕方もあるのだと

イメージをするには具体的であり、今後配慮していく必要がある。

個別支援計画で提供されるシートを統一すべきではなし、かとあったが、国レベルで、は難

しいと思われる。県レベルでは、既に統一シートを相談支援研修場面で示しているところ
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もあり、サピ管研修にも引用する動きが見られ、その段階であれば比較的設定しやすいの

ではないか。

d)都道府県研修で担った役割

地域生活(知的・精神)分野では 14名が講師・ 7名が企画・ 5名が運営とあった。演

習のサポートを担うフアシリテーターの確保と事前学習が充分に行えず、また、管理者を

集めたことで実際場面となる演習グループでの補助内容のズレを感じたと困惑した報告が

見られた。また、受講生にも知識・経験の差が大きく見られ、今後サピ管のレベルを維持

していくための対応策(ステップアップ研修の義務付け等)が求められてこよう。この分

野では知的・精神が混在して受講しているが、研修過程では基本姿勢は共通であり不具合

までは生じないものの、相互理解(障害特性・歴史背景)のための工夫がファシリテータ

ー・受講者側に求められるのではないかと指摘があった。また、他の分野(就労)と研修

内容が異なり、戸惑いを感じたとの報告もあった。他の分野を含め縦断的に研修内容が比

較検証されるには、全ての研修場面を体験しなければならず、こうした全体把握の必要に

ついて貴重な示唆があった。全体的な回答からは、受講者のレベルの格差・研修過程での

準備不足等、進行管理の困難さが伝わってきた。

e)サービス管理責任者の資質向上のための方策

フォローアップ研修の是非については国レベル・都道府県レベルとも、全員が必要と回

答している。フォローアップ研修場面で、講義・演習を受けるだけではなく、意見交換・

具体的な課題・事例を持ち寄りディスカッションする場面・サピ管の自己点検チェックリ

スト等を活用してのスーパーパイズを受ける機会が必要であると具体的な提案もあった。

また、一定の指導を受けたものが、各事業所を回り助言していく仕組みも必要ではないか

とあった。とりわけ、グループホーム・ケアホーム運営事業者にはNPO法人も多く見ら

れ、サピ管を複数の業務と兼務で行う小規模運営となっており、フォローアップ研修を進

めると同時に、巡回型のサピ管サポート支援体制による助言・スーパービジョンの試みも、

サピ管のレベルを維持するためには有効ではないかと思われる。

④就労分野

いずれのアンケート結果も、各設問に対する回答に関しては、講師陣の構成、先進例・

都市部の状況のみの紹介、就労移行に偏りすぎ、といった批判があったが、賛否相半ばで

特筆すべき事項はなかった。ただ、自由記述においてかなり鋭い指摘があり、主な指摘を

列挙した。

a)今後のサービス管理責任者研修に盛り込むべき講義・演習について

・経営診断士からみたサービス事業所(工賃倍増)

・就労分野は、移行支援、 A型、 B型が一緒にやることで、何か無理があるように思う 0・スタッフの講義は、障害分野別の講義が必要である。
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- 就労に向けた具体的な個別支援計画の作成方法について学びたい。

・就労継続B型についての内容(個別支援計画)をもっと盛り込んでほしい。

・就労分野は他の分野と根本的に違う面を持っている。特に工程管理、品質管理、新商

品の開発技術、又、一般就労のための具体的マナー等をもう少し時間をかけて行う必

要がある。

・就労に関しては、各障害によっても支援方法が異なったりするため、各障害にあわせ

ての事例検討となるが、深まらないため、もう少し絞った事例検討となるよう演習の

時間配分等を考えるべきである。

・県に戻り、就労支援経験が浅い対象者に伝える必要性があることから、専門的用語は

最小限にとどめ分かりやすい用語、図を使用すべき 0

・外国の例などもとりあげて新しい手法を組み込むべき。

・就労分野は、特別に、情報量、内容が多いため、全体に構成、内容、ねらいを整理

し、より明確にしてほしい。

b)都道府県研修で担った役割

・研修当日、受付、セッティング、運営も講師も行わねばならず大変、複数の配置が

あればよかった0

・国研修の内容をそのまま使うには無理があった。(予算的にも)

・事例のねらいが定まっていないこと。アセスメント方法等もっと具体的に実践で学

べるよう内容の工夫が必要と思いました。

・サピ管の研修会が一年目であったために、何をどのように研修会で伝えればよいか

不安であったが国の講師の協力を求めた。障害者自立支援法における就労について

事業所によって温度差がある。

。)サーピス管理責任者の資質向上のための方策

・地域ごとの学習会が良いと思う。日常業務の中で共同して行うことが連携に結びつ

くと思われた0

・講義だけでなく企業内での支援ノウハウを身につける取り組みが重要。サピ管の名

前だけではどうしようもない。

・事業所内でサピ管の役割が理解されれば、きちんと役割が発揮できると思うので、

管理者がサピ管について理解することが必要。

・サービス管理者が何をやらなければならないのか、幅が広すぎて消化不良になって

いるような気がする。必要なことにポイントをしぼってテキストの作り直しが必要

かと思います。

・新しい資格だから取っておこうとする傾向が強いので、本当に必要とする人とそう

でない人をセレクトするためにも、現任研修や資格の更新等研修を行う必要がある 0

・各都道府県への講師派遣(研修)により、情報の共有化(園、県レベル)

・研修がいつでも受けられるよう頻度を多くする。
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- サピ管の待遇改善(最低基準)・サービス管理責任者現任研修等で、各々の事業状況を明らかにすること。

⑤児童分野

a)国研修が都道府県研修に役立ったか

・「障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割」に関しては、児童デイの世界では国

レベルや全国的なレベルでの動向や内容が極めて貧弱な事態がある。その意味でも総論

的な話しゃ特にサービス管理責任者の役割や位置づけについての理解や認識には役だっ

たものと思われる。また国研修修了者が必ずしも都道府県での研修主催メンバーにはな

っていない傾向が児童部門では他部門より多く見られる。このことは問 2全体の質問に

ついての回答の信頼性に若干影響をもたらすであろう。

・「サービス提供のプロセスと管理Jに関しては、 60%弱の回答が都道府県研修で役立

ったという肯定的な評価で、あった。

・「サービス提供者と関係機関の連携Jに関しては、都道府県研修のスタッフをした国研

修修了者の 77%が役立つていないと答えている。理由としては大人向けの話しで児童

デイ関係に関連性が感じられないとか話しが分かり難いというものであった。都道府県

研修では全く別の話をしたという県もあった。

・「分野別アセスメントやモニタリングの実際」に関しては、未回答を除外すると 87%

が役だったと回答。

. rサービス提供プロセスの管理の実際 事例研究①/アセスメント編」に関しては、有

効回答数の 80%が役に立ったと評価。児童デイでは事業内容や規模などが幅広く事例

の取り上げ方が難しいなどの指摘もされているのは今後の配慮、に繋がるであろう。

・「サービス提供プロセスの管理の実際 事例研究②/個別支援計画編Jに関しては、役

に立ったと評価する意見がある一方で，役立たなかったと言った意見が若干目立つがそ

の内容はそれほど否定的なものではないようだ。

・「サービス内容のチェックとマネジメントの実際(事例検討会)Jに関しては、他県の

様子がわかって参考になったという意見が国研修では一貫して出ているが，これは国研

修の一つの大きな意義であろう。

b)サービス管理責任者としての業務に役立っているか

・「障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割Jに関しては、児童デイ分野での回答

で実際その分野でのサービス管理責任者業務をしていないという回答が目立っている。

・「サービス提供のプロセスと管理」に関しては、今までの業務や活動の見直し，振り返

りに有効で、あったという意見があった。このこともこうした研修の大きな意義であろう 0

・「サービス提供者と関係機関の連携Jに関しては、有効回答の 36%が役立つていない

と答えているが，これは児童の場合以前からこうした連携は不可避的な活動であり基本
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的なものであることから，あらためて役だ、ったという事にはならないのであろう。

・「分野別のアセスメント及びモニタリングの実際」に関しては、未回答が 27%と大きい

がサービス管理責任者の業務になっていない，出来ていないという両方の理由からであ

るか。

・「サービス提供プロセスの管理の実際 事例研究①/アセスメント編」に関しては、こ

の間も今更聞かれるまでもない当たり前のことといった意見が目立った。

・「サービス提供プロセスの管理の実際 事例研究②/個別支援計画編」に関しては、発

見や気づきが得られたという見解が多かった。

・「サービス内容のチェックとマネジメントの実際(事例検討会)Jに関しては、より大

きな視点、に立つ機会， 日常業務の振り返りになったという意見が多かった。

c)今後のサービス管理責任者研修に盛り込むべきこと

サービス管理責任者と施設管理者との違いがわかりにくい。 3日間では期間が短すぎて

県研修実施に自信が持てないなどの意見が出ている。

d)都道府県では何を担いましたか

他の分野と同様に講師陣としての役割が圧倒的 L児童では 55%)に多い。サービス管理

責任者としての経験が少ない中での講師就任は荷が重いのではなどの意見があった。総じ

て県レベルでは講師人材の確保の困難さが感想として多く聞かれた。

e)サービス管理責任者の資質向上のための方策について

・国レベルでのフォローアップ研修は必要かに関しては、 79%が必要と回答している。

初めての事での混乱や戸惑いや自信のなさからくるものか

・都道府県レベルでのフォローアップ研修は必要かに関しては、国レベルと同様に必要

とする回答が高い。
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(2)平成 18年度・平成 19年度サービス管理責任者研修(都道府県実施)に関する

アンケート調査

1 )調査概要

① 目的

各都道府県が平成 18年度・平成 19年度に実施したサービス管理責任者研修

の実施状況を調査し、分析することにより全国において質の高い、また格差のな

いサービス管理責任者の養成に寄与する。

② 調査対象者

47都道府県

③ 調査方法

調査票を 47都道府県に郵送及び電子メーノレにより配布し、主に電子メールに

より回収した。

④調査期間 平成 19年 11月8日.......12月 10日

⑤有効回答数 平成 18年度実施分 21 

⑥ 回答率

平成 19年度実施分 20 

平成 18年度実施分 44.7% 

平成 19年度実施分 42.6% 
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2)調査結果概要

①平成18年度実施分

委託先:県社会福祉士会(茨城県)・県福祉事業団(岐阜県)

(社福)あしたか太陽の丘(静岡県)・(社福)西陣会(京都府)・

(社福)兵庫県社会福祉事業団総合リハビリテーションセンター

間3.

l平均予算額 ￥1，591，707 I 

問4.受講者1人あたりの受講者負担経費について
[受講料負担]

| な し 181 (参考)兵庫県:5，000円・愛媛県:15，000円・福岡県:10，000円
|あり 31

[資料代]

主一一一一 J~J (参考)茨城県:1，000円・岐阜県:1，000円・滋賀県:3，000円・
あ り 8| 京都府:1，000円/日・鳥取県:500円・徳島県:1，000円

熊本県:4，800円・大分県:3，500円
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問5.年間実施回数・定員・応募人数・受講人数・相談支援従事者研修受講の有無について

県名 実施回数 定員 応募人数 受講人数 1111業1<担研修修了打

青森県 100 326 175 175 

山形県 200 197 191 161 

茨城県 l 200 128 128 確認できず

椅玉県 l 250 390 254 195 

千葉県 l 700 620 542 361 

山梨県 l 116 115 確認できず

岐阜県 l 350 252 245 195 

静岡県 1 250 523 236 確認できず

滋賀県 1 260 264 255 186 

爪都府 150 359 154 確認できず

大阪府 設定なし 389 370 確認できず

兵庫県 467 467 265 確認できず

奈良県 l 100 107 105 105 

和歌山県 1 240 169 169 liM認、できず

鳥取県 120 111 111 111 

徳島県 200 200 107 107 

愛媛県 l 100 189 183 131 

両知県 l 100 105 63 25 

福岡県 310 376 306 207 

熊本県 240 282 177 確認できず

大分県 1 250 281 280 lisl認、できず

地域生活(知的・精神)2回

問6.受講者の構成について
1.所属先

受講者の所属先(人)

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

共通講義

介護

地域生活(身体)

地域生活(知・精)

就労

児童

り
LFD

 



2.実務経験年数

~5 年 ~10 年 I ~ 1 5 年 ~20 年 I ~2 5年 25年~

416人 938入I--569人了 … 212:;([リ山 209人| …158人
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受講者の実務経験年数

-5年;416人，
17% 

-20年;212人，
8% 

23% 
-10年;938人，

38% 

3.受講要件

注)凡例についての解説

I冗砂j⑤u ・※"i"i""fL例② (j量極支長業務の従事1帥rJ示通算10年以上)ーに該当する者のう弘、?土会福詰ii"主事任用資

絡を布する者、訪問介談員2級以上に該当する研修修了者、児童指導員任用資絡者または保育士で、ある者の WI:
j問が通算5年以上

[※2]凡例①(相談支援業務の従事期間が通算5年以上)及び②(直妓支援業務の従事期間が通算10年以上)

・の業務に従事する者で、国家資絡等による業務に5年以上従事している場合、通算3年以上

[凡例⑤※31平成19年9月30日以前より指定事業者て‘あったグループホーム、ケアホーム、児童デイサービスの

事業所で、凡例①~④のいずれにも該当しない場合は、凡例①及び②の業務の従事期間が、通算3年以上

共通講義
(n=2，196人)

⑤受講要件を取得す
る見込み;231人。

10.52% 

④※2(理学療法
士);1人;0.05% 

④※2(その他の国
家資格等);221人。

10.06% 

① 相談支緩業務の
従事期間が通算5年
以上;668人;30.42% 

③※1; 308人l

14.03首

②直接支援業務の
従事期間が通算10

年以上;281人。
12.80弛

ロ①相談支援業務の従事期間が通算5年以上

ロ③※1

・④※2(介護福祉士)

・④※2(作業療法土)

・⑤ ※3

ロ② 直後支援業務の従事期間が通算10年以上

口④※2(社会福祉士)

ロ④※2(理学療法士)

ロ④ ※2(その他の国家資格等)

ロ⑥ 受講要件を取得する見込み
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介護
(n二697人) ④ ※2(その他の国

家資格等);64人I

9.18% 

① 相談支媛業務の
従事期聞が通算5年
以上;205人;29.41目④ ※2(理学療法

土);1人;0.14也

④ ※2(介護福祉
士);147人;21.09% 

④ ※2(社会福祉
士);37人;5.31百

③ ※1; 120人;

17.22私

自① 相談支援業務の従事期間が通算5年以上

口③ ※1

・④ ※2(介護福祉士)

・④ ※2(作業療法士)

・⑤※3

② 直後支接業務の
従事期聞が通算10

年以上;97人;13.92% 

② 直接支援業務の従事期間が通算10年以上

ロ④ ※2(社会福祉士)

ロ④ ※2(理学療法士)

ロ④ ※2(その他の国家資格等)

ロ⑥ 受講要件を取得する見込み

地域生活(身体)⑥受講要件を取f専す
(n二119人) 叩ちZJ人

⑤ ※3; 3人

① 棺談支援業務の

従事期間が通算5年
以上;16人;13.45首

④ ※2(その他の国
家資格等);6人l

5.04首

④ ※2(作業療法

士);2人;1.68百

② 直接支援業務の
従事期間が通算10

年以上山20人;16.81% 

※1; 26人;21.85目

ロ① 相談支援業務の従事期間が通算5年以上

ロ③ ※1

・④ ※2(介護福祉士)

・④ ※2(作業療法士)

・⑤ ※3

圃② 直接支操業務の従事期間が通算10年以上

口④ ※2(社会福祉士)

ロ④ ※2(理学療法土)

ロ④ ※2(その他の国家資格等)

ロ⑥ 受講要件を取得する見込み
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地域生活(知的・精神)
(n二958人)

⑥ 受講要件を取得す
る見込み;121人， ① 相談支緩業務の

従事期聞が通算5年
以上;269人;28.0896 

④ ※2(理学療法
土)， 1人白 0.10百

② 直後支媛業務の
従事期間が通算10
年以上;99人。 10.33也

ロ① 相談支援業務の従事期聞が通算5年以上

ロ③※1

・④※2(介護福祉士)

・④※2(作業療法士)

・⑤※3

③ ※1; 162人，

16.91略

② 直後支媛業務の従事期間が通算10年以上

ロ④※2(社会福祉士)

ロ④※2(理学療法士)

ロ④※2(その他の国家資格等)

ロ⑥ 受講要件を取得する見込み

就労
(n=671人)

④※2(その他の国

家資格等);67人I

9.99弘

⑥ 受講要件を取得す
る見込み;45人;6.71目

④※2(社会福祉

士);42人;6.26也

① 相談支援業務の
従事期聞が通算5年

以上;193人。 28.76覧
④※2(理学
士);1人 0.15%

④※2(介護福祉
士);109人;16.24唱

③※1; 11 
17.14百

② 直接支援業務の
従事期間が通算10
年以上;99人;14.75% 

ロ① 相談支媛業務の従事期間が通算5年以上

ロ③ ※1

・④※2(介護福祉土)

圃④※2(作業療法士)

・⑤※3

国② 直後支媛業務の従事期間が通算10年以上

ロ④ ※2(社会福祉士)

口④ ※2(理学療法士)

ロ④ ※2(その他の国家資格等)

口⑥ 受講要件を取得する見込み

民

u
r
D
 



児童
(n=305人)

⑤ 受講要件を取得す
る見込み;29人;9.51% 

⑤ ※3; 2人，

④ ※2(その他の園
家資格等);35人，

11.48% 

④ ※2(作業療法
士);2人;0.66百

④ ※2(理学療法
土);1人;0.33也

ロ① 相談支媛業務の従事期間が通算5年以上

ロ③ ※1

・④ ※2(介護福祉士)

・④ ※2(作業療法土)

・⑤ ※3

間7.国研修DVDの利用状況について

科目
障害者自立支援法とサービス管理責任者の役

割

サービス提供のプロセスと管理

サービス提供者と関係機関の連腕

① 相談支援業務の
従事期間が通算5年

以上;85人;27.87出

③※1; 76人;24.92% 

図② 直接支媛業務の従事期間が通算10年以上

口④ ※2(社会福祉士)

ロ④ ※2(理学療法土)

ロ④ ※2(その他の国家資格等)

ロ⑥ 受講要件を取得する見込み

講師

19 

(自治体数)

i DVD再生

3 
い{舵周J)

20 

19 2 

介護 I 19 i 
地域生活(身体)I 17 4 
地域生活(知的精神)1 17 i 

就労 I 17 i 
児童 I 19 ! 4 

介護 I 21 ! 

分野別のアセスメント
及びモニタリンクーの実際

「サービス提供プロセスの管理 問1域生活(身体)

の実際 地 減生活知的精神)

事例研究①J(アセスメント編) 1-一五芳

児童

目 介護
「サービス提供プロセスの管理 |氾滋正面長雨

の実際 |……. _γγ ご亡、

事例研究②J(個別支援計画 一一一…;B11'f")'fー)
編) --- "_" I町一…税労……

川口
一幻
一却
一加
一幻
百

五

2 

20 l 

児童 I 20 
介談 I 21 

，地域生活(身体川 19 
サービス内容のチェックとマネ |町一一一 :::".-:-1 

1 lt!!1!!i~ ・守剛 I 21 
ジメントの実際 | 一 一 ~~!~.~~-I

就労 1 21 
児童 1 20 

nh
u
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問8 講師の選定方法について
(人)、J 、F

国研修講師 国研修受講者 その他
共通講義
介 議

地域生活(身体)

地域生活(知的精神)

就 労
ノl円し 童

青森県

山形県

茨城県

1奇玉県

千葉県

山梨県

岐阜県

静岡県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

徳島県

愛媛県

高知県

福岡県

熊本県

大分県

14 
2 
4 
l 

3 
2 

5 

31 25 
21 11 

14 4 
20 16 
22 18 
19 13 

都道府県別講師人数

10 15 

8 

7 

10 

10 

11 

_81 

20 25 

22 

27 

(人)

30 

ロ国石汗修i;昔師 国研修受講者 ロその他 | 

「その他の講師Jの選定理由

共通講義
・「関係機関との連携Jについて、連携を積極的に進めている事業所の専門家
.福祉専門職のため
・相談支援業務、及び直接支援業務、就労支援業務に携わった経験のある者で、あって、 |岐阜県内

における障害福祉の推進の中核となる者。
・その他は県職員。障害者自立支援法の概要等の説明は行政が担当するため0

.国研修講師の指名者、及びその指名者
・滋賀県社会就労事業振興センター職員専門知識を有するため
・国研修を受講しただけでは担当できない。したがって相談支援従事者研修の国講師ならびに京
都府講師等に協力いただいた。

-当該分野に関する専門的な知識を有するため
.講義内容から考えて
.行政説明は担当者から行ったため
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-厚労省大塚専門官と大学准教授で対応
.介護分野の国研修ファシリテーター

介護分野
・福祉専門職のため
・一人の講師で演習が実施できるはずがない。
.講義内容から考えて

地域生活(身体)分野
-福祉専門職のため
.そのため相談支援従事者研修の国講師ならびに指導者研修修了者に協力いただいている。
.講義内容から考えて

地域生活(知的・精神)分野
・国研修受講者が研修を進める上で必要な者に依頼
.福祉専門職のため
・そのため相談支援従事者研修の国講師ならびに指導者研修修了者に協力いただいている。
.講義内容から考えて

就労分野
-福祉専門職のため
.国研修修了者の指名者
・滋賀労働局職員専門知識を有するため
・そのため相談支援従事者研修の国講師ならびに指導者研修修了者に協力いただいている。
.講義内容から考えて

児童分野
-国研修受講者が研修を進める上で必要な者に依頼
.福祉専門職のため

・そのため相談支援従事者研修の国講師ならびに指導者研修修了者に協力いただいている0

.講義内容から考えて

nδ F
D
 



間9.分野別演習の実施方法について
1.分野別演習グループ数

分 野 | 青森県 ! 

介護 I 3 

地域生活(身体)1 2 
地揖生活{知的・精神>1 14 

就労 I 4 
児…童 1 3 … ?  

分 野 | 静岡県 ! 
介護 I 7 

地域生活(身体)I 5 
l地蟻生活(知的・精神'>1 9 

|就労 I 7 

児童 I 3 

分 野 | 鳥取県 j 

介護 I 7 i 
地域生活(身体刈 1 

地域生活(知的・緒神川 4 

就労 I 5 

児童 I 1 

県

一

県

一

県

一

形一

8
一

O
一日…

8
…
3
=
賀
一
ロ
丁
一
9
一9
…
3
=
島一
5
一

9
5
6…
3

山

=

滋

=

徳

一

茨城県 j 崎玉県 i 干葉県

lj イ………?!子……l
]二三;泊三三;二

京都府 i 大阪府 ! 兵庫県 j 

6 10 

1 0 2  

7 

:二二下;二二下1
愛媛県 [ 高知県 | 梅岡県 1 

i…一而

?二二千二j二二…二j

〔演習のグループ分けの際に考慮したこと〕

・グループ員全てが参加できるように配慮した。

・男女、実務経験、所属、地域が偏らないよう考慮。

.経験年数の平均化。知的、精神のバランス。

・今後の相談体制ネットワークを推進で、きるよう、圏域・地域でグループを構成0

.知的・精神で別会場とした上で、圏域毎に分けた。

• 1グループ6"-'7人とし、十分な意見交換が出来る様配慮。

・可能な限り、各グ、/レープにリーダー的な者が1人は入るようにした0

.旧施設の身体・知的・精神の施設が混在するグループ編成にした。

2.ファシリテーターの人数

山梨県

8 

2 

8 

6 

2 

蚕夏県
6 

6 

7 

3 

熊本県

5 

10 

4 

l 岐阜県

18 

8 

_'---
ヨ里山県

8 

大分県

10 

分野

介護

地域生活(身体)

地雄生活(知的・精神)

就労

児童

分野

介護

地域生活(身体)

地培生活(知的・精神)

就労

児童

分野

介護

地域生活(身体)

地続生活(知的・精神}

就労

児童

青森県

高商事--r

7 

5 

8 

5 

3 

里聖皇ー」
7 

2 

4 

山形県

2 

2 

滋賀県

2 

2 

徳島県

2 

茨城県 ; 埼玉県

6 4  

京都府 i 大阪府

_3 __  : 

2 

愛媛県

γ一「
…“一.

5 4 

5 4 

干葉県

寸ー「

一一 1ー」
「理E

富唾E

4 

2 

高知県

2 

nu 
R
U
 

山梨県

5 

9 

6 

2 

3 

熊本県

2 

岐阜県

5 

5 

5 

4 

4 

和歌山県

大分県

Fhu
…
η
L
P
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〔ファシリテーターの選定理由〕

.国の研修受講者

・委託先である茨城県社会福祉士会から推薦0

・国研修受講者(各班に国リハ職員が受講)

.福祉経験年数と信頼

.各分野の専門知識のある方を選定

.国研修を受講した者。

-国研修修了者及びその指名者

-国研修を修了等しており、専門知識を有するため

・予算・講師資格・日程の兼ね合いで、依頼できる方が、これらの方しかいなかった0

.国研修受講者の他、当該分野での実務経験を有する者であるため

・県内の著名事業所・講師バランスの取れた講師選定

-国研修受講者の指名

-講師のみ

・知識・経験ともに十分と認められ、適切な助言が出来ると思われるため

-国研修受講者及び国研修受講者からの推薦、相談支援従事者研修講師

.障害者ケアマネジメントを熟知している者

-他分野の講師をファシリテーターに選定

.実務経験

・リーダーの推薦等

.講師より推薦

地域生活(身体 L 2 L 
地域生活(知的・精神II 2 

就労 I 3 
児童 I 12 

四
一
回
一

9

〔事前課題『有Jの具体的内容〕
-実際の具体的事例を基に課題を作成した。(青森:5分野)

.自身の事業所におけるケースの具体的支援事例(埼玉:児童)

.国研修課題に同じ(岐阜:児童)

-支援しているケース概要をまとめたものを1例提出(滋賀:W，童)
.各自 1例の事例提出(京都:児童)

・自験事例の要約・自己評価・アセスメント・個別支援計画の様式(大阪:児童)

.事例(アセスメントシート・個別支援計画書)の提出(兵庫:就労)

・事例の要約、アセスメント、個別支援計画書、支援の結果と評価(奈良:児童)

.事例の提出(和歌山:児童)

・実際に使用したアセスメント表、支援計画の提出(愛媛県:5分野)

・アセスメント表、ケア計画(個別支援計画)、現在、業務において実際に使用しているもの(介護、
知的・精神、就労)

・研修受講者自身が所属事業所において支援した事例(福岡:介護、身体、児童)

.国の指導者研修での課題と同様、支援事例の課題の提出(熊本:児童)

-指導者研修に準じる(事例一事例の要約・アセスメント・個別支援計画書・支援についての結果と
評価)(大分:児童)
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問12.企画・運営側の評価
1.実施方法

良かった点

害瞳警輩語欝論轟誌葎喜望謡号望史号匙室青誇ZF匙Z喜E子重議量室ぞや開すい監輔翠であ宣ったLこ 止 。 一 一 - てJ 二二十二

韓雲監静:翠轄罷袈議罫畿票雫寝耳一
訴き信七蘭、催の1)~ヲλmザをもう固体が美弛子右王Eモ;多様ti.講山師Iと講義し，\主主!ït芝山ごと 日…………… …一一一一

事1早コ期奮ーHスに7研1旦b曹ハムをウ旦実を適施持正でつ主き社茎た会こ福1室J祉K事長渠LJ.:一j面T こリ委ヨE託~.~じ生王:t~堂宝め島、E国i研翠摩童膳旦了主桂主、三ス主ム主ー盈ズ?にZ現Z，実的モ質ゐ高下司肩量歪

画を行うことができた。講義は、全てDVD使用によらず、専門性の高い講師を招いて行うことができ

Z募可たE"能E集なをニ連眠1宣り1、と月演も中習に旬県日にをが行ず全いてら、せ実受施て講fし決T雇た定吾たも面め1玄2決7月裡め中量細旬町やに商かは習主主を主事壷芯業企講所す空乙主るi主こ知同止しがたでたきめた、内事業所もシフト調整がで

主面予i雇想E繭を墜超示Iえ.;.~IるE遣方L々2 全が月参旦土加か孟っし所たてι出もぞら-っELEこEと。Lくない時期に実施できた. 一一一一三

国他会県の己都研修車主で1..-は:Dξ来V;:DCJiWをた使だ用mし?たと山ζとーところもある日そ…う…で…す…が……、ー…高知県では、 DVDを使用せずに質の高い研

鍍5分;Ij~野rのj主研主修ょ日うを~.E;.別思のふ日に議設開定F2L2主7山々食坦坦賞l主主~._1'_?.:玄山くれた里山町一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

悪かった点

聖開フ講催ァ者シ日をがリ粧連テ続ーり込タ5 ーん日だ聞の人こと数な~かがって不ら足‘し受ま講っでた舎たなめか参った加者者が講多量師出とてもにしま日程っ調た整が難しかったι一一一一一

分準畳講野備別期希研望聞修者が短のを把か日程握ったし(平たきれめ日ず、1周、0知直日前間が連完で続分会一場開図催一れを}た変か更軽し間た内。 一 一 一
-“‘・_.....・..........-“・“・“““...“・・・・6・..・..“..._.・.値目・

晋受1講麿希日一種望一者主賓の玄事業前暫把握定重が5十2分-立支できL山京なか会山たっ且た…た…め……、分野によって受講者数にばらつきがあった。

硬お鰻断のり室をlせ，;:_--:>ざkる、二を(L得士な会い主受主事講前者打がj大b金量台に:笠発怒生ítしえ、主各主施~.立設たに:ζはι御t迷…惑一を一お掛けする結果となった。 また複数

職員受講希望施設は、前向きに準備をしようとされている施設だけに、お断りした際のお叱りも多く頂戴

葺準L編備t車I期主。.:.聞F~がE蒔短商か喜っ壬た石た荘め1、目専玉門ご性Eの高い講師選定の調整に苦労した固趣旨説明よりも受けず5歪一喜一市一τ一豆一
みを法人からの推薦としたが、本研修の受講生像の周知ができておらず、法人副理事長クラスや施設長か
らの申し込みがあった。
開催が 1月になってしまい、国研修受講者にもっと早く開催するよう指摘を受けた。 (国研修の結果を踏

ま就労之分荘一県野立の〉研受修講者ま:.1が主多主fくE立、、フーやァむシをリ:慢テなタどー;を二配主山置主煮す立べ..き-Cltでyゑあ1っ…た一一。一一一一一一一

会定望員台のf関萱係り担でた去?く議さ開ん"とのJ応R調募整が讐ありっ警た務分主野主で員は応二時募開者町の二議半:2数'.rp.しMか~1i受3講ーかで生きどなマf会;Jっê一た一。一ー一一一一一一一…一一…

多時1年間く的の自従なの研事問者題彦がのも参たあ加めり、、し準講て備い師た杢の星数だいがた畳足込つり主な瓦Jか主主息っにた呈Rよ義iうEにE思内容う。が十分に伝わっていたか心配であるa i 

研修担当者も受講者側も本研修の制度そのものの理解が不十分な状況での研修だったため、受講者の選定
等にも大変苦労した。
打合せ会議は、国の指導者研修受講者のみの会議をl回、各分野毎の打合せ会議を1回したが、それだけで

各は不分足野だのっ打た合思せ会議を同じ日に実施したが、分野毎に実施するか、複数の担当者で手分けする等の配慮が

必分要野別だ、研っ修たを5分野とも同じ日に実施したため、複数のサービス管理責任者を兼ねる人は、 1分野しか受講

できなかった。また、準備についても、 5分野分同時に準備となったため、プロジェクターやOHP等の教
材、資料等の準備も大変であった。
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2.講義内容
良かった点
障害者自立支援法の概要は県職員が講師を務めることで，県内の状況等を説明することができた。 DVD
を見るだけ等の対応はしなかった。
厚生労働省大塚専門官の講義(御自身の支援経験も踏まえ、自立支援法のポイントを御説明いただき、理
解しやすい)

予共言通管講に義必は要、締厚生法労士働蓋省!艮大忠塚ι専ョ門主官Lに輩講sA師Zを経お験願生い家し主た二段ので企、ぽ国の士求夫jめ鵠る研1修主の息意旦ー図ごさが理受貴重講り者鐸に進ス且一一ト一レー一
トに伝えられた。

菌Iヲ加ロセ堅企ス護説盟明主で勤使2用5す主友る集フ長ォ費ー義ム説主明」主をh詳fし2~くL取Llり芝生入?れ~た主主ため三議、義後生の理演1習土色で混ZL主乱が一一一す一く一一な一っ一一た一一点。一一一一一一一

講本府師独首誕自の百カ五b賀リキ科ュ京ラ充ム実をじ採でり忌入ζ万れ:らてすれーニたモこ平ヨと官謹責在者月一の一役一割一や一責一務一_._が…十…分受ー語長TEFAbヨtc"EJ恵る子i;
る。

表サ通ー議ビ義ス主管主理主主責性任三者宮Lの:1_~.責2務2を3理乙解雪之い生た寒だ施けjたr弘。一会喪主~重之左翼並芳三課題金運負署長玄室iたζーと弘一一回目白白 …ー

国研修のDVDを使うと、国研修講師の講義が本県においても聞くことが出来る点

厚国生研修労働講笠師Cに玄よ室る裏講目義宣で5説2..~得奪義力がが会あ主っ~たf。史す~<_主主企'-0立』一一山一ー一一一一一一一一一一一…一一一一一一一一一一一四一一一
大塚専門官は現場を体験している方なので、現場への理解があり説明も分かりやすく、参加者の評価は非
常によかった。

悪かった点

車賀県描疑内応期の害聞自立がの支短時援か闘協をっ議たと会たる¢めこ状、と祝講が等師で春きも講確な義保かのでった中者。でず伝、講え轟るはと令とがてでDきVれDばをよ聖か用っしたてnしまった倫

分野別講義について、受講者全員が全分野の講義を受講するという形にしたため、講義内容に重複する部
分があったこと。
相談支援従事者の講義部分や全体講義と分野別講義でも同様のことが取り扱われるため、受講者からもっ

主パ強ワ註ー七ポイ三主ン主ト企等益の広視D覚Jメ宣車デ襲ィjア::::::M包を利一用で一一きな一か一っ一た一こ一一と一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一…一一一

朝また:iljl、Eよ5主分主野息とも_jにfニ実t践:':;A.的貴な士貫権生利培擁農護当の主講良義章がlζな誌かをっ一地たた主めIt'、E演二t習m において、 関連する話題は出たが議論

に深まりが生まれなかった。

共通講義の 「サ-が1::';、主義1蝕時主間主弱主関で係終機了関しJてE連し携ま上い位、募自室集2要~項?}lとy旦異IなUるJ時h間立主にJ終L一了一一一し…て一一し一ま一一っ一た一一。一…一一一一DVDを使用した

相共野通別談支講の援義講研の義華と『サのと重重ー績なビスがっ提てあ供いっ者たる部.と分関国濡は研機省修略闘の講のし連て義携ほもほ理し解いは国JしKののに意指く導か見が者っ串たあF修っ色t受町a講報者告5も人あでっ分た姐。していただいたが、 分

3.演習内容
良かった点
6人から 8人程度のグループ編成にして，参加者に丁寧に対応できるようにした。

身国jの空会指理導主f者7):撞養甲賀成i研主度修壬にど準上じ主てヨ実食施生し:全た土がど、f門受窓講回者目白山に町一サ一}一ピ一ス一一管理一一責一任一一者一一の一役一一割、一責…任…等…ほ逗扉℃モ'It'干51だ
けたと思う。

ヨサ金ピ管L 輩業表務三に一警必記要5な害虫知食識凹割や技室術{!_迎を竺習ヨ得室す長る法と弘とも一費に接、的グ生ル?三ー三者プ!:!:毎宝生に~!;サ~lビ2、囲管気の芝資草質草責に主つ:寒い旗て固まも一検主討主忠が一行一わ一れ一一

E周個L班里丘優-壁主一国垂一直規一模主一一位立盛一案一旗I一一昼ん…過主一主程一一量t2.一E耳L一J確堕一一期認一で一日分き一一た一こ一と一一は一一よ一一か一一っ一一た一一一。一一…一一一一一一一一一一一一一一二二二二二二二:二二

国研修の時間配分とは異なり計画作成への時聞を多く取ったことで、受講者もスムーズに演習に関われて
いた点。

普段は事業鹿間の交流がないため、 活発な議論ゴ一賞間理で套の援話現し金合田喜い長に11ζよ三り主、一一フ一ァシ一一リ一テ一ー一タ一ー一聞一一に一様一々一な一一気一
異なる障害分野に従事する演習ファシリァータ
づきや学びの機会があり、研修の質の向上につながった。

ZDEV章費D三をさ芝使;わ/:;A.ずC、虫どまの主主分野Z_Zに主お二い旦芝て:も-，グ7四、ノ三レfーQjlプ己置により、 偏りのな主M体It'麗と賀な直っZてE進と金め二る主主よ旦う一一配一慮一でき一た一。一
に別れ、受講生が

内容が幅広いため、多岐にわたるサービス管理責任者としての視点や知識について研修できた。
就労については、労働局の職員がファシリアーターとして参加していただいたのでアドバイスがいただけ
てよかった。
アセスメント、支援計画作成に対する管理者のスーパーパイザーとしての視点が理解できたのではないか

専と思門分う。野以外の障害についても、理解が深まる研修であった。
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墨企ヱ主皇
自立支援協議会1 相談玄擾専門員とり関係等1 より具体両な事例を交えて実施できれば亘かった。
就労分野の演習は、そもそも制度が複雑であり、 3障害λの…対応が求あち瓦る?どめ;サ二ピスー管理責任者…
男役割や…視，'fi~型イ一三上空 t?i'J~~ ι三し 1 。
演習時聞が短かった。国の要綱に孟ういて演習を実施…ι 千州ご時闘をがけで演習…lと取り組んで必定lすたどi~r?~t:…受講者が]
…らは演習 O) ß寺開宣~?と~設LtTJ烹!ピi'J~?たという意見，iJ~多数寄型どられt::忠一一…ー…
自前の事例が用意できず、国で扱った事例を使用したため、分野によっては受講者がちめ質問ピ二十分3季五
られないものがあったn

講師三幼滑りみの受重吾支扇導ずる…主主ヲ交辱þ~ ;b り1 ， 7所付ーを複数配置すき而云長子主五J一一一一
国演習でのワークの一部を取り扱うも、サービス管理責任者の役割を不明確にしてしまうものも多く蚕孟
れλ 受講者た長持止りを受ける場開もあっ立g

;刀す勺ケZ~~叩山ヌ烹i烹烹烹烹i三亡乏竺烹i…~…-0)り明叩激蜘数
分野別の演習形式をとつたが、分野によっての進め方に違いが生じてしまい、研修効果に差が生じで…じ
まった。
_!'ij土星?と弘二強制嬢護保副長:f?1t':I1り議議]議主，りがなみう)1とに二二二._.-二二二……ー………………
察力日者::i:hぞ主1.，0) 1と，.r.:;竺iJ~異なるり丈二 ω研隆三演習り質、内|容:、 レーベルり経三点図り iと之 v':'，どJ…
地域生活(身体)分野、児童分野においては受講生が少なく、 1グループしかなかるだためぐ時両配五£
注意を要した。

?J:J聞の研修は短りため…L…事二例…(特に個別支援計南}を一深める…日空聞が足りなたョたa……ー…
施設利用者が全員が地域移行できるわけではないので、地域移行する人、施設に残る人分けたプログラム
|があった方がよかった。
|就労分野については、工賃アップの方法論と、福祉的証芳万事夜1両誌面蚕雇手作業所f) ~ 05-ミ元一示ヲ子
|が感じられfこ。
同聞が足りわ1とし、う意見カ忌三玩めでご反面ほ了時雨記ヲ子をもう沙じ考五五v'o 一一一一一一一一
研修…(演習)…両容が個刷支援山計画作城市必己主るでじ当日，炉二-~'-元管謹責1主者…ゐ役割 ~I元分趨鮮でき(ご
くかった。
受語者のレベルの差が大き~~-(自頃からケアプラン作一歳τ-C v'る受講者がいる反面了緬該支援従事着扉一
修の講義2日間受講しただけの受講者もいる)

問13.研修実施にあたり工夫した事項
!QYPを流;=tだttの研修にはしない。
県内の全事業所に研修案内を送付。
応募者は資格要件に関わらず、全員受講可とした。
講義コ慣習講師は現場経験が豊買す、)岐阜県内り現状1:.即Lた講義およ政演習を実施:できる諦聞を選j:f:Q…
国型修修了者が各企竪1_:%__~かどな V_.~t;生L飽息.1'型上金~fり修工者が協力キ会'?1;9_ 一一一一一
就労分野…広三校丈ぷ……労働Ji"j…だり施策…の説明を~tt.2 こ…と札……………… …一一…………
国研修は、コースによってサービス管理責任者の位置づけがバラバラとなっており、整合性にかける点が
多かった。したがって、それらの統ーを図る等の部分で、工夫をせざるを得なかった。また伝達研修であ
るならば、都道府県で実施可能なように工夫されるべき。国研修担当講師でなければ実施できないような

ー哩容が愛女主亙。…ー一一一一…………
生講師の活用。
3障害バランスの取れた講師選定。
県下実践での著名施設、講師の活用。
委託示…(県相当課}…と委託先j県社会福祉事業団)とり綿密な連絡λ 相談及び効率的な事務分担り体制使ー
全体講義ずはふ…積極…的広圏域J世域り資輝男状況l'課題担ど広?いてり内容を取りλ，.:h!::g…
拡労会里子の車萱事伊~Jt，朝日りもりーで寮瞳_l-.1;o........
県内c"…ζかお?…も受煮Lやすいよ…う県中部ιτ開催Lた。
翠ー数金金野が受講できるよう日程を全てずらした。 一一一一一一一一一一一一一一一
募集iこめた旦相談支援従事者義成研修とり関係ム…経過措置がよ交わかるよ引こLたQ川

担1@3ともあり閉り研修広治0-と実施LたP…ー…
アセスメントとサービス提供の基本姿勢について全分野で同じ講義を実施し、ケアマネの手法がサービス
萱理費伝煮ιおりても有効支あるとし1うことを受講者ょう周期すきt::2
県の研修担当と講師で、他県の研修を視察。
一募集に閉し之 1:;1:，各地域J;~手~v_'， 地域振興局から優先JI関空をつけてー推薦…L-Cーもら 0t:: q一一一一一一
各分野の日程は別の日に実施した。
グループロ編成は8名を最高とし、 1人の77シリテーターが2グループ。まで担当する様にした。

q
d
 

ハh
u



間14.国研修聖講者の選定理由

苦事実県魯言託社会語の長j草で福邑亘祉Eあ施静事る亙業U至団謀重福に証差指長置壬定主L歪研1五修E霊著百事童書業講者所E語者をと推審のな薦推っ薦芋てしてをも聖値いら商議たうだこしい長とたそ品を話肉の前者提器をに県、三重事善重業石団重同職量員E職を員中L豆一心極蓋に志亙選三定玉己主主互亙:二

華介護町F、2選地定域E生h活立(二身?一:体-C、l主人知一的全品・交精j神fLP)2倉…多野施1;:設おはを運る営開一週す因る性3法lζ倦人頼か]ら±九1一携名薦ずrつt推薦T之、kいlたたqだ一一く…… 

就労・・・県立施設から選定

一重籍児一童雇望直事号関評面有吾団議ぅ妻体亜雇か聾のじらlEー名邑iE推27薦Eに婦E孟いたF至Eだモ問主く;:，};じ二証:言証一一語平F嘉一前一正一一日向1;'i，調言語恥工一め繭議雇百モ1副円王詩正【宿桶…二雨一二一量ゴつJ 

講委煮託先と山でL.;-Cあ選る定県社した会q福祉事業団から 5名の選出を行った。国研修受講生の5名は、主に演習においてのそ

れぞれの分野別研修のコーディネート役を担当してもらった。同時に研修企画者も含まれていたが、国研
修参加者が研修企画を担うことで、より明確に国の意図を受講生に伝えることができ、専門性の向上に役
だ、ったと思われる。

壁主-三ι1圭E5企32?1金管り竪理藍主責塾任墜心者がに一とE貫し主主てり組主の実&務?堕?的経JE1験型法車要費A件考主査を塁満:t企王る皇方じ量Tを豊選FL定Eて主し旦;たと:。

i本各関県係の周各体分野1;:適で{リ王者ーりダ選ー出シ宏ッ依プ頼を発した揮nで…き…山る…人山を選定した。

査査県金基下里霊で主園先生豆進企重的喜皇重な華経豆事聖業書士塵所帯埜で豊、2扇E属[め夜顧耳耳1;:b;2 一
所 、所属 役職 米山県あ各種会議の委員よ争原丙ゐ障がい福祉関謀反う研{~釜あ

講師等を行っている者

※その他の意見
このようなアンケートをされるのであれば、次年J3rは各コー瓦丙整合'性ならびにサービス管理責任者と現
場担当責任者の役割の精査を、ーから検討いただきたい。
また伝達研修であることを意識し、国研修と同等の研修が都道府県でも実施しやすいように、検討いただ
きたい。
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②平成19年度実施分

委託先:国際医療福祉大学(栃木県)、県福祉事業団(岐阜県)
(社福)あしたか太陽の丘(静岡県)、滋賀県自立支援協議会
(社福)西陣会(京都府)、和歌山県社会福祉事業団(和歌山県)、
(宇土福)兵庫県社会福祉事業団総合リハビリテーションセンター、
(社福)鳥取県厚生事業団

に対する国研修修了者の参画について

問3 .司・聞'‘"‘'‘ー， ..-7 T "1司--司， 司圃
県 名 !予算額 県 名 予算額
青森県| ￥1，222，000 大阪府 ￥2，908，125 
山形県| ￥1，112，000 兵庫県 ￥1，500，000 
栃木県| ￥2，657，000 奈良県 記入なし
埼玉県 i ￥1，430，000 和歌山県 平1，460，000
千葉 県| ￥1，737，000 鳥取県 干2，905，000

ILじ|賢京岐一山一貫梨阜都回 里府県県史iムj|f哩自￥L2￥224盟5制84C生74OJ，oO000qE000O E 0 里

徳島県;￥1，440，000

買一畳賓大寝一』本分開u里県県L!iLj 型￥1IJ，空5E6L色6，哩型2t0E o 0 

l平均予算額 ￥1.811.6161 

間4.受講者1人あたりの受講者負担経費について
[受講料負担I
~-主_____1-__1 叩参考)兵庫県:5，000円・熊本県:は 000円

あり! 2 

邑 ITl(参考)栃木県:5，000円・岐阜県:2，000円・滋賀県:3，000円・
叫 京都府:1，000円/日・鳥取県:500円・徳島県:1，000円

香川県:3，000円(2分野5，000円)・大分県:2，500円

品 l計闘岐阜県:2，00刷会場費)福岡県:10，000円(受講料)

戸

h
uno 



間5.年間実施回数・定員・応募人数・受講人数・相談支援従事者研修受講の有無について

県 名 実施回数
青森県

山形県

栃木県

埼玉県

千葉県

山 梨県

岐阜県

静 岡 県

滋賀県

爪都府

大阪府

兵庫県
奈良県

和歌山県

鳥取県

徳島県

香 川 県

福 岡 県

熊本県

大分県

問6 受講者の構成について
1.所属先

共通講義

介護

地域生活(身体)

地域生活(知・精)

就労

児童

0% 

l 

l 

l 

l 

1 

2 

20% 

定 員 応募人数 受講人数

250 247 未実施

150 204 198 

250 302 263 

280 466 280 

700 505 426 

設定なし 146 143 

200 134 132 

400 471 実施中

260 266 264 

280 298 288 

720 993 698 

250 367 282 

受講者募集中

192 148 141 

153 163 来実施

200 151 124 

190 124 12'1 

650 1346 648 

250 188 185 

受講者の所属先(人)

40% 60出 80% 

31人
工二二

380人

初版支m研修修了者

米実施

151 

132 

269 

284 

確認できず

91 

実施中

167 

自在認できず

li(rr認できず

99 

確認できず

119 

li(E認できず

76 

397 

138 

100% 

66人
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2 実務経験年数

士一10一手……! -1 5空……l……七日 …~三王子…… 2黒字1 山

947人 558人 226人 171人 220人

~25年 ; 171人;7% 

~20年; 226人目 9%

3.受講要件

~15年; 558人，

22% 

注)凡例についての解説

受講者の実務経験年数

~10年 ; 947人，
38% 

ロ-5年

ロ-10年

口-15年

口-20年・-25年

ロ25年~

TA例⑤※II 凡例②i(註接支援業務の従事出i討が通算10年以上)に該当する者のうち、社会福祉主事任用資格を有する
ー者、訪問介護員2級以上に該当する研修修了者、児童指導員任期資絡者または保育土である者のWJ問が通算5年以上

。[※2l 凡例①(相談支援業務の従事期間が通算5年以上)及び②(直接支援業務の従事期間が通算10年以上)の業務に従事

する者で、国家資絡等による業務lこ5年以上従事している場合、通r，L3年以上

[凡例⑤※3l平成19年9月30日以前より指定事業者で‘あったグ‘ループホーム、ケアホーム、児童デイサービスの事業所で、凡

j例①~④のし、ずれにも該当しない場合は、凡例①及び②の業務の従事期聞が、通算3年以上

⑤ ※3; 13人;0.67弘共通講義
(n=1，930人)

④ ※2(その他の国家
資格等);216人;11.19% 

④※2(作業療法士);
4人;0.21% 

④※2(介護福祉士);
265人;13.73% 

④ ※2(社会福祉士)，
102人;5.28% 

③※1; 268人，13.89%

⑥受講要件を取得する
見込み;66人;3.42唱

① 相談支媛業務の従
事期間が通算5年以よ，

596人;30.88% 

②直接支援業務の従
事期間が通算10年以

上;400人。 20.73%

ロ① 相談支媛業務の従事期間が通算5年以上

ロ③※1

口② 直媛支援業務の従事期間が通算10年以上

ロ④※2(社会福祉士)

園④※2(介護福祉士)

・④ ※2(作業療法士)

圃⑤ ※3
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ロ④ ※2(理学療法士)

ロ④※2(その他の国家資格等)

ロ⑥ 受講要件を取得する見込み



介護
(n=764人)

④※2(その他の国家
資格等);79人。 10.34%

① 相談支援業務の従事
期聞が通算5年以上，

202人;26.44% 

④※2(介護領祉士);
118人;15.45% 

④ ※2(社会福祉士);
51人;6.68覧

③ ※1; 102人;1 

② 直後支媛業務の従事
期聞が通算10年以上，

197人;25.79% 

ロ① 相談支援業務の従事期聞が通算5年以上

ロ③※1

・④※2(介護福祉士)

・④※2(作業療法士)

・⑤※3

回② 直後支援業務の従事期間が通算10年以上

ロ④ ※2(社会信祉士)

ロ④ ※2(理学療法士)

ロ④ ※2(その他の国家資格等)

ロ⑥ 受講要件を取得する見込み

③ ※1; 26人;27.96百

⑥ 受講要件を取得する
見込み 1人;1.08覧地域生活(身体)

(n=93人)

④ ※2(介護福祉士);
14人;15.05% 

① 相談支媛業務の従事
聞が通算5年以上。 13

人;13.98% 

④ ※2(社会福祉士)
6人;6.45首

② 直後支媛業務の従事
期間が通算10年以上，

32人;34.41見

ロ① 相談支援業務の従事期間が通算5年以上

ロ③ ※1

・④ ※2(介護福祉士)

・④ ※2(作業療法土)

・⑤ ※3

-② 直後支援業務の従事期間が通算10年以上

ロ④※2(社会福祉士)

ロ④※2(理学療法土)

ロ④※2(その他の国家資格等)

ロ⑥ 受講要件を取得する見込み

no 
po 



地域生活(知的・精神)
(n二646人)

④※2(その他の国家
資格等);75人;11.61首

④※2(作業療法士)
3人;0.46% 

④※2(介護福祉士);
80人;12.38% 

④※2(社会福祉土);
38人;5.88覧

③※1; 92人。 1

⑤※3; 2人;0.31% 

ロ① 相談支援業務の従事期間が通算5年以上

ロ③※1

就労
(n=586人)

・④※2(介護福祉士)

・④※2(作業療法土)

・⑤※3

④※2(その他の国家

資格等);65人;11.09出

④※2(作業療法士)

3人;1百

④ ※2(介護福祉士);
68人:11.60% 

④※2(社会福祉士);

40人;6.83覧

③※1; 89人;15.1 

ロ① 相談支援業務の従事期間が通算5年以上

ロ③※1

・④※2(介護福祉士)

・④※2(作業療法士)

・⑤※3

① 相談支媛業務の従事
期聞が通算5年以上I

190人;29.41% 

②直接支援業務の従事
期間が通算10年以上.

144人;22.29弘

ロ②直接支援業務の従事期聞が通算10年以上

ロ④※2(社会福祉土)

ロ④※2(理学療法土)

ロ④※2(その他の国家資格等)

ロ⑥受講要件を取得する見込み

① 相談支援業務の従事

期間が通算5年以上1

152人;25.94% 

②直後支援業務の従事
期間が通算10年以上

148人;25.26国

ロ② 直接支援業務の従事期聞が通算10年以上

ロ④※2(社会福祉士)

ロ④※2(理学療法士)

ロ④※2(その他の国家資格等)

ロ⑥受講要件を取得する見込み
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児童
⑥受講要件を取得する

見込み;8人。 3.85百

(n=208人) ① 相談支援業務の従事
期間が通算5年以上;51 

人;24.52% 

④ ※2(その他の国家
資格等);18人;8.65% 

④※2(介護福祉土);
28人;13.46% 

④ ※2(社会福祉士);
14人;6.73弛

②直後支援業務の従事
期間が通算10年以上，

17人;8.17% 

③ ※1; 62人;29.81% 

ロ① 相談支緩業務の従事期聞が通算5年以上

ロ③※1

・④ ※2(介護福祉土)

圃④ ※2(作業療法士)

・⑤※3

問7.国研修DVDの利用状況について

②直後支援業務の従事期聞が通算10年以上

ロ④※2(社会福祉士)

ロ④※2(理学療法士)

ロ④※2(その他の国家資格等)

ロ⑤受講要件を取得する見込み

(自治体数)

科 目 | 講師 IDVD再生

|笥害者自立支援法とサービス管理責任者の役割 I 17 I O(併用1)
サービス提供のプロセスと管理 I 18 

サービス提供者と関係機関の連携 I 18 

介護 I 18 
E地域生活(身体)1 15 1 

分野別のアセスメント |一一一一ーで二三t十一一一三一一一ト ー叫 -1
| ト精神 18 I 

及びモニタリングの実際 戸一一一一二~一一 ，乙一一-~一一一一一一」
1 就労 I 17 I 1 

児童 I 17 I O(併用1)

介護 18 I 
fサービス提供プロセスの管理の 開 捜生直笠但j 15 J. 一一
実際 |地域生活(知的ー精神 18 1 

事例研究①J(アセスメント編) ，一一誠 一 「 -B一下 1({而i)
| 瞳 18 T --1 
| 介護 団

「サービス提供プロセスの管理の |地域生活身体 15 
実際 い酬 生活倒的・附 1')I 18 
事例研究②J(個別支援計図編)1 就労 '--17 1 

児童 18 

1 介護 I 18 十一-

t地域生活(身体川 15 1 
サービス内容のチェックとマネジ |一一一一一一 一一一一一一!一四 割

| 一一 .MT川 18 ! メン卜の実際 |一一一一一;."111"1"1卜一一一一一一一i目町

1 就労 I 18 I 
児童 1 18 ! 
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問8 講師の選定方法について

(人)、， 、，

国研修講師 国研修受講者 その他
共通部義 10 21 18 

介 誰 3 24 25 
地域生活(身体) 5 18 7 
i世峨生活(知的判1111) 2 23 26 

就 労' 7 25 33 
児 童 4 23 7 

都道府県別講師人数

5 10 

11 
盟盟量

扇面1
11 

詞 ?
7 

一J8

眠ふ 17 

にユょ

、. 司司:..f"~.，.，-'守. ‘.‘ ー a 

コユ

山形県

栃木県

崎玉県

千葉県

山梨県

岐阜県

静岡県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

- 三三 邑~
1 A 

5 

奈良県

和歌山県

鳥取県

徳島県

香川県

福岡県

大分県

L-

戸弓τ

ヒュ1

トァ寸?

. 

4 

ロ

「その他の講師」の選定理由

共通講義

a晶....'..，L，_..;・a ・ 9 

， 
、一‘ -:: '":;~，，，;" 

'"・J
IR 

、t司晶 、 10 

司'‘ 7 

4 6 

5 

':""::'....，n;炉開も

12 

| ロ国研修講師

15 

コ18

117 

15 

ロ国研修受講者

20 

二コ21

(人)

25 

::J 23 

ロその他 | 

・「関係機関との連携」について、連携を積極的に進めてしも事業所の専門家

.福祉専門職のため
・相談支援業務、及び直接支援業務、就労支援業務に携わった経験のある者で、あって、岐阜県内における障害

福祉の推進の中核となる者。

・その他は県職員。障害者自立支援法の概要等の説明は行政が担当するため0

.国研修講師の指名者、及びその指名者
・滋賀県社会就労事業振興センター職員専門知識を有するため

・国研修を受講しただけでは担当できない。したがって相談支援従事者研修の国講師ならびに京都府講師等に

協力いただいた。

-当該分野に関する専門的な知識を有するため
.講義内容から考えて
.行政説明は担当者から行ったため
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-厚労省大塚専門官と大学准教授で対応
.介護分野の国研修ファシリテーター

介護分野
・福祉専門職のため
・一人の講師で演習が実施できるはずがない0

.講義内容から考えて

地域生活(身体)分野
-福祉専門職のため
.そのため相談支援従事者研修の国講師ならびに指導者研修修了者に協力いただいている0

.講義内容から考えて

地域生活(知的・精神)分野
・国研修受講者が研修を進める上で必要な者に依頼
.福祉専門職のため
・そのため相談支援従事者研修の国講師ならびに指導者研修修了者に協力いただいている0

.講義内容から考えて

就労分野
-福祉専門職のため
.国研修修了者の指名者
-滋賀労働局職員専門知識を有するため
-そのため相談支援従事者研修の国講師ならびに指導者研修修了者に協力いただいている。
.講義内容から考えて

児童分野
-国研修受講者が研修を進める上で必要な者に依頼
.福祉専門職のため
・そのため相談支援従事者研修の国講師ならびに指導者研修修了者に協力いただ、いている0

.講義内容から考えて

q
L
 

ヴ

t



問9.分野別演習の実施方法について
1.分野別演習グループ数

分 野 青森県 山形県 樹木県 埼玉県 千葉県 山梨県 岐阜県

介護 回答なし 7 10 10 19 6 11 

回答なし地域生活(身体) l 2 3 l 2 5 

回答なし 15 地混生活(知的・精神} 10 12 10 8 18 

就労 回答なし 9 9 10 14 6 8 

回答なし児童 2 4 5 5 2 7 

分 野 静岡県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

介 重 実施中 10 18 18 12 募集中 8 

地域生活(身体) 実施中 l 。 3 2 募集中 。
戸言労

実施中 10 12 16 
181 11 募募集集中中

6 

実施中 10 18 16 8 

児童 実施中 5 。 7 3 募集中 2 

分 野 鳥取県 徳島県 香川県 福岡県 熊本県 大分県

介護 8 回答なし 9 10 回答なし 回答なし
-・・a・・a・・-・・・ ・a・・a・a・a・・

i 回答なし 回答なし地域生活(身体) 。 回答なし 2 3 

地峨生活{知的・精神) 5 回 l し

就労 ト回回答なし j 回答なし 了!一面回答否なIし--8 9 14 

児童 j 回答なし2 答なし 5 3 

〔演習のグループ分けの際に考慮したこと〕

・グループ員全てが参加できるように配慮した。

・男女、実務経験、所属、地域が偏らないよう考慮。

.経験年数の平均化。知的、精神のバランス。

・今後の相談体制ネットワークを推進できるよう、圏域・地域でグループを構成。

.知的・精神で別会場とした上で、圏域毎に分けた。

• 1グループ6'"'"'7人とし、十分な意見交換が出来る様記慮。

-可能な限り、各グループにリーダー的な者が1人は入るようにした0

.旧施設の身体・知的・精神の施設が混在するグ、ループ編成にした。

2.ファシリテーターの人数

分 野 | 青森県 ! 山形県 i 樹木県 ! 埼玉県 j 干葉県 ! 山梨県 i 岐阜県

宇割車l::jJ111f干上jillL17」
分 野 | 静岡県 | 滋賀県 i 京都府 ! 大阪府 j 兵庫県 i 奈良県 i 和敬山県

時品寸言語引ーイ-十一十十一ーす-トf-十器E斗-十一
! 検討中 i 
i 検討中 i 

i 2 4 i 検討中 i 
蓄而扉一一r-福両雇 「藤本東 ! 大分県 ! 

…10…ーいっ… iE22t十一……:……
! 回答なし j 

! 回答なし j 
l-… M"H1'…面唇丘一じ…マ

。 7 。
14 9 

制生活{知的・精神>1 実施中

就 労 | 実施中

児 童 | 実施中

分 野 | 鳥取県

介護 1 4 
地域生活(身体>1 0 

2 。 6 

4 

県

2
一2
詰

。

3 

地様生活{知的・精神>1 3 
卜……一山山一一一一一一-ー←

就労 1 5 

児童 I 1 

。 3 

3 10 

9 4 

6 
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〔ファシリテーターの選定理由〕

.国の研修受講者

・委託先である茨城県社会福祉士会から推薦。

・国研修受講者(各班に国リハ職員が受講)

.福祉経験年数と信頼

.各分野の専門知識のある方を選定

.国研修を受講した者。

-国研修修了者及びその指名者

・国研修を修了等しており、専門知識を有するため

・予算・講師資格・日程の兼ね合いで、依頼できる方が、これらの方しかいなかった。

.国研修受講者の他、当該分野での実務経験を有する者であるため

-県内の著名事業所・講師バランスの取れた講師選定

-国研修受講者の指名

-講師のみ

・知識・経験ともに十分と認められ、適切な助言が出来ると思われるため

-国研修受講者及び国研修受講者からの推薦、相談支援従事者研修講師

.障害者ケアマネジメントを熟知している者

・他分野の講師をファシリテーターに選定

.実務経験

・リーダーの推薦等

.講師より推薦

なし

地域生活(知的・精神)

就労
児童 11 

〔事前課題「有」の具体的内容〕
・実際の具体的事例を基に課題を作成した。(青森:5分野)

.自身の事業所におけるケースの具体的支援事例(埼玉:児童)

.国研修課題に閉じ(岐阜:児童)

-支援しているケース概要をまとめたものを1例提出(滋賀:児童)

.各自1例の事例提出(京都:児童)

・自験事例の要約・自己評価・アセスメント・個別支援計画の様式(大阪:児童)

.事例(アセスメントシート・個別支援計画書)の提出(兵庫:就労)

・事例の要約、アセスメント、個別支援計画書、支援の結果と評価(奈良:児童)

.事例の提出(和歌山:児童)

・実際に使用したアセスメント表、支援計画の提出(愛媛県:5分野)

・アセスメント表、ケア計画(個別支援計画)、現在、業務において実際に使用しているもの(介護、知的・精神、就
労)

-研修受講者自身が所属事業所において支援した事例(福岡:介護、身体、児童)

.国の指導者研修での課題と同様、支援事例の課題の提出(熊本:児童)

・指導者研修に準じる(事例一事例の要約・アセスメント・個別支援計画書・支援についての結果と評価)(大分:
児童)

問11.受講者アンケートの有無について
| な し 9|※米回答4
|あり 61
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間12.企画・運営側の評価
1.実施方法

良かった点

企画段階では、分野ご、とに講師陣及びファシリァーターとともに丁寧な打合せを行い、研修の主旨、目的、内容等に
ついて共通理解を図りつつ進めていた点。運営にあたっては、とくに演習において受講者の反応をみながら、進行
手順や到達目標の設定を柔軟iζ調整しながら進めていた点。
実施時期

一各分男子~IJ研修0)町誌却JJ;ム気れ1'1"叫う1こした息 ー…………一… 一一一…一一一一一…一一 一一一一…
募集について、 HPを利用し広く周知することができた。

空堕修宇E.q?実研施修の車ノウ時ハウ主を型持，~.~:つ1巴団企体F聖に三委運託賞すltるζこたと弘でJ、五多票様J.<なた講研師{監にが講実義施いすたきだ立、且け元三ι…………一一一 ……一一一

_eI無度1立山多三位受講希望者をお断ーりしたが〉今焦Z更は精明後り申込み者以殺は，J;J:f;事受講日ただけた点2....， …「
本府の職員を活用できたこと

昨年度に引き続き、県社会福祉事業団に委託を行らだととにより、昨年の経験を踏まえて内容の充実を図ることがで、

いzきた;ffo女三上調室邸主研修門委J時間配分芽だ適切交わるとり1f_~臣室得t;_，，-_一一 町内……一一一一一一 一……一
指導者研修において県の研修の獲得目標や講義及び演習内容の内容例が具体的に示されたので、内容が考えや
すかったg

① H18年度の実施は見合わせ、 H18年度研修参加者中心に演習内容を榛討ずる一時闘を確保.l-元乙..i::o
② H18年度研修参加者が分野を問わず協力する体制をとったこと。
IcID演習では全分野とも各グ、ループにファ、ンリテーターを配したためほぽスムーズに進行した

悪かった車
受講者の反応をみながらの柔軟な対応は良い反面、企画段階での合意が急に変更となることがあり、講師の意図が
ファシリテーターに十分伝わらず、ファ、ンリテーターの負担が大きかった。演習に要する物品(文具類、 PC等)の準

慣が忍士分立堕主長会た9… 一一…一一一一……ー…ー………… ー……
定員の都合により受講できない方が多かった。※来年度は経過措置最終年度であり、全ての受講者が受講できるよ

ヨ配慮IIとkk……一一一
研修会場の確保に苦労した。
就労分野の演習において、国で使用された事例を利用したところ、サービス内容等が県内に無しもので‘あったた
め、受講生の討議が活発に行われなかった。打合せの段階で、地域に即した事例に置き換えるべきであった。(他

金野実施分ーは士主主県講師四且身が関わる>2:=;ろを提呑1 …一 一一一一一
昨年度修了者は共通講義を免除としたが、相談支援従事者研修の講義部分の受講との混乱がみられた。また、申

込.q?jな日分野t;:? It.>:I，_昨年度!;支5章宏f!ß~t;:lとEhf令子モ度は更J;安点整担注主主たa ……一………一………………
研f皇自容l;--::>v 江主士分な打ち合わせ~i.l2:r王えなかった三と
各コースご、とに日程を分けねばならず、運営コストが大きく跳ね上がった。また複数コース受講可とした点と裏腹で、
現場の勤務に支障が生じたとのお叱りも頂戴した

誕iliCQJI一種璽整z会場確地ヨ主査息した一一一一 一 一一十 一一 一…一一一一一一一
共通講義や一部の分野別研修は、国指導者研修より前に実施したため、今年度の国研修の内容をタイムリーに伝

之.:T.;::!とが立さながさ立た。一 … …ー … 
J就労分野C演習If.ζおい支.::1就労継続1移行ぷ二三股就労など範聞が広三子ヲ~.:A良三一事;fY~を選定士2ζたが難ll; 'o..
①演習のファ、ンリテーターは、研修を実施する県立施設の職員中心で対応したため、演習を円滑に進めるにあたっ
てのλ 害IJとしては 験不足は、めなかった

2.講義内容

'‘~ -，_・'‘、

J全全U聞体体係を講機と義関おにとしつ連てい携、てど1はのは具講、国体阻かも的ら主事講企聞師空主空を織士招り三き交鷹、ぜ分担主野亙必別霊の友講講て義主義主LLf部Q分1_'tC_に段つい、て…府は軍一、支国一J研E一2修一立受一ロ…講一…一者一世一ー行一っ一た一立一一

国研修を受講した講師陣が、国の研修を軸としつつ、自身の経験におとしこんで事例を提示し、受講者に理解しゃ
すく講義した。
県独自に事業者指定の基準(移行準備等)についての講義を追加実施(40分)したところ、大変分かりやすかったと
好評であった
昨年同様、共通講義は、厚生労働省大塚専門官に講師をお願いしたので、国の求める研修の意図が受講者にスト
レートに伝えられた

周昨期年修担り当講い師ただ走い勤ため講た方師等が、!;必講ず義lを名LはZ入…もっらてιxいわたかだりけ'1'たTたPめJ講、昨義年主とv'.のt内z容-けたによお乙とけ一一る差異一を…縮小さーせ←ること…が出

来.tClt1.9.一 一一……一一…ー
杢E塑且!!2ï空盟主芝生主整~~~hS恒三と一一…←ー…一一
実践的な事例検討ができた。参加者で、あったことからも、各講義の前後に国の意図を少し交えて説明することができ

ーlたサ①ιピ今サピ:年ー.:A'度管ビスの理管国責理研伝責修者受任一り者講責の生務役ー拡を割理国一等責特研に1修つた終だい了てけ後、た受Ql…E講急……者逮……の各……理分一解野一を…研…促修←進ηし一一見た…直。し走…行…って…し一泊。一←…… … … … … 一
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悪かった点
地域生活(身体):医療モデルに基づく、個別支援計画作成の考え方がやや現状に馴染まないような印象を受け、

霊童重金理解志会ひ主0t_~ったよ主主:lt1&9.一 一…一一一 ………… 一…一一 …一一一一
分野別研修の講師について、通常業務が多忙で研修の準備まで時聞が回らず講義部分については、国の伝達研

修とし、う形になってしまョたQ…………ー… ………………… …… 
局主義祥尚}示講義泊予で時聞を超過するほどで、受講者からの質疑に応える時聞を十分にとることができなかった。
;分野別講義について、受講者全員が全分野の講義を受講するという形にしたため、講義内容に重複する部分が

あったこと
国研修の内容が大きく変わってし沼部分もあり、昨年との整合性を担保することを優先した結果、国研修内容のカッ
トした部分が生じた点。※国研修が大きく変わると、現場は混乱しますn

パワーポ:i~.r警のM視覚メデdてを利用できなか?たζと…………一………… …………一一……… ………………… 
二言~.め講義で、講師側 lと昨年度の国研修の意図が十分に伝わっておらず、困難ケースをいかに地域生活に出せた
かそ強調lよ内容等ょ堂土問管理責i王者思想点が活動:~(三脚践の容似護義肢恥れ弘一……… 一一
講師の考え方に偏った講義内容があるという指摘があった。
|①分野別講義は、講師の力量の差が講義内容にも大きく反映された感があるn

3.演習内容
r:R. IJ.-J/~ 1ii\ 

と身:り体分分野野おは個サ別ーj支ビ援ス託管贋理作責成任長者関のLポt丈イLン7ト1士がZつJかJどみNやZ力す忠い設内置容いた内容と.~1と点。…………… ……ー…………………

事例研究だけでなく、メニューを多くをし、増グや、ルしーたプ。)ワークを充実させた。(例:就労分野では、作業工程の分析やコミュ
ニティービジネスに関するプログラム
岐阜県ではサビ管となる者に、相談支援従事者初任者研修の全受講をお願いしているため、演習の流れを理解し
ている方が多く、活発な意見交換が行われた。

個地別域玄別援で貴グ士ル闇ーi:_fプF構成成=tlし3jた島こ理と一定かEら空襲、不宣彦主十分主主な主が主ら!も主主、地企2域IにL帰.._.._.-っ一て一一か一一ら…の…つ一一なが旦りさ2か一け一に一一な一れ一る雰囲気が

普昆l京事業前閉C交演がないた払i活発な議論T情報交換がなされ，t_;:::，，2;二一一一一一一……… 一 山 …ー… … 
地域性や障害特性を表すような事例検討があり、異なる施設種別の受講生同士の研鎮の機会になった。サービス管

:理個別貫主支E者援計とL画Iのp重視要息性宣や重連視携し主の演大買切さ1主を主理生解野り茸主i生主lzl土主立三。長男管理費年賓とL去り鼠宜主促士之芯:すきたL 一一

①国の事例ではなく、講師の所属する施設での事例を使って演習を行ったこと(就労除く)。

②@ 分就野労分によ野っでてのはロ、ー個ル別プのレ工イ夫はを、受取講り入者れ聞てのくスれムたー。ズ特なに意児見童交分換野に。おおいに役立った

亙かった点

J却金白竪麗iE3J292会主費iLiEJ1事7」翠国聖立2飽事lcj朝設日E定E益K主護主壁演土翌主宣主伝1一2血去Eとよ~玄与量垂支直護俊主盛主D弘T前裏企側蓋主漣益上正ζ畦史閉l主主主裏kl」免主37」-自主2主た設息費L査ー空し-I
金護分野り事例0.29".1，"込惇震濃度民会号l主主;~_;退既設迫jるよ;?iな誤解J安受はる1'b_02l)~あ川合主9......…一 一……一
メニューを多くし主主め、討議、発表虫堕聞主主足L立L 一一一一一一一ω

相談支援の研修や、サビ管の複数の分野を受講し、演習慣れしている参加者が討議を活発に行う一方で、初めて
演習に臨んだ、参加者はなかなか意見を言えなかったり、与えられた役割をこなすのが精いっぱいといった状況だっ

主地5域3生当主活-EiJf身宣体習)…Cお蔓よ倒E明士童事j分剤投一野貫liZJl2Ejk劃y支三堕tL_聞支~_..:演講習者区金法長1主己主役i機史会的はLL;京多ー都はι府1広7)三受塁川講ほ希ど望息主どあ支と思-l±2A2一b一J一Z開…一催一一L一tc.Q一… 

とにかく受講者が多すぎた点。とはいえ複数回実施はコスト面でも、受託事業者の体制面、講師手配面からも難し

丈、民普段道筋l明L出~K~_~...~ι 戸一一 一…………ー………ー…一一一一……一一一一一一一一一一一一
パワ一ポイント等のマルチメTィアが利用で、きなかったこと

先述のようにっ、一た部o 次に回サよーりビ国スの管研理修責カ任リ者とラしムてとの同視様点lが薄れた内容があった。分野によっては演習の時聞が0.5日
しかとれなか キュ こ1.5日に戻す必要性を感じる
①就労は、国の研修内容をそのまま使った。県版としての研修内容に組み替えることが難しかった。
②各分野ごとに用いるツールが異なるため、複数分野の受講者にとっては、一部混乱が窺われた。実施する側に
もとまどいが生じた。
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間14.研修資質向上のための方策について
'受講者から要望もあり、フォロー的な勉強会の実施も挫宣

現在、県で行うサービス管理責任者研修の講師(指導者)のほとんどが県職員であるため、民間(事業所)の講師(指
導者)の養成を図りたい

躍厩2&rl現場金~_Q_，_~~1苦盟佳者庇修J号室主脳必要との意思主j湖沼盗L一一一一一一一一一一一一一一一一一.~.._...._......._-_._-_._._.....
修了者同士のネットワークの構築

結果として、初任者研修レベルとなる。したがって、スキルアップ研修等を位置づけ、研修を積み上げる必要性を強

三盛主盈
フォロー研修は必要であると考えますが、サービス管理責任者の経験や専門性には、バラツキが大きく、底上げを図
ることが重要と考えます

堕盤企画芸t!Q自立玄援撞議会参加_...1鬼空一一議義白星空り変夏1携剥擁護園連り講義主追lml 町山……一
相談支援従事者研修には現任研修があるように、フォロー研修はあるべきだと思う。

Q2_.:金竪閉j勉強金控盛要企雪之主~'{>_Q一一一一一一一一一一一一………一一…一一一一一一一一一一一………
「サービス管理責任者研修委員会Iを組織し、メーリングリスト開設、委員会を定期的に開催し、企画検討している

し、。
担護主援蔓問屋且~め、関係機関との役割分担が明確にならないとサービス管理責任者の責務I;:0ど主金金P史一
圏損導者研修は気息L立案動iこ一周期5開催~.ìきる主_2!t..剛容りもtりと~~_~支欲~~~__…一…一一一一一一一一一…一一……ー……
全体講義を依頼できる講師を地域においてみつけるのは難しいため、全体講義を依頼できる講師の名簿を国で作

協k::ß_.~.1.とだきた~~_Q_____………………一一…一一…一一一……………… 一一
国研修をもう少し早い時期に行って欲しい。研修資料を早めに準備し、国研修受講者以外の講師とも事前の打ち合

b支をみ念:J;íま日たど企支ム周研修一資料り発送を3iÆ1麿終T:後，1'iJ及的速l"_~_~I';気合支れな定量tç~_'_Q …一
分野別講義・演習について、分野同士で重複する部分があるので、多機能等で複数分野の受講が必要な方への負

.m~軽漉措置主主且ど.~;t..鳳研修，0) 1畦期l色悪役玄fÆ~~~o_ 一一一……一一一一一一一一一一一一一……一一-，--，--1

国研修は昨年以上に、各コースの整合性を欠いている。今一度、全体を通じて再検討をお願いしたい。またカリキュ
ラムとしても、介護コース・地域生活(知的・精神)コースは、タイムスケジュールをこなせない。国研修は、相応のレベ
ノレの方が受講されていることを踏まえて、地方で実施可能な内容に修正していただく必要を感じている
国の指導者養成研修については、平均的な事業所像を想定し、障害福祉サービスの質の底上げが図れるような、実
際的なものがよいと思われます
受講対象者に関する周知徹底。(施設長や管理職の申し込みがあるため。)サービス管理責任者が利用者中心主
義を貫いた結果、管理者と対立した際の具体的な対処方法等について、講義に盛り込んだほうがよい

指導者研修の開催時期をもっと早くして欲しい。県における研修の企画、実施は、指導者研修の内容を踏まえて行

主さ主to)と費えている。 一一一一一一一一一一一一一一一 一
現任研修の実施を検討いただきたい。地域生活(身体)の受講者が少なく、近畿ブロック等の単位での実施を検討

y_ ~tとだきた日ι………M …町 一一…
合議;お損導者班修ま塞麗ーし_::ç11.~1t.\札…………………ー …ー … 
①全分野一律の研修日程であるが、各分野の特性に鑑み、研修すべき領域に応じて、研修日程に長短があって
もよいのではないか。例えば就労分野では、もっと日程を増やし、きめ細かな研修が必要ではないか。
②もう少し相談支援従事者とサービス管理責任者の役割をわかりやすく整理した上で内容を検討して欲しい。
③全体講義と分野講義の内容は本来別のものだが、分野によって、実際のところ内容に差を感じなかった。講義部

について工夫をして欲しい
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16. ...，晶ιv""t-~昆Wfl'B'"LI:!四]]1;11守m
今年度と同時期(11月末""12月上旬)を予定。

E未E感定20年7""問iする屋こ一とも一含ー一め一て一検…討…中一)一一一一一 山一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
(2回開催

平成20年10月末から，U旦上旬り予定:Q_jユ」一一一一一一一…一一一一一一………一一一一一……… 一一……
秋頃を予定

1国0研且修ヱ開認催且2担か任月後を目途に開催予定

主9月盛頃担に生実主施1_~予-定-。一国一研一一修一一を一8一月…頃一まで一に開催していただきたい。また、県研修の日程決定や講師の日程調整の関

係指か導ら者、研国修研終修了日の墾約ZZ3法ヶ伝月後達経今堂年ど度主と主同ιじ庄でZあ旦れ虫ば任年主題末年ビ始kRをk跨Jaが_._.-な-け…れ一ば一な…らず、 1月中旬頃になる。内容の

検討、会場の確保など主瞳ま!.t_9_!と~"_3?-且旦是盟主主主主主~2Q..…一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一……
平成20年10月噴

昨年同様(11且~土2主月11)____一…一一一一一一一一一一一一一一…一一一一一 司 一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一
平成21年1月

E未国怨定の指で杢あ導旦る者且が研去3盆修三が旦竺終創且了担設後宣設のL予:…玄定関…墜を計画
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3)考察

平成 18・19年度の都道府県のサービス管理責任者研修に関するアンケート調査を実

施した。これらの調査結果にしたがって、全体的に企画・運営、受講者数、受講者の実務

経験、分野別演習とグループ数、 DVDの利用状況、講師の選定方法とファシリテーター

数、企画・運営に関する意見、講義及び演習内容への意見、講義及び演習内容への意見に

考察し、その後、分野別の考察を行った。

①企画・運営について

都道府県のサービス管理責任者研修の企画・運営に関しては、平成 18年度は都道府県

自らが実施しているところが多く、委託した県は3県にとどまっている。平成 19年度は

都道府県自らが実施している県は 10県で委託した県が 10県(指定事業者が企画・運営

した分を含む)となっている。委託した県が増加していることがわかる。また、平成 18・

1 9年度の国研修の受講者は、すべての人が一部参画を含むと都道府県研修に参画してい

る。これらの点を踏まえると、都道府県の研修を充実させるために、研修の企画・運営に

関する情報提供を国の研修でも実施しているが都道府県職員の担当者に対して、情報提供

の内容等含めて検討を加え、きめ細かく指導する必要がある。

②受講者数について

21府県の平成 18年度の受講者総数は、 4，533名となっている。分野別にみると、介護分

野が 1，142名、地域生活(身体)分野が 186名、地域生活(知的・精神)分野が 1，606名、

就労分野が 1，162名、児童分野が 437名で、あった。地域生活(知的・精神)分野の受講者

数が最も多く、地域生活(身体)分野が最も少なかった。新事業体系に移行してない事業

所もあり、今後、この数字がこのまま続くとは断定できないので研修は継続していかなけ

ればならないと思われる。受講者の所属先の新事業体系に移行しているところは 47%であ

り、移行していない事業所が多く 53%に達している。旧事業体系であっても、とりあえず

研修を受講して資格だけは所持しておくという考えがあるのではなし、かと推測されるが、

この点で受講者の研修に対する温度差が生じ、研修の運営・企画が難しくなっていると思

われる。平成 19年度の受講者数は、 15府県の全体で 3，876名であった。平成 18年度

より少なくなっているが、全国の受講者数ではなく、 15府県の回答状況によったためと

考えられる。

③受講者の実務経験について

平成 18年度の受講者の実務経験は、 5年'"'-'10年が最も多く 38%を占めている。 5'"'-'15年

の実務経験者が 61%を占めていることから、かなりの臨床経験を有する者が受講している

といえる。平成 19年度の受講者の実務経験も、 5年'"'-'10年は最も多く 38.2%を占めてい
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る。 5""'-'15年の実務経験者が 60.1%を占めているので、平成 18年度同様かなりの臨床経

験を有する者が受講している。

④分野別演習のグループ数について

平成 18年度における分野別演習のグループ数について、男女、実務経験、所属、地域

が偏らないように配慮した府県が、 12か所であった。その他に、経験年数の平均化・知

的・精神のバランスを考慮した府県、今後の相談体制ネットワークを推進できるよう圏域・

地域でグループを構成した府県、圏域ごとに構成した府県、グループにリーダー的な人を

配置した府県、旧施設の身体・知的・精神の施設が混在するグループ編成を行った府県な

どもあった。各都道府県の整備方針と相まってグ、ルーフ。編成を行うのも一つの方法であり、

都道府県によって方法の違いがあってもよいのではと思われる。

平成 19年度における分野別演習のグループ数についても平成 18年度と同様の配慮が

なされている。

⑤国研修のDVDの利用状況について

平成 18年度における国研修のDVD利用状況については、ほとんど都道府県で講師を

選定して研修を運営しており、 DVDの活用は少なかった。都道府県の研修に対する取組

みが、企画・運営の点から前向きになっていることがうかがえる。平成 19年度において

は、わずかに 1県が就労分野においてDVDを活用している。

⑥講師の選定方法とファシリテーター数について

平成 18・19年度における研修講師の選定方法とファシリテーター数に関しては、国

の研修受講者がほとんど関わっており、研修実施において中核となっている。今後もこの

実態は変化することはないと思われるが、研修を継続するなかで、国の研修受講者が都道

府県のリーダーとしての役割を果たすためにどのように展開するか考える必要がある。都

道府県の研修全体を見渡し、計画的に研修を実施する必要があることから、都道府県のリ

ーダー育成は必要な事柄であろう。

⑦企画・運営に関する意見について

平成 18・19年度における企画・運営に関する意見として、全体的にはスムースな研

修となったという評価をしている。国の研修受講者が、県の実情に即して講義・演習を進

めた、受講後の連携も促進できた、 5分野の研修を別の日に設定し受講しやすくした、指導

者研修において県の研修の獲得目標や講義及び演習内容を具体化したので内容を示しやす

かった等の良かった点をあげている。一方、悪かった点として、 5日間連続して実施したの

で参加者・講師の日程調整が難しかった、研修の準備に時間をかけられなかった、打ち合

わせ会議が思うようにとれなかった、ファシリテーターの負担が大きかった、就労分野で
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の事例の選定や運営が難しかった等の意見が出されている。準備期間の不足を指摘する府

県が多かったが、国の研修時期との関係があると思われる。研修に要する準備が事例の選

定等を含めると 5----6か月は必要と思われるので、今後の課題として残る。

⑧講義及び演習内容への意見

平成 18・19年度における講義内容に関しては、国のDVDを使用しないで、都道府

県の実情にそった研修を目指し、多くの府県で成功していると評価している。悪かった点

として、自立支援協議会の状況を伝えられなかった、共通講義の「サービス提供者と関係

機関の連携」の講義が理解できたか不安である、相談支援従事者研修と重なっている部分

は省略して欲しいと意見があった等、いくつかの間題点が指摘された。自立支援協議会の

状況については、今後、研修を積み重ねていけば、内容に盛り込むことができると思われ

る。相談支援従事者研修とサービス管理責任者研修の内容の調整を図る必要があると思わ

れる。

演習内容に関しては、ほとんど府県で研修の成果に成功したとの評価がなされている。

演習に関する課題として、具体的な事例の選定、ファシリテーターの不足、事例を深める

時間等について指摘されている。

都道府県の研修に関して、アンケート調査を分析した結果、成功している府県が多いこ

とがわかったが、一方では、課題を残している点もある。研修に対する準備期間の不足、

ファシリテーターの不足、演習における事例の選定、演習時間の確保等都道府県だけでは

解決できない課題もあり、園、都道府県の連携のもとに都道府県の研修を進めていく必要

がある。

⑨各分野別の状況

a)介護分野

平成 18年度の調査における介護分野の研修では、 21府県から回答を得たが、総数では、

1， 142名の受講者がいた。応募者数は、 1，636名であり、約 70%の人が受講しており、 30%

の人が受講できなかった。平成 19年度の調査における受講者数は、 1，169名であり、平成

1 8年度調査とほとんど変わらない。応募者数は 1，744名で、約 67%の人は受講している。

約3割が受講できなかったのは、会場の確保、ファシリテーターの確保等いろいろな原因

が考えられる。演習のグループ数をみると、千葉県の 18グループ数が最高で、高知県の

2グ、ループ数が最も少ない。平均では、 1グループの成員数は約 7名となっている。グル

ープ活動を行ううえで適当な人数によってグ、ループを構成しているといえる。講師の選定

では、委託先の大学の教授、県内の福祉の中核を担う者、相談支援従事者研修の国の講師

等である。概ね、介護分野の研修は順調に進められていることが推察される。
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b)地域生活(身体分野)

設問の仕方が一部、両年度で異なっているので、まず、同じ設問の地域生活(身体)に

関連する内容から、比較検討してみる。都道府県の研修会が、平成18年、 19年と、どう変

わったか、比べて見ると、年間実施回数は、 1回行った所が、 17ヵ所 (80.9%)から13カ

所 (65%) 、全く行わなかった所が、 3カ所 (14.2%、内、 lカ所は、募集するも、応募者

なし)から2カ所 (10%) と、減少しているが、 1回も、行われていないのは、初年度は、

準備や人材の面で、ある程度やむを得ないが、中には募集しても全く受講希望者のない所

もある(人口の少ない所)。

定員は， 85人'"'-'15人が、 85人'"'-'10人(平均、 40.6人から38.5人)、応募人数も、 38人'"'-'1

人が、 23人'"'-'2人(平均、 14人から11.2人)、受講人数も、 38人'"'-'1人が、 20人'"'-'3人(平均、

9.6人から 10.9人)と、横ばいか、やや減少しており、他分野と比べ一般に定員、応募者、

受講者も、全般的に少ない傾向にある。これは、この種別の施設が全国的に少なく、もと

もと減少傾向にあり、都道府県単位で1、2ヵ所という状況から考えれば、妥当な結果であ

ろうが、今後、地域復帰、地域生活というゴールを推進し、福祉サービスの量・質を向上

させることを考えると残念な結果ではある。

研修参加者の中で、ケアマネジメントを進めるうえで基本となる相談支援の研修修了者

は、全く参加していない所は8ヵ所、参加している所の9ヵ所では、 3人から20人(平均、 7.1

人)から、全く参加していない所の2ヵ所、参加している所の8ヵ所の、 2人から15人(平均、

6.3人)へと、研修修了者の参加が増加している。これは、研修条件に、相談支援研修修了

を加えた所が、増えたことによるものと考えられ、研修を進めていく上で、望ましい傾向

と考えられる。

受講者の所属先(全種別施設)は、新体系移行施設が、 47%から54%へと増加し、旧体

系施設が、 53%から46%と減少し、円滑に新体系に移行している所からの受講者が増えて

いることが裏付けられる。

受講者の実務経験年数は、 5年以下が17%から21.1 %、 6'"'-'10年が38%から43.7%、11'"'-'

15年が23%から 16.9% 、 16'"'-'20年カ~8%から5.6% 、 21'"'-'25年が8%から2.8%、26年以上が6%

から9.9%と、 10年以下の経験者が増加し、 11年以上の経験者が減少している。これは、初

年度は、始めてのこともあり、まず、経験年数の多い受講者が多かったが、受講者の層も

次第に中堅職員に移行していることを示している。受講要件で見ると、①.相談支援業務

の従事期間が通算5年以上が、 16人(13.4%)から3人 (4.2%) 、②.直接支援業務の従事

期間が通算10年以上が、 20人 (16.8%)から31人 (43.7%)、③.②に該当する者のうち、

社会福祉主事任用資格を有する者、訪問介護員2級以上に該当する研修修了者、児童指導員

任用資格者または保育士である者の期聞が通算5年以上が、 26人 (21/8%)から22人 (30.9%)、

④.①及び②の業務に従事する者で、国家資格等による業務に5年以上従事している場合、

通算3年以上(社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、その他)が、 38人 (31.9%) 

から14人 (19.7%) 、⑤.平成19年9月30日以前より指定事業者で、あったグループホーム、
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ケアホーム、児童デイサービスの事業所で、①~④もいずれにも該当しない場合は、①及

び②の業務の従事期間が、通算3年以上が、 3人 (2.5%) から0人(0%) 、⑥.受講要件を

取得する見込みが、 16人 (13.4%) からl人(l.4%) であり、初年度の、④が、最も多い

状況から、②の者が、最も多くなり、初年度は、研修内容の専門性を考慮、して、専門職が

多い傾向から、本来、施設で、支援業務に従事する職員に受講者が移行しており、望ましい

状況になってきていると考えられる。

DVD利用は、平成18年度は一部利用されていたが、次年度には講師がすべての講義を

直接行い、利用したものはなかった。

講師の選定では、国研修講師は、 6ヵ所から1ヵ所で、人数も、 1人""1 0人から 2人と、

減少、国研修受講者講師は、 21ヵ所から14ヵ所(両年度とも、全て研修実施した所は、国

研修受講者を選んでいる)、人数も、 11人""2人(平均、 6.4人)から1""2人(平均、l.4人)、

国研修講師は、 6ヵ所から1ヵ所(1人"'-'10人から2人、平均2.8人から2人)と減少し、初年

度は、国研修講師や国研修受講者に依頼することも多かったが、次年度は、都道府県受講

者も増え、あまり国研修講師や国研修受講者に頼らないで、都道府県独自で事業委託先(大

学等)や地域の福祉推進中核者等を活用して研修が行われるように変化している。ファシ

リテーターは、 5""28人 (21ヵ所、平均12.1人)から 1人"'-'3人 (8ヵ所、平均2人)と、平

均すると、 5"'-'6人にl人のファシリテーターが、指導、意見交換可能な人数が、確保されて

いる。グループ。数は、 1'"'-'5グループ。から1'"'-'3グ、/レープ(平均2.1グループロ2.2ク守ループ)で、

上に述べた受講者数からあまり変わらない。

ファシリテーターの選定は、障害者相談支援アドバイザ一、身体障害者更生相談所職員

等、障害者福祉に関する専門的知識を有する者や、その分野の専門家、実践事例を有し、

その分野で実績がある者、国研修を修了者、その分野で実務経験を有する者等を基準とし

て選んでいる。

演習グループρ分けで、考慮していることは、① 1グループ6"'-'7人とし、グルーフ。全体が参

加できる、②男女、年齢、実務経験、所属、地域が偏らない、③今後の相談体制ネットワ

ークを推進できるよう、圏域、地域で、ク、、ループρ構成する、④各グループにリーダー的な者

を1人配置する、⑤旧施設の施設が混在させる等が、挙げられている。

事前課題の有無は、無い所が多く、あるのは、 1"'-'2ヵ所で、その内容は、研修受講者自

信が所属事務所において支援した事例で、あった。

企画・運営については、両年度とも、共通した回答が多く、主なものは、各講師、ファ

シリテーターと丁寧な打ち合わせを行い、分野別研修日を他分野と別にした、分かりやす

く講義が行えた、身体分野はサービス管理責任者のポイントがつかいやすい内容、実践的

な事例検討が出来た、メニューを多くし、グループ。ワークを充実させた、演習はポイント

がつかみやすくした等を、良かった点と評価し、講師の日程調整、会場確保で苦労した、

ファシリテーターの経験不足が否めなかった、日程を各コースで分け、運営コストが大き

く跳ね上がった、医療モデルに基づ、く個別支援計画が現状になじまない、講義時聞が講義
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だけで超過し、質疑応答が出来なかった、演習事例が複雑すぎて、個別支援計画作成以前

の論議に時間を要したメニューが多すぎて、討論、発表の時聞が不足したなど、地域生活

(身体)の受講者が少なく他府県受講者も受け入れたなどが、悪かった点として挙げられ

ている。

平成 19年度実施分の調査には、更に、平成 18年度から工夫した点、研修資質向上の

ための方策について、研修に関する要望事項、平成20年度研修の開催時期、平成 19年

度国研修受講者の選考理由についてが加わったが、やはり、回答は全分野の研修全体に関

した共通したものが多く、特に、地域生活(身体)に関したものとして、受講希望者が少

ないので、複数の都道府県ブロックで開催するか、国で一括して養成研修を行うか検討し

てほしいという要望が 2ヵ所から挙がっていた。

c)地域生活(知的・精神)分野

<平成 18年度都道府県調査>

-受講者の応募状況

定員に対して応募者数が上回っている県が多い。グループ。ホーム・ケアホーム関係は経

過型を除き既に新法に移行しており、 NPO法人を含め小規模な団体が含まれている影響

から、受講者数の多さに現れているのではないか。相談支援従事者研修を修了したものが

半数以下から 10割とぱらつきが見られる。前後して受講することになっているが、演習

過程でのとまどい(グループデイスカッションでのレベル差)が見られるため、事前に受

講しておくことが望ましい。応募者に対して受講者を半数以下に設定した県もある。予算・

ファシリテーターの確保・会場確保など混乱の中で開催された印象を受ける。

-受講者の受講要件

半数以上が相談支援業務5年以上の経験者となっているが、現在の職種が分析されてい

ないため、そのまま質の確保がされているとは判断できない。例えば施設長との兼務実態

がどの程度あるかはこのデータからは読み取れない。

・国研修DVDの利用状況

講義部分でDVDの利用が少ないのは、国講師の活用が見られたからか。地元で講師を

確保した場合、国で伝えたい内容がそのまま解釈・引用されれば良いが、講師の判断・姿

勢によって左右されたとしてもチェックのしょうがない。講師確保は大変重要で、とりわ

けサービス管理責任者の役割は最も重要な骨格部分であり、国が求める意向をどのように

伝えていくか懸念される。

-分野別演習グループ数

地域生活(知的・精神)では、知的障害・精神障害の得意とする分野別に編成するので

はなく、混然としたグループ編成が望ましいのではないか。支援の専門性としての知識・

経験は必要であるが地域生活そのものを支援していく基本は同じであり、他の障害分野を

知るきっかけとして演習場面を生かしてほしい。アンケートでは概ね混然とした編成が見
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られる。それにしても 20以上のグループ把握は大変ではないかと推測する0

.事前課題

今後は事前課題を求める(事例)参加型の研修となることが好ましいと思われる0

.企画・運営側の評価

DVDだけ流さない、講師を地元で確保、実績のある団体に委託、他県との講師の融通、

地域事情にマッチした内容、複数受講可とした日程設定、他県の研修を視察等、あわただ

しい研修日程にも関わらず工夫されており、こうした情報を全国に提供していくことも必

要であろう。

<平成 19年度都道府県研修>

・年間実施回数等(参加者数)

1 8年度と比較すると、受講者が増加したのは4県(埼玉県・京都府・徳島県・福岡県)

/14府県にとどまり、全体的に参加者は減少傾向にある。

-受講者の受講要件

データ数が 18年度の 21県に比較して 8県と小数だ、が、受講傾向を比較すると、要件

の相談支援業務5年・直接支援業務 10年の該当者が 18年度の 39%より 53%と増え、

受講要件を取得する見込みが 13%から 3%と減っている。受講者が現場の中堅職員にシ

フトしているのであれば本来のサピ管業務を担う担当者の受講傾向として歓迎したい。

-講師・演習グループ・ファシリテーター数

2年目となり、国研修受講者が中核になりながら地方研修を行っている様子が伺える。

どの県にも 2名の国研修受講者がいるはずだが 1名という回答をどう判断していくか。全

く無関係な部署に異動しているのかもしれない。

-事前課題

1 6県中 2県に止まっている。事例提供の必要性が分野別演習で述べられていたが、実

際に受講に際して事前課題として上げられていないのが不思議な気がする。

-企画・運営側の評価

①実施方法の評価

日程調整・事前準備・講義内容・相談支援従事者研修の事前受講等、前年度の反省を生

かして工夫している。ファシリテーターの確保は 19年度も課題となっており、その後の

演習に対する影響力は大きいのではないか。あらかじめ受講者からファシリテータ一役が

可能な人材を確保しておくことが必要と思われる。

②講義内容の評価

講師の選定がやはり課題となっている。講師の意向・偏った内容に対しては、次年度し

っかりと引き継ぐ必要がある。そうした継続的な研修経過を担う責任体制は県であり、委

託して終了ではなく、研修結果を見届けていく姿勢が必要である。

③演習内容の評価

概ね演習による、人材育成・サービス管理責任者の自覚の促し・個別支援計画を含めた

T
D
 

口
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サービス管理に業務の確認等、研修の狙し、は達せられているようだ。

地域生活(知的・精神)分野で演習がこなせないとある県から指摘があった。参加者が

多くグループ数を増やしてしまった場合、発表でかなりの時聞が取られてしまうため、発

表グループ。を選抜、他の演習を分担する等の工夫が求められる。国研修は最低限盛り込み

たい研修内容の確保を狙いとしているが、演習場面での時開設定は、参加者の状況に合わ

せて多少の工夫が行われているはず。

演習終了後には、 3日間を振り返る意味でも、参加者各々から一言のコメントを頂くよ

うにしてきた。そのコメントの中では、この研修に対する様々な意見が述べられ、又、サ

ービス管理責任者としての決意を示す場・参加者自身の気付きを確認する場として大変重

要だと考えている。

d)就労分野

長年にわたって踏襲されてきた施設福祉に関する既成概念を改め、労働領域の諸制度

や関連する諸機関、雇用主体である企業、先行している福祉施設などに関する情報収集

やその活用、あるいは、それらとの連携(ネットッワーク化)、について伝達することと

し、施設関係者への企業就労への意識づけと就労支援のノウハウの提供に重点に置いた

ため、結果的に「ジョブコーチ(職場適応援助者)Jの養成研修と酷似したカリキュラム

に基づいて、「就労移行支援」を中心に構成することになったが、「就労継続支援A型・

B型Jに関連する課題に関しても言及したが、就労継続 fA型・ B型Jに関する施策が

なおも流動的で、それらが適切なメッセージとして届いているかどうかははなはだ疑問

である。

e)児童分野

<平成 18年度都道府県研修>

-年間実施回数・定員・応募人数等

応募数より定員の方が多いという傾向が顕著である。このことは児童デイのカ所数は多

いものの規模が小さく、現場での研修派遣のゆとりとか制度への理解不足から制度に対す

る疑心暗鬼など様子見が大きいのかもしれない。

・受講者の実務経験年数

全分野のデータではあるが， 10'""-'15年の中堅というか中間管理職レベルの参加者が多い

のではないか。その点 5年未満というのは今回の制度等の理解不足を示すものではないの

か。

-受講者の受講要件

受講要件取得見込み者がどの分野にも結構いるが、今後この点について遡って資格授与

をチェックすることは可能なのか問題が残るところである。

・国研修DVDの利用状況について

ハh
u

n
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講義編ではある意味DVDが利用される事は理解できるが、演習では利用が 0となるの

は研修形態から来るもので，その内容から来るものではなさそうである。

・講師の選定方法とファシリテーター数

地域によってそれぞれである。国研修講師が優位のところ、国研修者が優位な地域など

様々である。推測するに人間関係で国に頼みやすい関係がたまたまあったのではなし、かと

思われる。ファシリテーター数も多いところや少ないところ様々で、予算の多少によるの

かもしれない。

・分野別演習グループ数

このことも人件費やファシリテーター数によるであろう。必ずしも参加者が多いからと

言うことでもなさそうである。千葉県の 10はすごい数である。その背景は読むだけの資

料がない。

-企画・運営側の評価

(実施方法)初回の研修会と言うことで戸惑いや混乱は不可避なことかもしれない。分野

間の参加者のバラツキなどに混乱があったようだが、あらかじめ予想できることで、あった

かもしれない。

(講義内容)内容的に重複があったとして negativeな評価をしているが，内容的にはそれ

くらいに丁寧にしないと理解されにくさもあると思う。

(演習内容)否定的評価としては参加者のレベルのバラツキが指摘されている。これはこ

の業界の職員水準を反映したものであろう。

-工夫した事項

地理的・時期的に参加しやすいようにした。また案内配布に努めたなど地域でそれなり

の努力をいろいろしている事が伺える。

-国研修者の選考理由

各分野での良くやっている施設・人とかその分野の団体から推薦をしてもらったなどが

多いが妥当なところであろう。

しかし都道府県によっては少し配慮や適性や能力や研修要件に欠ける人材の選考もあった

と感じられる。

<平成 19年度都道府県研修>

.経験年数

県によっては 5年未満の経験者が受講しているが，受講資格要件との関係は問題ないの

か懸念される。前歴とも関係するにしても若干問題性を感じるところである。

'DVD利用について

前年度に比して講義と演習ともに圧倒的に講師が多くなっている 0

.講師・演習グループ・ファシリテーターの数

講師については圧倒的に国研修修了者が関与している割合が高い。これは二年目となっ

てそうした人材が複数になることで地域の人材確保がし易くなったのかと推察される。
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-企画運営側の評価

①実施方法等の評価

県内での関係者間の出合いや人間関係の形成には役だったようであるが，県職員をイー

ジーゴ イングに調達したことの不足感や不満感があったようだ。

②講義内容の評価

前年度との継続性や一貫性が意識されてはいるようだが都道府県聞や講師聞や分野間で

差が出ているようだ。

③演習内容の評価

アセスメントや個別支援計画の重要性については理解されたようであるが，事例の不適

切さや設定の混乱が見られる。

.18年度から工夫した点

分野ごとに日程的な時間差を設けて、十分な準備時間を設けたり，複数分野の受講を可

能にしたなどの工夫がされている。

-研修資質向上のための方策について

現任研修やフォロー研修，スキルアップ研修，サービス管理責任者間のネットワークな

どの必要性が広く指摘されている。

-研修に関する要望事項

受講者数の少ない分野は国やブ、ロック単位で研修をして欲しいという要望が出ているが，

研修講師の確保や企画効率などの面からも考慮すべきかもしれない

.20年度開催時期

時期的には多くの県で現場の落ち着きが出る， 1 0月から 11月ころが多いようだ0

.国研修受講者の選定理由

その地域の関係団体や関係者からの推薦が一般的のようだ。その前提として経験・素質・

将来性などが評価されてのことと推察される。

n
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3. 平成iJeJ年度事業のまとめ 目

障害者自立支援法に基づくサービス管理責任者研修が実施されて 2年が経過する。研修

の充実を図る観点、から、平成 18年度指導者研修アンケート、平成 18・19年度都道府

県サービス管理責任者研修に関するアンケートを実施した。

(1)平成 18年度指導者研修

平成 18年度指導者研修のアンケート結果から、①都道府県の研修に役立つているか、

②実際のサービス管理責任者の業務に役立つているか、③今後のサービス管理責任者研修

に盛り込むべき講義・演習は何か、④サービス管理責任者の資質向上のための方策は何か

についてまとめた。

1 )都道府県の研修に役立つているか

「障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割Jに関しては、ほとんどの受講者が役

立っていると回答している。サービス管理責任者としての心構えや仕事のすすめ方、パラ

ダイム・チェンジによる利用者主体の取組の重要性、サービス管理責任者と管理者との職

務上の違い、質の高いサービスを担保するための要である等、講義の意図を理解し、都道

府県の研修に役立てている。課題として、サービス管理責任者と相談支援専門員との関係

を明確にする必要がある。現場では、実際の連携を図ろうとするとき、相談支援専門員と

の役割り分担をどのようにしたらよいか混乱しているようである。

「サービス提供のプロセスと管理」に関しては、ほとんど、の受講者が役立っていると回

答している。一部、具体的な事例でサービス提供プロセスを講義する方がよいという意見

もある。この講義は、一般論としてサービス提供プロセスと管理を理解することを主眼と

しているので、具体的な事例は各分野で取り上げる方が理解しやすいと思われる。

「サービス提供者と関係機関の連携」の講義は、役に立っていないと回答している者が

比較的多い。この結果は、関係機関との連携に携わる必要がなかった過去の業務から、い

きなり関係機関との連携を説明されても十分に伝わらなかったのではないかと推察される。

同時に、関係機関との連携は地域によって異なっているために、具体的なイメージがわか

なかったとも考えられる。いずれにしても、今後、具体的に地域自立支援協議会とどのよ

うな連携を図るかを講義することが大切になってくると思われる。さらに、この講義では

具体例を取り上げながら説明する必要があると思われる。

「分野別のアセスメント及びモニタリングの実際Jでは、ほとんどの受講者が、アセス

メントの視点、モニタリングの方法を理解し、都道府県の研修に活かしていると思われる。

「サービス提供プロセスの管理の実際①アセスメント編Jでは、ほとんどの受講者は役

立っていると回答している。いくつかの指摘があったが、分野によって異なっている。介

護分野においては、事例をわかりやすくする、マネジメント手法を要する事例で混乱した

等の意見があり、事例の選定に配慮する必要があるかもしれない。地域生活(身障)分野
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では、重複障害や困難事例の対応にも取り組む必要がある等の意見がある。

「サービス提供プロセスの管理の実施②個別支援計画編Jrサービス内容のチェックとマ

ネジメントの実際 事例検討会Jでは、分野によって異なっているが、都道府県の研修に

役立っていると回答している受講者が多い。この演習では、事例の選定が課題として取り

上げられている。事例の選定は、非常に困難であるという意見もあり、都道府県研修にお

いて国の研修の事例を用いるよりも、地域に密着した事例を用いて演習を行う方が適切に

研修の意図を伝えられる。都道府県の研修において、事例を最初から選定し、演習で取り

上げるためには、検討の時聞を要するのでかなり負担感が高いと思われる。

2)サービス管理責任者としての業務に役立っているか

受講者のほとんどが、役立つていると回答しているが、中には実際にサービス管理責任

者の業務に携わっていない者もいる。役立っていると回答している者は、スーパーパイズ

等で個別支援計画作成におけるニーズ、の把握、支援内容等のチェックの材料として役立つ

ている、利用者中心の考え方、エンパワメント、アセスメント及びモニタリング技法の理

解等に反映しているようである。

3)今後のサービス管理責任者研修に盛り込むべき講義・演習

講義・演習に関する意見として、多くの回答を得た。最も多かったのは、演習に関する

意見が多く、各分野で演習の方法や内容を検討する必要がある。

まず、演習の進め方について、時間を十分にとってほしという要望がある。この問題は、

全体的な時間配分との関連で検討する必要があるが、一つの方法として、講義時間を少な

くし、演習の時間を 2日閉じっくり確保することが考えられる。講義は実践報告を重視し、

できるだけサービス管理責任者の役割を前面に出して、「サーヒマス提供プロセスの管理」は

各分野において説明する方法もあると思われる。

事例の選定について、事前に事例を提出するという意見もあった。事前課題として、事

例を提供するのも一つの方法であるが、すべての受講者に事例を提供するよう義務づける

と時間的に幅をもたせる必要がある。今後、検討する事項となろう。

自立支援協議会との関連を入れてほしいという意見もある。これは、自立支援協議会の

立ち上げと関係しており、受講者の関心が高いと思われる。関係機関との連携の中で自立

支援協議会の関係を取り上げることも一つの方法である。実践報告をしながら、自立支援

協議会との関連を理解してもらうことも必要であろう。

4)サービス管理責任者の資質向上のための方策

この課題に対する回答では、フォローアップ研修を国及び都道府県レベルの両方に必要

性を感じているようである。フローアップ研修においては、講義・演習を受けるのではな

く、意見交換、具体的な課題、事例検討、サービス管理責任者の業務の自己点検チェック

リストによるスーパーバイズ等の具体的な提案もあった。いずれにしても、フォローアッ

プ研修を何らかの方法で行うことが重要であると思われる。
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(2)平成 18・19年度都道府県研修

平成 18・19年度の都道府県研修に関して、企画・運営について、それぞれの都道府

県の評価は概ね高い評価をしているところが多かった。都道府県の研修は、比較的、順調

に運営されている状況が推察される。一方では、研修に対する準備期聞が不足している、

ファシリテーターの不足、演習における事例の選定、演習時間の確保等の課題も残ってい

ることがわかった。

(3)就労に対するコンセプト(以下の就労に関する考察は、闘宏之氏の執筆による)

最後に、国及び都道府県の研修において就労に対する理解不足が全体的にみられる。こ

の点は、障害者自立支援法が就労の強化を取り上げ、今後の障害者福祉施策の課題として

叫ばれていることを考えると、就労に対するコンセプトを明確にしておく必要があろう。

わが国では、労働政策において、企業や事業所に「社会連帯Jという視点から障害者雇

用を義務づけるとともに、一般労働市場に誘導するための「職業リハビリテーション」を

実施し、厚労行政においては、労働市場からの締め出しが予想される障害者を雇用不安の

ない「福祉的就労Jに導き、「労働」を保障するという施策がとられてきた。

しかし、「雇用就労」は、事業所・企業におけるほ "'5時労働」に象徴される競争事態

での労働 (competitiveemployment) に従事できる作業遂行能力の高い障害者のみに適用

される概念として一般化し、福祉的就労と称される施設福祉は、時間的な拘束や労働内容

が「労働一般」とさほど相違がないにもかかわらず、賃金や諸々の権利の保障は不問に付

され、結果として社会的な諸権利から排除 (exclusion) してきたという現実について指弾

されることもなかった。

障害定義がICIDHからICFへとシフトし、国連で障害者権利条約が採択され、施設主義

を排した地域福祉への道順が示されている。また、厚生労働省省内検討会議のとりまと

めとして、「障害者の就労支援に関する今後の施策の方向性J(2004.7.9.)に基づいて策

定された wr障害のある人の「働きたい」を応援する協働宣言~共に働き・共に生きる社

会づくりを目指して'"~ (2004. 9. 29. )に深く関わってきたものの立場として、「障害者自

立支援法j は、労働行政・厚生行政による二重構造がもたらす弊害を解消・統合し、メ

インストリーミング(main-streaming)を標梼した社会的包摂(インクルージョン;social 

inclusion) を具現化するという予感を抱かせるものであった。

社会福祉は、「社会の不具合」が生み出す「生きにくさ」を直視し、その原因を解明し

てそれを「福祉Jなる状態に導くという実践科学であり、「就業支援」は、「障害がある

人の労働者性の確立」に向けて、対人サービス・ケアという閉鎖的な環境における支援

だけではなく、産業社会との共生を探るいわば「福祉ミックス」という視点から、企業

活動の是非をも視野に入れた福祉社会をマネジメントするという聞かれた環境における

アプローチが求められよう。
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1) r就労Jに関する基本的な概念

「就労」とは、「労働者Jとして職業に従事して職業生活を営むことで、わが国の労働基

準法には、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの

であること」と定めている。高橋 (2004)は、 ILO第 89回総会 (1999年)における事務

局長報告として、適正労働(ディ一セント・ワーク;decent work)に関して、「誰もが自

由・公正・安全ならびに人間の尊厳という条件の下でまともに、人間らしい生産的な仕事

を得る機会を持てるようにすることJであり、権利が保障され、十分な収入を得て適切な

社会的保護のある生産的仕事に就くこと」としている。同様に、ディ一セント・ワークの

欠損 (decentwork deficit)について、①雇用ギャップ(雇用の欠落あるいはインフォー

マル経済下での生活するに足らない程度の安い賃金での雇用)、②権利ギャップ(権利性の

欠落・労働権が確立していない状態での雇用)、③社会保障ギャップ(麗用政策・雇用に伴

う諸権利の適用がなされていないなかでの雇用)、④社会的対話ギャップ(労使のコミュニ

ケーションの不足)をあげている。

また、「障害のある人の権利に関する国際条約草案(第 61回国連総会本会議:2006年 12

月 13日、コンセンサス採択)では、仕事と雇用(第 27条)に関して「締結国は、他の者

との平等を基礎として、障害のある人の労働の権利を認める。この権利には、障害のある

人にとって聞かれたインクルーシブで、アクセシブルな労働市場および労働環境において、

障害のある人が自由に選択し又は引き受けた労働を通じて生計を立てる機会についての権

利を含む。Jとして、一般労働市場とともに労働環境において、人たるに値する生活を営む

ための必要を充たすべき労働条件で働くこと、これは、「合理的配慮J(reasonable 

accommodation)を前提とすること、を読み取ることができる。

ひるがえって、わが国の状況をみたとき、労働サイド/厚生サイドとしづ行政組織や拠

り所とする法制度によってさまざまな立場の支援者や支援機関が連綿と業務を展開し、あ

る時には、連携しながら、ある時には、反発しながら「就労支援」に従事してきた。

そして、さらに、わが国の施設福祉で働いている障害者の現状をみたとき、①労働者と

して認知されることが少なく、労働者性が暖昧である、②施設に縛られて社会から隔離さ

れてきた状態(社会的排除)は、「合理的配慮」を行わないことから派生する「差別」につ

ながること、③「働くことJは万人の権利であり、義務であり、能力障害を理由にした社

会的排除は正当化されるものではない、といった問題点が明らかである。

2) 自立支援法における「就労支援サービス」

「就労支援」に関して現行の施設福祉分野における課題が指摘され、大がかりな福祉パ

ラダイムの転換が示唆された。そこでいう課題とは、以下の諸点である。

0施設を出て就職した者の割合が少ない(施設利用者の 1%)

0授産施設の工賃が低い(平均月額 15，000円)。

0離職した場合の再チャレンジの受け皿がなく、就職を鴎賭する傾向がある。

0養護学校卒業者のうち、約 6割が福祉施設へ入所しており、就職者は約 2害IJにとどま
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っている。

O雇用施策、教育施策との連携が不十分

このような課題を解決するために、「障害者自立支援法」において、

0福祉施設利用者や養護学校卒業者に対し、一般就労に向けた支援を行う「就労移行支

援事業」を創設

O障害福祉計画において、就労関係の数値目標を設定

0定員要件を緩和し、離職者の再チャレンジや地域生活の移行に対応

0支援を受けながら働く「就労継続支援事業」に目標工賃を設定し、達成した場合に評

価する仕組みを導入

O福祉・労働・教育等の関係機関が地域において障害者就労支援ネットワークを構築し、

障害者の適'1主に合った就職の斡旋等を実施する

といった指針が示された。

「就労」分野におけるサービス管理責任者は、従前の施設からの事業移行を経営的・運

営的な側面からだけではなく、 「障害のある人の労働者性」の確保に向けて「利用者のお

もい」に真塾に耳を傾け、 「あきらめ」を生んだ能力主義による障害観を乗り越える実践

を展開し、 「はたらく Jことの実現を妨げている要因を探ってそれを解消するための手だ

てを提起し、利用者が地域社会の一員として当たり前の生活主体者となるためには必要な

社会資源の開発・発掘をする、という一連の方向性を個別支援計画としてとりまとめ、職

員集団による利用者一人一人に対応した支援の推移を管理し、社会的な条件づくりも行な

うとしづ、事業遂行の調整機能としての立場であると認識する。

なお、就労分野では、 「就労移行支援のためのチェクリストJ (2006. 8) が提示されて

いるが、利用者の「力j に基づいて「個別支援計画」を作成することはこれまでの労働分

野が陥った弊害を追認することであり、利用者の生活と置かれている環境において状況を

把握し、希望や意向を尊重しながら生活課題を明らかにし、 「就労」を実現するという方

向性が基本となろう。

3)職業リハビリテーションという視点

ILO第 159号条約 (1983年採択)によれば、職業リハビリテーションは、次のような

支援プロセスの集合として位置づけられる。

① 職業評価・・・障害者の身体的・精神的・職業的能力や可能性について、作業検査、

適性検査、心理学的検査等の実施や、その結果に基づく総合的な職業

評価

② 職業指導・・職業評価に基づいて、職業訓練や就職の可能性と方向性等について適

切な助言・指導

③ 職業前訓練・・職業人としての基本的な訓練や作業習慣の向上訓練等

ア 移動、安全な行動、日常生活動作等の「社会適応能力J

イ 各種の補助具等を活用して能力を高める「補助具使用技術向上」
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ウ 労働時間、体力、耐久力等「心身の労働に対する適応」

エ 共通の基本的作業や作業サンプル等を使用しての「基本的作業」

④ 職業訓練・・・職種を選定しての正規の職業訓練

⑤ 就職斡旋・・・適職を見つけるための助言や就職の斡旋

⑥ 保護雇用・・・特別の配慮の下での職業の提供

⑦ アフターケア・・・就職した後の追跡の指導・職場適応のための支援

また、同条約では、職業リハビリテーションにいう障害者について、「正当に認定され

た身体的又は精神的障害のため、適当な職業に就きこれを継続しおよびその職業におい

て向上する見込みが相当に減退している者をいう」と定義される。ここから類推される

「職業リハビリテーションの実践」は、心身機能の損傷・変調のために職業に就けない

人やその継続が困難な人が通常の社会生活を構築できるよう支援する社会福祉における

行為であって、就労できる人を特定してその人たちを就労に導くことではない。

「雇用就労」の対局に施設福祉による「福祉的就労」があったことから、労働分野は、

もっぱら雇用就労が可能な人を特定し、その雇用促進を進めることと同義となった。そ

のことが「就労できない人Jを選別し、結果として施設に誘導する絶好の根拠を与えた

といえなくはない。なお、 ILO第159号条約において「保護雇用」が職業リハビリテーシ

ョンの一分野として位置付けられているが、わが国にはなかった概念で、自立支援法で

いえば「継続雇用 (A・B型)J、あるいは、特例子会社制度に酷似している制度である

が、「保護雇用」という呼称は相当に古典的であり、また、今日的にはかなり変節してい

るともいわれる。

なお、企業(事業所)就労をいう場合、企業(事業所)の雇用意欲を促進させる法的な

措置が図られ、かっ、企業(事業所)の雇用条件を満たす必要があるが、企業の能力主

義に対抗するために、地域が就業機会を提供する社会的企業 (socialfirm) という新た

な仕組みも提唱されており、「就労継続支援」による就労を通じて大々的な工賃アップを

連想させるような動きもある。また、「働くこと」を至上命令としない「生き方」を容認

するという柔軟な態度も求められる。このように、福祉サイド、のケアマネジメントに加

えて、現行制度やシステムとの連携や労働サイドの社会資源があり、各地では新たな取

り組みもなされています。これらを網羅することはできないが、障害のある人達の就労

を核とした人生設計を描くことが大切な役割だと認識している。サービス管理責任者研

修においては、その両者を融合して、新しい体制を提示するという作業が求められよう。
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|4資糊アンケート調査票 I 

サービス管理責任者側彦(指導者研修)に関するアンケート

平成18年度修了者用

問1. 受都台野をお書き下さし¥ ( 分野)

問2. 国研修で受講した講義・演習について、都湖守県で実施した刷創設立ってし、るかお聞きします。

「役立っている」または「役立っていなしリにO印をつけ、その具体的理由をお書きくださしL

1 サービス管理責任者の役割に関する講義 (6時間〉
①障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割

役立っている 役立っていない

〔
②サービス提供のプロセスと管理

役立っている 役立っていない

③サービス提供者と関係機関の連携

役立っている 役立っていない

2 アセスメントやモニタリングの手法に関する講義 (3時間〉
①分野別のアセスメント及びモニタリングの実際

役立っている 役立っていない

3 サービス提供プロセスι漕理に関する演習 (10時齢
①「サービス提供プロセスの管理の実際事例研究①IJ (アセスメント編)

役立っている 役立っていない

②「サービス提供プロセスの管理の実際事伊府究②IJ (個別支援計画編)

役立っている 役立っていない
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③サービス内容のチェックとマネジメントの実際(事例検討会)

役立っている 役立っていない

問3. 国研修で受講した講義・演習について、実際のサービス管理責任者としての業務に役立っているか

お聞きします。「役立っている」または「役立っていない」にO印をつけ、その具体的理由をお書きく

Tミさい。

1 サービス管理責任者側鑓出こ関する講義 (6時間〉
①障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割

役立っている 役立っていない

②サービス提供のフ。ロセスと管理

役立っている 役立っていない

③サービス提供者と関係機関の連携

役立っている 役立っていない

2 アセスメントやモニタリングの手法に関する講義 (3時間〉
①分野別のアセスメント及びモニタリングの実際

役立っている 役立っていない

3 サービス提供プロセスι漕理に関する演習 (10時間〉
①「サービス提供プロセスの管理の実際事例研究①IJ (アセスメント編)

役立っている 役立っていない
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②「サーピ、ス提供プロセスの管理の実際事例研宛②IJ (個別支援計画編)

役立っている 役立っていない

③サービス内容のチェックとマネジメントの実際(事例検討会)

役立っている 役立っていない

問4. 今後のサービス管理責任者研修に盛り込む〈き講義・演習などがありましたらま識してくださし、

問5. 都湖守県研修で担った役割は何ですか? 該当する番号にOをつけてください。

1.企画

2.運営

3.講師

4.そ例也(その内容を具備切こお書きください)

上記の役割を担って、お困りになったことは何ですか?

問6. サービス管理責任者の資質向上のための方策についてお聞きします。

1.国レベルで、のフォローアッフ明修(現任者研修)は必要と思し、ますか? 必要 不要

2.都湖守県レベルでのフォローアッフ明修(現任者側彦)は必要と思いますか?

必要 不要

その他、資質向上のために必要と思われる方策を具体的にお書きくださしL
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サービス管理責任者側彦(都道府県酬働に関するアンケート

平成18年度実施分用

都道府県名

問1. 企画・運営主体についてお聞きします。

1.都道府県が企画・運営をすべて実施した

2.企画・運営を委託した。(委託先:

3.指定事業者が実施した。(委託費なし)

4.その他(

問2. 研修会の企画・運営に対する国研倒彦了者の参画についてお聞きします。

1.国研断彦了者全員が企画・運営に携わった。

2.国研(劇l多了者の一部の人が企画・運営に携わった。

3.国研修修了者は企画・運営に携わっていなしL

問3. 本研修事業にかかる予算をお書きください。(受講者負担額は除く)

円)

間4. 受講者1人あたりの受講者負抵経費をお書きください。

1.受帯十 鰍ヰ・有料( 円)

2.資料代 無料・有料( 円)

3.その他 ( 費)として( 円)

問5. 年間実施回数、定員、応募人数、受講人数、相談支援従事者側彦の受講の有無についてお聞

きします。それぞれの人数をお書きください。

製2回実施した場合は、銀主の支竺支の閉L'r::r主1鳳買の抜混麦怠賓室三友章L'o2周E
C抜混民団鵬1ょ2鳳買周μ議賓室三立主L'o

介

由.理生 就労 児童

言蔓 活 事活

年間実施回数

定員

応募人数

受講人数

相談支援研(劇彦了者数

口
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問6. 受講者の構成についてお聞きします。

1.受講者の所属先について(それぞれの人数をお書きください)

介 就 児

護 労 童

療養介護

生活介護

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

新 共同生活援助
イ本 共同生活介護
J守~、E、

就労移行支援 (A型)

就労縦覧支援 (B型)

児童デイサービス

施設苅庁支援

その他

重症IL;身障害児施設

身体障害者療護施設

更生施設(身体・知的)

授産施設(身体・知的・精神)

|日
小規模通繭醐目安

(身体・知的・精神)
イ本

福祉工場(身体・知的・精神)
系

精神障害者生活訓練施設

精神障害者地域生活支援センター

(デイトピス部門)

障害者デイサービス

その他

2.受講者の現在の障害福祉事業所における実務経験年数(それぞれの人数をお書きくださ

共 介

就労 児童

護 活 事 活

'"'"'5年

'"'"' 1 0年

'"'"' 1 5年

'"'"' 2 0年

'"'"'25年

25年 ~
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3.受講者の受講要件について(それぞれの人数をお書きください)

介

就労 児ニ皇t主己

護 活 事活

①相談支援業務の従事期聞が通算5年以上

②直接支援業務の従事期聞が通算10年以上

③※1 

社会福許止土

介護儲止士

④※2 理学療法士

作業療法士

その他

⑤※3 

⑥受講劃牛を取得する見込み

※1 上記:IDfこ該当する者のうち、社会樹止主事任用資格を有する者、訪問護員2級以上に該当する研修

修了者、 j庖輔導員任用資格者または保育士である者の期聞が通算5年以上

※2 上記D及。②の業務に従事する者で、国家資格等による業務に5年以上従事している場合、通算3年

以上

※3 平成19年9月30日以前より指定事業者であったグループホーム、ケアホーム、児童デイサービスの事業

所で、上記p、@のい背Uこも該当しない場合は、上ままD及。②の業務の従事期間が、通算3年以上
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問7. 平成18年度サービス管理責任者(指導者研修) (国研修)を収録したDVDの利用状況に

ついてお聞きします。該当する欄にO印をお書き下さい。

科 目 分 里子
実施方法

講師 DVD再生
1 サービス管理責任者の役割こ関する講義 (6時間)

障害者自立支援法とサーピ、ス管理責任者の

三-------------役割

サービス提供のフ。ロセスと管理
ーーーーーーーーーーーーーーー司ーーー

サービス提供者と関係機関の連携
ー一ーーーーー

2 アセスメントやモニタリングの手法に関する講義 (3時間)

介護

士出或生活(身体)
分野別のアセスメント及びモニタリングの

地域生活(知的・精神)
実際

就労

児童

3 サーピ、ス提{共フ。ロセスの管理に関する演習 (10時間)

介護

「サービス提供プロセスの管理の実際
糊生活(身体)

地域生活(知的・精神)
事例研究①J(アセスメント編)

就労

児童

介護

「サービス提供プロセスの管理の実際
糊生活(身体)

士出或生活(知的・精神)
事例研究②J(個別支援計画編)

就労

児童

介護

サービス内容のチェックとマネジメントの 糊生活(身体)

実際 雌或生活(知的・精神)

(事例検討会) 就労

児童
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問8. 分野別講義の講師の選定方法についてお聞きします。

そ
その他の講師の選定理由の

他

共通講義 人 人 人

介護 人 人 人

出或生活
人 人 人

(身体)

地域生活
人 人 人

(知的・精神)

就労 人 人 人

児童 人 人 人

問9. 分野別演習の実施方法についてお聞きします。
1.演習グループ。についてお聞きします。

~ プ|演習グ

数の ル
演習のグループヲけの際に考慮、したこと

介護

雌或生活

(身体)

地域生活

(知的・精神)

就労

児童

2. ファシリテーターについておききします。

数人 ?| フア

ファシリテーターの選定理由0) シ
リ
ア

介護 人

地或生活
人

(身体)

地域生活
人

(知的・精神)

就労 人

~日しz主呈b 人
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間10.分野別演習の事前課題の有無についてお聞きします。

人¥
の事

左翼 「有」の場合、課題の具体的内容をお書きください。

題

介護 有無

士出或生活
有無

(身体)

地域生活
有無

(知的・精神)

就労 有無

児童 有無

問11.受講者アンケート実施の有無について該当するものにOをつけてください。

1.実施した →之と生二上援表よ集記績表玄長送立三主主1;¥
2.実施していない

問12.企画・運営側の評価をお書きください。

1.企画・運営(実施方法等)についての評価

・良かった点

-悪かった点

2.講義内容についての評価

・良かった点

-悪かった点

η
d
 

n
U
 



3.演習内容についての評価

・良かった点

-悪かった点

問13.研修実施にあたり工夫された事項をお書き下さしL

(制度創投、募楽、講師の選定方法、講義の実施方法、演習の実施方法等)

問14.平成18年度に国が実施した指導者研修の受講者の選定理由をお書きください。
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【別紙1】園盟

サービス管理責任賓研修(都道府県研修)に関するアンケート

E甑彊E藍冨謁雇輔語臨;1

都道府県名

問5. 年間実施回数、定員、応募人数、受講人数、相談支援従事者研修の受講の有無についてお聞
きします。それモれの人数をお書きくださしL

~ー 共通 介

就労 児童
霊 護 活 事活

定員

応募人数

受講人数

相談支援明断修了者数

問6. 受講者の構成についてお聞きします。

1.受講者の所属先について(それぞれの人数をお書きください)

介 就 児

護 労 童

療養介護

生活介護

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

新 共同生活援助
体 共同生活介護
守ノ~ 、

就労移行支援 (A型)

就労高齢校援 (B型)

児童デイサービス

施設入所支援

その他

!日 重症IL;、身障害児施設

体 身体障害者療謝鍛
ノ守R、更生施設(身体・知的)

授産施設(身体・知的・精神)

小規摸通月府受産施設

(身体・知的・精神)

福祉工場(身体・知的・精神)

精神障害者生活訓練施設

F
同

u
n
U
 



精神障害者地域生活支援センター

(デイトピス部門)

障害者デイサービス

その他

2.受講者の現在の障害福祉事類庁における実務経験年数(それぞれの人数をお書きくださ

介

就労 児童

護 活 事活

，..，_，， 5年

，..，_，， 10年

，..，_，， 1 5年

，..，_，， 20年

，..，_，， 25年

25年~

3.受講者の受講要件について(それぞれの人数をお書きください)

介

就労 児童

護 活事活

①相談支援業務の従事期聞が通算5年以上

②直張支援業務の従事期聞が通算10年以上

③※1 

社会樹止土

介護樹止士

④※2 理学療法士

作場事ヲ去士

そ倒也

⑤※3 

⑥受講覇牛を取得する見込み

※1 上記②に該当する者のうち、佐会樹止主事任用資格を有する者、訪問分護員2級以上に該当する研修

修了者、児童指導員任用資格者または保育士である者の期聞が通算5年以上

※2 上置にD及。②の業務に従事する者で、国家資格等による業務に5年以上従事している場合、通算3年

以上

※3 平成19年9月30日以前より指定事業者で、あったグ'.1v--プホーム、ケアホーム、児童手イサービスの事業

所で、上1昔日D---④のいすサLにも該当しない場合は、上言e.CD及。②の業務の従事期聞が、通算3年以上
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問7. 平成18年度サービス管理責任者(指導者研修) (国研修)を収録したDVDの利用状況に

ついてお聞きします。該当する欄にO印をお書き下さし、。

科 目 分 里子
実施方法

講師 DVD再生

1 サービス管理責任者の役割に関する講義 (6時間)

障害者自立支援法とサービス管理責任者の

X ベベー役割

サービス提供のプロセスと管理 一一一一一一一
サービス提供者と関係機関の連携 一一一一一一一『
2 アセスメントやモニタリングの手法に関する講義 (3時間)

介護

出或生活(身体)
分野別のアセスメント及びモニタリングの 出或生活(知的・精神)
実際

就労

児童

3 サービス提供プロセスの管理に関する演習 (10時間)

介護

「サーピ、ス提供プロセスの管理の実際
蝉或生活(身体)

峨生活(知的・精神)
事例研究①IJ (アセスメント編)

就労

児童

介護

「サーピス提供プロセスの管理の実際
蝉或生活(身体)

雌或生活(知的・精神)
事伊断究②'J (個別支援計画編)

就労

児童

介護

サービス内容のチェックとマネジメントの 雌或生活(身体)

実際 地域生活(知的・精神)

(事例検討会) 就労

児童
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問8. 分野別講義の舗市の選定方法についてお聞きします。

¥ 車修街
そ

その他の講師の選定理由の
他

共通講義 人 人 人

介護 人 人 人

地域生活
人 人 人

(身体)

地改域日生的活・精神) 人 人 人

就労 人 人 人

児童 人 人 人

問9. 分野別演習の実施方法についてお聞きします。

1.演習グループについてお聞きします。

~ 会審 演習のグループ分けの際に考慮したこと
数の ル

介護

地或生活

(身体)

地域生活

傍目的・精神)

就労

児童

2. ファシリテーターについておききします。

人数 ?| フア

ファシリテーターの選定理由σコシ
リ
ア

介護 人

地域生活
人

(身体)

地域生活
人

(知的・精神)

就労 人

児童 人
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都道府県名

サービス管理責任者研修(都道府県研修)に関するアンケート

平成19年度実施分用

問1. 企画・運営主体についてお聞きします。

1.都道府県が企画・運営をすべて実施した

2.企画・運営を委託した。(委託先:

3.指定事業者が実施した。(委託費なし)

4.その他(

問2. 研修会の企画・運営に対する国研修修了者の参画についてお聞きします。

1.国研修修了者全員が企画・運営に携わったO

2.国研修修了者の一部の人が企画・運営に携わった。

3.国明彦修了者は企画・運営に携わってし沿い。

問3. 本側彦事業にかかる予算をお書きくださ川(受講者負担額は除く)

円)

問4. 受講者1人あたりの受講者負抵怪費をお書きください。

1.受講料 無料・有料( 円)

2.資料代 無料・有料( 円)

3.その他 ( 費)として( 円)

問5. 年間実施回数、定員、応募人数、受講人数、相談支援従事者明彦の受講の有無についてお聞

きします。それぞれの人数をお書きくださしL

送Z国裏腹した場合は、以下のす竺支の閉日医院1鳳買の猿混牽怠費量三友章(，'0 2周買
の法組主頂蛾1ム2鳳園周Jr::お費麦豆長島3旦

重義
介

就労 ノ二室|t日孟い主

5菱 活 題活

年間実施回数

定員

応募人数

受講人数

相談支援研倒!多了者数
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問6. 受講者の構成についてお聞きします。

1.受講者の所属先について(それぞれの人数をお書きくださしす

介 就 見l 

I 
護 労 童

療養介護

生活介護

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

新 共同生活援助

体 共同生活介護
守ノ吹、

就労移行支援 (A型)

就労組較正支援 (B型)

児童デイサービス

施設入所支援

その他

重症IL;身障害児施設

身体障害者療護施設

更生施設(身体・知的)

授産施設(身体・知的・精神)

|日
小規模通所授産施設

(身体・知的・精神)
体

福祉工場(身体・知的・精神)
系

精神障害者生活訓練施設

精神障害者地域生活支援センター

(デイトピス部門)

障害者デイサービス

その他

2.受講者の現在の障害福祉事業所における実務経験年数(それぞれの人数をお書きくださ

土t 介

義重 就労 児二呈三主己

護 活 第 活

'"'-'5年

'"'-' 1 0年

'"'-' 1 5年

'"'-' 2 0年

'"'-'25年

25年~
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3.受講者の受講要件について(それぞれの人数をお書きくださし、)

共 介
通

就労 児童

雲 護 活 第活

①相談支援業務の従事期間が通算5年以上

②直張支援業務の従事期聞が通算10年以上

③※1 

社会話許止士

介普編祉士

④※2 理学療法士

作業療法士

そ例也

⑤※3 

⑥受講要件を取得する見込み

※1 上託@に該当する者のうち、担会樹止主事任用資格を有する者、訪問介護員2級以上に該当する研修

修了者、児童指導員任用資格者または保育士である者の期聞が通算5年以上

※2 上記1)及。②の業務に従事する者で、国家資格等による業務に5年以上従事している場合、通算3年

以上

※3 平成19年9月30日以前より指定事業者で、あったグループホーム、ケアホーム、児童デイサービスの事業

所で、上まひ@のいずれにも該当しない場合は、上言Eゆ及て胞の業務の従事期間が、通算3年以上



問7. 平成18年度サービス管理責任者(指導者研修) (国研修)を収録したDVDの利用状況に

ついてお聞きします。該当する欄にO印をお書き下さい。

科 目 分 野
実施方法

講師 DVD再生

1 サービス管理責任者の役割に関する講義 (6時間)

障害者自立支援法とサービス管理責任者の

---------------、、千嬉4
サービス提供のプロセスと管理 一一一一一一一一
サービス提供者と関係機関の連携 一一一一一一一一
2 アセスメントやモニタリングの手法に関する講義 (3時間)

介護

出或生活(身体)
分野別のアセスメント及びモニタリングの 地域生活(知的・精神)
実際

就労

児童

3 サービス樹共フ。ロセスの管理に関する演習 (10時間)

介護

「サービ、ス提供プρロセスの管理の実際
士出或生活(身体)

事例研究①IJ (アセスメント編)
地域生活(知的・精神)

就労

児童

介護

「サーピ、ス提供フ。ロセスの管理の実際
地域生活(身体)

事例研究②J(個別支援計画編)
地域生活(知的・精神)

就労

児童

介護

サーピ、ス内容のチェックとマネジメントの 士出或生活(身体)

実際 出或生活(知的・精神)
(事例検討会) 就労

児童
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問8. 分野別講義の講師の選定方法についてお聞きします。

¥ そ
の その他の講師の選定理由
イ也

共通講義 人 人 人

介護 人 人 人

地域生活
人 人 人

(身体)

出或生活
人 人 人(知的・精神)

就労 人 人 人

ノ|回い]旦且 人 人 人

問9. 分野別演習の実施方法についてお聞きします。

1.演習グループρについてお聞きします。

~ 演習のグループ。分けの際に考慮したこと
数。コ ル

介護

地域生活

(身体)

士出或生活

(知的・精神)

就労

児童

2. ファシリテーターについておききします。

人数 ?| フア

ファシリテーターの選定理由(j) シ
リ
ア

介護 人

雌或生活
人

(身体)

地域生活
人

(知的・精神)

就労 人

~日しtE旦z 人

円
〈

U

噌

E
よ



問10.分野別演習の事前課題の有無についてお聞きします。

の事

事謀 「有」の場合、課題の具榊句内容をお書きくださしL

題

介護 有無

地域生活
有無

(身体)

地域生活
有無

伎口的・精神)

就労 有無

児童 有無

問11.受講者アンケート実施の有無について該当するものにOをつけてくださしL

1.実施した→之と芝二上様式と集計結果をお送りください

2.実施していない

問12.企画・運営側の評価をお書きくださしL
1.企画・運営(実施方法等)についての評価

・良かった点

-悪かった点

2.講義内容についての評イ面

・良かった点

-悪かった点
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3.演習内容についての評価

・良かった点

-悪かった点

問13.研修実施にあたり、平成18年度サービス管理責任者研修の課題や反省をもとに工夫された

事項をお書き下さい。(研修全般、募集、諦市の選定方法、講義の実施方法、演習の実施方法

等)

問14.サービス管理責任者明彦の資質向上のための方策をお考えでしたらお書き下さい。

(フォロー明彦、メーリングリストの開設、分野別勉強会等)

問15.サービス管理責任者側彦に関する要望事項がありましたらお書き下さしL

問16.平成20年度のサービス管理責任者の開催予定時期をお書きください。

F
h
u
 

噌
・
よ



問17.平成19年度に国が実施した指導者研修の受講者の選定理由をお書きください。
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【別紙1] $1!I1=GiI 

サービス るアンケート

都道府県名

問5. 年間実施回数、定員、応募人数、受講人数、相談支援従事者研修の受講の有無についてお間

きします。それぞれの人数をお書きください。

士七 介

書官 就戸713• 児童

護 活 事活

定員

応募人数

受講人数

相談支援研倒彦了者数

間6. 受講者の構成についてお聞きします。

1.受講者の所属先について(それぞれの人数をお書きくださし、)

共 介 就 児

重義
護 労 ニEt邑己

療養介護

生活介護

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

新 共同生活援助
体 共同生活介護
ノ守z:、

就労移行支援 (A型)

就労継続支援 (B型)

児童デイサービス

施設入所支援

その他

|日 重症JL;身障害児施設

体 身体障害者療護施設
守ノz: 、 更生施設(身体・知的)

授産施設(身体・知的・精神)

小規模通所授産施設

(身体・知的・精神)

福祉工場(身体・知的・精神)

精神障害者生活訓練施設

- 117 -



精神障害者地域生活支援センター

(デイ←ピス部門)

障害者デイサービス

その他

2.受講者の現在の障害詩高祉事業所における実務経験年数(それぞれの人数をお書きくださ

士 介 自地
就労 ノニEIt日しE 主

護 活

""5年

"" 1 0年

"" 1 5年

"" 2 0年

""25年

25年~

3.受講者の受講要件について(それぞれの人数をお書きくださし、)

共 介

講義 就労 児二呈丘主己

言菱 活

①相談支援業務の従事期聞が通算5年以上

②直張支援業務の従事期聞が通算10年以上

③※1 

紅会福祉士

介君輯冨祉士

④※2 理学療法士

作業療法士

その他

⑤※3 

⑥受講要件を取得する見込み

※1 上言趨に該当する者のうち、紅会協止主事任用資格を有する者、訪問介護員2拠ス上に該当する研修

修了者、児童昔陣幕員;任用資格者または保育土である者の期間が通算5年以上

※2 J:~èCD及。②の業務に従事する者で、国家資格等による業務に 5年以上従事してしも場合、通算3年

以上

※3 平成19年9月30日以前より指定事業者であったグ、ループホーム、ケアホーム、児童デイサービスの事業

所で、上菰ひ必のし吋初こも該当しなし、場合は、上記①及U②の業務の従事期聞が、通算3年以上
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問7. 平成 18年度サービス管理責任者(指導者研修) (国側彦)を収録したDVDの利用状況に

ついてお聞きします。該当する欄にO印をお書き下さし、。

科 目 分 野
実施方法

講師 DVD再生

1 サービス管理責任者の役割に関する講義 (6時間

障害者自立支援法とサービス管理責任者の

-------------役割

サービス提供のプロセスと管理 一一一一一一一
サービス提供者と関係機関の連携 一一一一一一一
2 アセスメントやモニタリングの手法に関する講義 (3時間)

介護

出或生活(身体)
分野別のアセスメント及びモニタリングの 地域生活改目的・精神)
実際

就労

児童

3 サービス提供フ。ロセスの管理に関する演習 (10時間)

介護

「サービス提供プロセスの管理の実際
出或生活(身体)

蝉或生活改日的・精神)
事例研宛1)J(アセスメント編)

就労

児童

介護

「サービス提供プロセスの管理の実際
蝉或生活(身体)

全出或生活(知的・精神)
事例研宛:IDJ(個別支援計画編)

就労

児童

介護

サービス内容のチェックとマネジメントの 脳或生活(身体)

実際 蝉或生活(知的・精神)

(事例検討会) 就労

児童
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問8. 分野別講義の講師の選定方法についてお聞きします。

そ
その他の講師の選定理由の

他

共通講義 人 人 人

介護 人 人 人

地域生活
人 人 人

(身体)

出或生活
人 人 人

改口的・精神)

就労 人 人 人

ノI日L1EE包 人 人 人

問9. 分野別演習の実施方法についてお聞きします。

1.演習グループについてお聞きします。

ト¥プl演習グ

数の ノレ
演習のグループ分けの際に考慮したこと

介護

地域生活

(身体)

地域生活

(知的・精神)

就労

児童

2. ファシリテーターについておききします。

[ -
人数 ?| フア

ファシリテーターの選定理由(J) シ
リ
ア

介護 人

地域生活
人

(身体)

地域生活
人

(知的・精神)

就労 人

児童 人

- 120 -



-委員長

坂本洋 一

-委員

飯田 勝

加藤正仁

闘 宏之

山田 優

酒井京子

-オフ、ザーバー

清水剛一

大塚 晃

佐々木隆行

-事務局

青田秀博

伊藤弘 亮

若山浩 彦

岩本直人

井垣貴洋

贋田清志

和洋女子大学教授

埼玉県社会保険診療報酬支払基金審査委員

うめだ・あけぼの学園 園長

広島国際大学教授

西駒郷地域生活支援センタ一 所長

大阪市職業リハビリテーションセンター 副所長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 相談支援専門官

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 障害福祉専門官

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 相談支援係

全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)館長

全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)参与

全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)養成研修課長

全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)研修係長

全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)養成研修課主事

全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)養成研修課主事

平成19年度

サービス管理責任者研修充実・強化事業

報告書

平成20年3月発行

財団法人 日本障害者リハビリテーション協会



独立行政法人福祉医療機構「長寿・子育て・障害者基金J助成事業


